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第１節 防災組織 

 

 市及び防災関係機関は総合的な防災体制を確立するために、それぞれの計画に基づき防災会議

等の防災上重要な組織を整備するとともに、相互の連携強化を図り予防対策を積極的に推進する。 

 

１ 大和市 

 本市は、関係法令、条例、要領に基づき、次の防災組織を設置する。 

（１）大和市防災会議 

ア 設置の根拠 

（ア）災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条 

（イ）大和市防災会議条例 

災害対策基本法第 16 条 －抄－ 

1 市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進する

ほか、市町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議す

るため、市町村防災会議を置く。 

6 市町村防災会議の組織及び所掌事務は、（略）当該市町村の条例で定める。 

イ 所掌事務 

（ア）大和市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

（イ）市長の諮問に応じて大和市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

（ウ）（イ）に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

（エ）前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

ウ 組  織   

 

   ・指定地方行政機関の職員 

   ・神奈川県の知事の部内の職員 

  委 ・神奈川県警察の警察官 

会   ・市長の部内の職員 

長   ・教育長 

  員 ・消防長及び消防団長 

   ・指定公共機関又は指定地方公共機関の職員 

   
・自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者の内か

ら市長が任命するもの 

   ・その他市長が必要と認めた者 
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（２）大和市災害対策本部 

ア 設置の根拠 

（ア）災害対策基本法第 23 条の 2 

（イ）大和市災害対策本部条例 

災害対策基本法第 23 条の 2 －抄－ 

1 市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、

防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の

定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。 

2 市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもって充てる。 

4 市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を

行う。この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、

関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努め

なければならない。  

一 当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。  

二 当該市町村の地域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため

の方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防及び災害応急対策を実施すること。  

 

イ 所掌事務 

 地域防災計画の定めによる市域の災害予防及び災害応急対策の実施 
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ウ 組  織  

 

 

 

 

 危機管理班 

 

 

 

 

 

本部長 

（市長） 

副本部長 

  副市長  

  教育長 

  病院長 

＜事務局＞   

 

統括 

総務・情報 

市長室 

政策部 

総務部 

協力部 

文化スポーツ部 

市民経済部 

健康福祉部 

こども部 

教育部 

環境施設農政部 

街づくり施設部 

病院部 

消防部 

救援・救護 

復旧・復興 

医療 

消火・救助 

危機管理監 
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（３）大和市災害警戒本部 

ア 設置の根拠 

大和市災害警戒本部設置要領 

イ 所掌事務 

（ア）災害対策本部設置以前の災害時の連絡、初動体制 

（イ）災害対策本部を設置するまでの間に緊急に行う情報連絡 

ウ 組  織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防災関係機関 

 市域を所管し、又は市内にある防災関係機関は、災害対策基本法第 47 条の規定に基づき、防

災計画及び応急対策の円滑な実施のため、防災組織の充実を図る。 

 

３ 自主防災組織 

（１）設置の目的 

 災害対策基本法第5条第2項の規定に基づき、地域住民が自ら防災活動の推進を図るため、

自治会を単位として設置する。 

災害対策基本法第 5 条 －抄－ 

2 市町村長は、（略）自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を

図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。 

（２）組 織 

 

 

  

 

 

情 報 班 

消 火 班 

救出救護班 

避難誘導班 

給食給水班 

会 長 

市長室 

政策部 

総務部 

健康福祉部 

こども部 

街づくり施設部 

環境施設農政部 

教育部 

消防部 

対策担当班 

活動本部 

情報収集班 

本部長 

本部事務局 広報班 

危機管理監 
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４ 事業所 

 消防計画を作成する事業所はもとより、地域の安全と密接な関連がある事業所は、従業員、

利用者の安全を確保するとともに、地域の災害を拡大することのないよう的確な防災活動を行

う。 

 このため、自主的な防災組織（自衛消防組織等）を編成し、事業所内における安全確保はも

とより、関係地域の自主防災組織とも密接な連携をとり、地域の安全に積極的に寄与するよう

に努めなければならない。 

 その具体的な活動は、おおむね次のとおりである。 

（１）防災訓練 

（２）従業員の防災教育 

（３）情報の収集、伝達方法の確立 

（４）火災その他の災害予防対策 

（５）避難対策 

（６）応急救護対策 

（７）地域の防災活動への協力 

（８）帰宅困難者の発生抑制、保護 

 

資料 
 7－1 大和市防災会議条例 
 7－2 大和市防災会議運営要領 
 7－3 大和市防災会議委員名簿 
 7－4 大和市災害対策本部条例 
 7－5 大和市災害対策本部職員の任命に関する規則 
 7－6 大和市災害対策本部要領 

7－7 大和市災害警戒本部設置要領 

 

第２節 市街地の防災対策 

 

 本市は、甚大な被害をもたらした関東大震災以降、人口は増加し、住宅が密集する街へと変貌

を遂げた。都市化により、火災拡大防止、建物倒壊防止など新たな防災対策が必要である。 

大規模地震災害から市民の生命と財産を守るために、土地利用の規制・誘導、市街地の整備、

防災基盤施設の整備等、都市計画との連携のもとに災害に強い安全なまちづくりを推進する。 

 

１ 市街地防災の基本的方策 

 市街地の防災対策の向上を図るため、以下の方策を推進する。 

 

 

 

 

 

土地利用の規制・誘導 

市街地の整備 

建築物の耐震性の向上、不燃化の促進 

ブロック塀等の倒壊、落下物、転倒物対策 

市街地の防災対策 
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２ 土地利用の規制・誘導 

（１）市街化区域における方針 

ア 防火地域、準防火地域の指定 

 防火地域については、原則として、容積率 400％以上の区域に定める。なお、容積率 300%

以上の区域で都市防災の観点から必要があれば、積極的に指定する。 

準防火地域については、原則として、容積率 300％以上の区域、建蔽率 80％以上の区域

並びに準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く区域のうち、建蔽率 50％以上で、か

つ、容積率 80％以上の区域に定める。なお、準工業地域については、土地利用の実態上特

に必要のある区域について指定する。 

令和 5年 2月には、第一種低層住居専用地域の全域に準防火地域を拡大した。 

防火地域・準防火地域の指定のない地域については、市街地の状況を把握し、指定の要

否を検討するなど、防火上の有効な規制に努める。 

なお、防火地域や準防火地域内では、耐火建築物、準耐火建築物、その他建築基準法で

規定する防火措置を講じた建物の建築を促進するものである。 

 

令和 5 年 2 月現在 

種  類 面 積 対  象 構  造 

防火地域 

約 45ha 

階数が３以上又は延べ面積が 100 ㎡

を超えるもの 

耐火建築物又は延焼

防止建築物 
（令 136条の 2第 1項

1 号） 

 商業地域 
階数が２以下かつ延べ面積が 100 ㎡

以下のもの 

準耐火建築物又は準

延焼防止建築物 ※１ 
（令 136条の 2第 1項

2 号） 

準防火地域 

約 1,584ha 

地階を除く階数が４以上又は延べ面

積が 1,500 ㎡を超えるもの 

耐火建築物又は延焼

防止建築物 
（令 136条の 2第 1項

1 号） 

 

近隣商業地域 
 
準住居地域 
第一種・第二種

住居地域 
 
第一種中高層

住居専用地域 
 
第一種低層住

居専用地域 

地階を除く階数が３以下で延べ面積

が 1,500 ㎡以下のもの 
下記①、②を除く 

準耐火建築物又は準

延焼防止建築物 ※１ 
（令 136条の 2第 1項

2 号） 

①地階を除く階数が２以下で延べ面

積が 500 ㎡以下（木造建築物等に限

る） 

防火構造（延焼のお

それのある部分、外

壁、軒裏）及び片面

20 分防火設備又は同

等の性能を有するも

の ※2 
（令 136条の 2第 1項

3 号） 

②地階を除く階数が２以下で延べ面

積が 500 ㎡以下（非木造建築物等に

限る） 

片面 20 分防火設備

（延焼のおそれのあ

る部分）又は同等の性

能を有するもの ※2 
（令 136条の 2第 1項

4 号） 
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※１：耐火建築物・延焼防止建築物を含む 

※２：耐火建築物・延焼防止建築物・準耐火建築物・準延焼防止建築物を含む 

イ 公園・緑地等の確保 

 都市公園・緑地等は、平常時においては市民の憩いの場であるが、災害時には避難場所

等として防災上重要な機能を果す。よって、防災機能を持った施設の整備・拡充を行うと

ともに、延焼遮断帯としての機能を有する樹木等の緑を配置するなど、避難路として機能

する道路の緑化も含めて、防災空間（オープンスペース）の確保と整備に努める。 

 また、生産緑地についても防災上貴重な資源となることから、その保全に努める。 

ウ 住工混在地区の環境整備 

 市内には住宅と工場が混在する地区があり、防災上多くの課題を抱えている。このような地区

では、住宅と工場が共存できる安全で快適な環境整備を推進し、無秩序な混在を解消する。 

エ 計画的な宅地化の推進 

 良好な基盤整備を前提とした計画的な宅地化を推進する。 

（２）市街化調整区域における方針 

ア 大規模な緑地・農地等の計画的な保全 

 市域の約 3 割を占める市街化調整区域には、貴重な資源である緑地や農地等のオープン

スペースが広がっている。これらの地域は、災害の拡大を防止する緩衝地帯として、また

災害時の避難空間として重要な役割を果すことから、計画的な保全に努める。 

３ 市街地の整備 

（１）土地区画整理事業の推進 

 都市基盤の整備は、都市防災上、最も重要な課題といえる。都市基盤の未整備な地区は道

路の不足や狭い道路幅員、また公共空地の不足などから、災害時における諸活動に多大な支

障をきたしている。これらの地域では、土地区画整理事業等の面的整備により、一体的な整

備を図り、良好な公共施設を備えた市街地環境整備の促進に努める。 

 土地区画整理事業の施行状況は、次のとおりである。 

番

号 
名    称 

事業

主体 
面積 施行年度 

認可公告 
年月日 

換地処分 
公告日 

1 大和都市土地区画整理事業（旧軍） 県 619.6ha S18～S35 S18.12.23 S35. 3.25 

2 北部第一土地区画整理事業 組合 112.5ha S40～S45 S40. 7. 6 S45. 1.31 

3 鹿島土地区画整理事業 組合 7.2ha S41～S44 S42. 2.21 S43.11. 5 

4 南部第一土地区画整理事業 組合 20.7ha S43～S51 S43.10. 4 S47. 3.14 

5 久田土地区画整理事業 組合 15.5ha S44～S48 S44.11.10 S47. 8.29 

6 下草柳土地区画整理事業 組合 33.1ha S46～S51 S46. 6.11 S49.11.22 

7 南部第三土地区画整理事業 組合 41.3ha S48～S55 S48. 6. 1 S53. 2.21 

8 宮久保土地区画整理事業 組合 7.2ha S54～S56 S54.12.25 S56. 7. 7 

9 南部第二土地区画整理事業 組合 116.1ha S47～H4 S47. 6.30 S59. 3.19 

10 渋谷（北部地区）土地区画整理事業 市 23.4ha S55～H11 S55. 6.10 H 6. 9.30 

11 渋谷（南部地区）土地区画整理事業 市 42.0ha H 5～ H5.12. 1 H30. 6.29 

12 神明若宮土地区画整理事業 組合 3.4ha H 6～H11 H6.10.14 H11. 3.23 

13 下鶴間高木土地区画整理事業 組合 4.9ha H16～H20 H16.6.11 H20.8.26 

14 下鶴間山谷北土地区画整理事業 個人 1.6ha H19～H21 H19.4.5 H21.4.16 

15 下鶴間松の久保土地区画整理事業 組合 4.9ha H20～H23 H21.1.19 H23.7.29 
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16 下福田土地区画整理事業 組合 3.9ha H28～R1 H28.5.23 R1.12.24 

17 下鶴間山谷南土地区画整理事業 組合 3.9ha H28～R1 H29.2.15 R1.10.25 

  

（２）修復型のまちづくりの推進 

 老朽住宅の密集した地域、都市基盤が不十分な地域については、地域住民の意識啓発に努

めるとともに、地域の特性に合わせた事業手法等による再整備を推進し、災害に強い安全な

まちづくりに努める。 

（３）商業集積地区の安全性の整備 

 商業集積地区においては、災害時にも安心して避難できる空間をつくるため、再開発事業、

共同化等により老朽建築物の密集を改善するとともに、土地の高度利用による避難路やオー

プンスペースの確保を誘導する。 

（４）不燃化の促進 

 大規模地震等に伴い発生する火災の延焼を減少、遮断させるため、防火・準防火地域の指

定と併せて建築物の不燃化を促進する。また、木造住宅が密集している地域での延焼被害の

拡大を防ぐため、防火対策の施されていない住宅については、建物の不燃化工事や建て替え

を促すなど、不燃化の必要性について、啓発を図る。 

 

４ 建築物の耐震性の向上 

（１）耐震化の促進にかかる基本的な考え方 

建築物の耐震化促進のためには、建築物の所有者等が、自らの生命・財産は自らが守るとい

う意識を持つとともに、所有又は管理する建築物の倒壊等により周辺の安全に支障を来すこと

がないように、建築物の耐震性を把握することが求められる。 

市は、昭和 56 年以前の耐震性のない建築物を対象に、その所有者等に対し耐震診断及び耐

震改修の促進について、普及、啓発を図るほか、必要に応じて耐震診断費及び耐震改修補助

費に対する支援、指導・助言、情報提供に努める。 

また、市が災害時の避難場所や拠点施設として活用する学校や病院、不特定多数の人が利

用する建築物については、耐震化を完了している。今後は適切な維持管理を行うとともに、

施設内の建築設備等について耐震化に取り組むものとする。  

（２）建築物の所有者等への支援  

建築物の所有者等が、建築物の耐震化を行いやすいように、市は、国・県と協調し、適切な

情報提供をはじめとして、技術者の育成等の環境整備や、耐震診断・耐震改修に係る負担軽

減のための支援を実施するとともに、要配慮者の避難、安全対策を講じる。 
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【耐震化を促進するための施策】 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震化に向けた 

普及・啓発 

建
築
物
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上 

(1)耐震化支援事業の効果的な運用 

(2)耐震化等へ向けた支援事業 

 ｱ 木造住宅の耐震化促進事業 
 ｲ 分譲ﾏﾝｼｮﾝの耐震化促進事業 
 ｳ 耐震診断義務付け対象建築物等の耐震化支援事業 
 ｴ 密集地域での不燃化促進事業 
 ｵ ﾌﾞﾛｯｸ塀等の撤去・改善費支援事業 
ｶ 家具転倒防止器具取付支援事業 

耐震化の促進を図るた

めの支援策 

(4)各種認定制度等による耐震化促進 

 ｱ 耐震改修工事を実施する建築物の 
容積率、建蔽率等の緩和 

 ｲ 建築物の地震に対する安全性の表示制度 
 ｳ 区分所有建築物の議決要件の緩和 
 ｴ 除却等の推進 

(1) 耐震化に関する取り組みの PR 

(2) パンフレットの配布、ホームページを活用した 

情報提供 

(3) 相談体制の充実 

(4) セミナー、講習会等の開催 

(5) 耐震改修に対する税の特例措置の周知 
(6) 防災マップの活用 

(3)建築物の総合的な安全対策  

 ｱ 落下物対策 

 ｲ 瓦屋根の安全対策 
 ｳ 天井脱落対策 
 ｴ ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の安全対策 
 ｵ ｱｽﾍﾞｽﾄ対策 
 ｶ 空き家の安全対策 
 ｷ 宅地の安全対策 
 ｸ 鉄道施設に影響を与える建築物の耐震化対策 

(5)2000 年(平成 12)年以前の木造建築物の安全対策 

(6)地震発生後の二次災害防止の対応 

  民間判定士と連携した応急危険度判定体制 
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５ ブロック塀等の倒壊、落下物、転倒物対策 

 地震によるブロック塀等の倒壊などを防止するため、次の対策を推進する。 

（１）対策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ブロック塀等の倒壊防止 

ア 事前指導 

 危険と判断されるブロック塀等の所有者に対して、生け垣、フェンス化又は改修を図る

よう各種広報媒体を通じ、又は個別に指導する。また、市民に対しては、地震時にはすば

やくブロック塀等から離れるよう PR を強化する。 

イ 生け垣、フェンス化の推進 

 改修を必要とする危険なブロック塀、石塀等には、できる限り生け垣、フェンス化の推

進を図る。 

（３）窓ガラスの飛散・落下防止、屋外広告物等の落下防止 

ア 事前指導 

 建築物の所有者、使用者に対して、落下物対策を講ずるよう各種広報媒体を通じて積極

的に PR する。 

イ 落下物対策の推進 

    建築物の窓ガラス、外壁や広告物の落下は人命を危機にさらすだけではなく、避難、救

援活動の障害となるため、建築基準法第 12条の規定に基づく定期報告制度等を活用して必

要な改善指導を行い、落下物対策の推進を図る。 

（４）家具などの転倒防止対策 

 家庭内、事業所内で家具、備品類の転倒による事故を防止するため、それらの固定方法の

普及に努め、屋内の安全対策に取り組む。 

（５）自動販売機の転倒防止 

 自動販売機は、その場で倒れるよりも、前の道路まで滑り出して倒れることが多い。この

ため、道路機能を麻痺させ、緊急初動活動にも支障を与えることが考えられる。 

 自動販売機の設置には、日本工業規格の「自動販売機の据付基準」に従った設置をするよ

うに啓発を図る。 

 

６ 被災建築物・宅地危険度判定制度 

 大規模地震災害の発生により、建築物や宅地が被災した場合に、当該施設等が引き続き安全

に使用できるか否かの判定と二次災害の軽減・防止に資することを目的として、被害状況調査

ブロック塀等の倒壊、落下

物、転倒物対策 

ブロック塀等の倒壊防止 

窓ガラスの飛散・落下防止、屋外広告物等の落下防止 

家具の転倒防止 

自動販売機の転倒防止 



第１章 災害予防対策計画   

 第３節 地盤災害の予防対策   

  

 ３１ 

 

及び危険度判定に関する調査が実施されることになっている。 

 本市においても、発災後、被災地におけるこれらの判定業務が円滑に実施されるように、平

素から、調査を迅速かつ効率的に行うため、判定調査マニュアルを整備するとともに、定期的

な実務訓練を実施する。 

 また、市内での発災を想定し、判定士活動を統括するコーディネーターの育成に努める。 

 

資料 
3－1 都市公園一覧表 
8－4 公共建築物耐震補強工事実施一覧表 
9－2 防火地域、準防火地域内の建築規則 
9－3 ブロック塀等の倒壊防止 
 

第３節 地盤災害の予防対策 

 

 本市の地形、地質を十分に調査し、地震による液状化の発生、崖崩れが予想される箇所を把握

し、災害の未然防止及び被害軽減のための予防対策を推進する。 

 

１ 液状化災害の防止 

 地盤災害の一つに液状化の発生がある。本市では、液状化の危険性は低いものの、地下水や

堆積物の種類の違いによって液状化が生じる可能性がある。 

 市は、液状化対策の推進のため液状化の可能性のある地域や対策工法の啓発に努める 

 

２ 崩壊危険地の災害防止 

（１）急傾斜地崩壊危険区域 

 本市には、神奈川県が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年 7 月 1

日法律第 57 号」により指定する区域はない。 

 

（２）土砂災害（特別）警戒区域 

   神奈川県は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12

年 5 月 18 日法律第 57 号。以下、「土砂災害防止法」という。）第七条第一項に基づき、市域

内 38 区域を土砂災害警戒区域として指定し、そのうち 27 区域を土砂災害特別警戒区域とし

て指定した。いずれも「急傾斜地の崩壊」に該当する斜面として指定されている。 

これらの区域に対しては、防災パトロール等を実施するとともに、警戒避難体制を整備す

る。 

 

（３）住民等に対する措置 

 土砂災害（特別）警戒区域について、その土地管理者等に対して必要に応じて防災措置を

とることを指導する。また、周辺住民に対し、危険区域及び避難場所等の情報を提供し、災

害の防止に努める。 
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資料 
8－2 土砂災害（特別）警戒区域一覧 

 

 

第４節 火災、危険物等の災害の予防対策 

 

 地震発生時には、地震動による直接の被害のほか、火災の多発、火災の延焼及び危険物等に起

因する被害は甚大である。 

 また、過去の地震被害と比較すると、人口が増加したことに伴い住宅が密集しているため、火

災の延焼拡大に対する予防対策は重要である。 

これらの災害に対する予防対策の万全を期するため、消防力の充実・強化及び消防水利施設の

整備等を図る。 

 

１ 出火予防対策 

（１）予防対策 

   出火予防対策の実施者は、市、各事業者、一般家庭である。本市が出火予防対策を講ずる

とともに、これらの実施者に対しても行政指導、啓発、訓練を通じ、出火予防対策に全力を

あげて取り組む。 

 

 

 

 

 

 

（２）市が直接行う事業 

ア 住宅用消火器・住宅用火災警報器の普及 

 市は、地域訓練、研修会、防火・防災イベント等の機会を利用して普及啓発活動を行う

とともに、設置に係るアドバイス等を行う。 

  イ スタンドパイプ消火資機材の配備 

    市は、人口増加、住宅密集による火災の初期消火及び延焼防止の観点から、消火栓や排

水栓に接続して消火活動ができるスタンドパイプ消火資機材の配備を進める。 

ウ 自主防災組織等の指導 

 自主防災組織等に対して、出火防止方法、消火器、スタンドパイプ消火資機材及び可搬式消防

ポンプを使用した初期消火や延焼防止方法等について指導、啓発を行う。 

  エ 事業所への指導 

自衛消防訓練指導時等に防火対策、消火対策についての教育を実施する。 

（３）行政指導 

 火災予防上の不備欠陥を早期に発見し、災害発生の要因を排除するため、次の項目につい

て徹底を図る。 

出火予防対策 

市が直接行う事業 

行政指導 

事業者の責務 

一般家庭における備え、訓練を通じての啓発 
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ア 防火管理組織機構の確立 

イ 火気使用設備・器具の安全管理 

ウ 危険物及び指定可燃物の安全な取り扱いと適正管理 

エ 消防用設備等の適正管理 

オ 耐震対策応急措置の徹底 

（４）事業所の責務 

ア 防火管理者選任義務対象の事業所はもとより、選任義務のない小規模事業所についても、職場

の組織を機能的に活用して、出火防止と初期消火に対する職場内の体制の確立を図る。 

イ 防火対象物の関係者が行う消防用設備等点検結果報告を通じ、火災発生の防止に努める。 

ウ 自衛消防組織を確立強化し、火災に対する初動体制を整備する。 

（５）一般家庭における備え、訓練を通じての啓発 

 地震火災への備え、火災発生時の各家庭での行動、特に地震時の火の始末及び、火気器具

の確認についてパンフレットの配布等、各種会合、訓練を通じて啓発に努める。 

ア 出火防止等に関する備えの啓発 

（ア）住宅用消火器の設置 

（イ）住宅用火災警報器の設置 

（ウ）耐震自動消火装置付火気器具の点検・整備及びガス漏れ警報器・漏電しゃ断器・感震

ブレーカーなど、出火を防ぐための安全な機器の設置 

（エ）使用中の火気器具への転倒・落下防止措置として、家具類、日用品等の固定等の徹底 

（オ）火を使う場所の不燃化及び整理整頓の徹底 

（カ）カーテンやカーペットなどへの防炎物品等の使用 

（キ）灯油、ベンジン、アルコールなど危険物の安全管理の徹底 

イ 出火防止等に関する訓練を通じての啓発 

（ア）地震がおさまったら、落ち着いて火の元確認、初期消火（①火を使っている時は、揺

れがおさまってから、あわてずに火の始末をする。②出火した時は、落ち着いて消火す

る。）の徹底 

（イ）避難等により自宅を離れる際の電気ブレーカー及びガス元栓のしゃ断確認など出火防

止の徹底 

（ウ）ライフラインの機能停止に伴う、ライターの使用等、火気使用形態の変化に対応した

出火防止措置の徹底 

（エ）ライフラインの復旧時における電気の通電・ガス器具等からの漏えいによる出火防止

措置の徹底 

ウ 初期消火、延焼防止及び救出救護の推進 

（ア）人口増加、住宅密集という本市の特徴を住民に理解させたうえで、消火器やスタンド

パイプ等の資機材を使った消火訓練を行い、初期消火や延焼防止の重要性を指導する。 

（イ）地震体験車を活用した震災災害対応訓練や救出救護訓練を実施する。 

（ウ）住民の安全を考慮して、初期消火と救出救護活動の危険性についても指導する。 
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２ 延焼予防対策 

（１）車両等の整備 

 消防力の整備強化の一環として、消防本部及び消防団の車両等の整備に努める。 

（２）消防水利施設の充実 

 地震時における消火栓等の使用不能に備えて、貯水槽、河川等の水利体制を確立する。 

   市消防計画により、月 1 回以上、消火活動に必要な水利の状況を調査し、その保全に努め

る。調査を実施している水利は以下のとおり。 

ア 消火栓 

イ 防火水槽 

ウ プール 

エ 河川 

オ その他消防水利として利用できるもの 

（３）消防職員・団員の緊急参集体制の確立 

 地震時における同時多発火災等、広域的な消防活動に対処するため、消防職員・団員の緊

急参集体制を確立する。 

（４）救助体制の確立 

 地震時における倒壊家屋などからの住民の救出及び避難行動要支援者の救助体制を確立す

る。 

（５）危険区域の調査把握 

 地震時における広域的な消防活動の効果的な実施を図るため、あらかじめ大きな被害が予

想される区域を把握し、市消防計画等の事前計画に反映させる。 

（６）消防団の育成強化 

 常備消防と共に、消防防災の中核として、地域に密着し、住民の安心と安全を守る重要な

役割を果す消防団の施設、装備等の充実、青年、地域の企業従事者などの団員への参加促進

等、消防団の育成強化に努める。 

 

３ 危険物・高圧ガス・有毒物対策 

（１）危険物・高圧ガス・有毒物の範囲 

 災害時に重大な影響を及ぼす可能性のある危険物・高圧ガス・有毒物の種類、形態につい

て、この計画では以下のとおりの区分とする。 

区 分 保有の形態 根拠法令 施設等の例示 

危 険 物 

製造所 
貯蔵所 
取扱所 
運搬車両 

消防法 
火災予防条例 

ガソリンスタンド 
塗料シンナー等の販売店・倉

庫 
タンクローリー 
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高 圧 ガ ス 

製造所 
充填所、販売所 
使用消費施設 
輸送施設（車両） 

高圧ガス保安法 
ガス事業法 
液化石油ガス法 

高圧ガス製造工場 
LPG 充填所 
家庭用 LPG 
高圧ガス輸送車 
都市ガス 

毒 ・ 劇 物 
販売所 
使用施設 
輸送施設（車両） 

毒物及び劇物取締法 
薬局、工業薬品店 
メッキ工場、学校、研究所 
毒・劇物輸送車両 

（２）市の危険物施設に対する予防対策 

ア 法令に基づく立ち入り検査の実施 

 災害発生の事前予防措置を講じるとともに、技術基準に適合しない施設について改善を促す。 

イ 地域特性のある防災保安指導 

 施設の立地条件等を勘案し、より一層の安全対策を検討する。 

ウ 研修会、連絡会の開催 

 各事業主、安全管理者による防災研修会、連絡会を開催し、知識の取得と情報の交換を行う。 

エ 事業所内の防災計画の策定、防災訓練の実施について、積極的に指導する。 

オ 総合防災訓練への位置づけ 

 総合防災訓練及び各種の訓練に、各危険物施設を所有する事業者の参加を図り、日頃からの連

携を密にする。 

（３）その他の危険物施設に対する予防対策 

  その他の危険物施設（高圧ガス、毒物・劇物などを取扱う工場や各種研究機関）の事業者に対

しては、県が促進する施設・設備の耐震化と併せ、保安体制の充実、防災教育、防災訓練等の実

施など、必要な安全対策について情報を共有し相互に連携を図る。 

また、都市ガスの事業者は、施設の耐震化に努めることとする。 

（４）事業者、使用者の予防対策 

ア 事業所内の防災計画の策定 

イ 緊急停止－緊急対応マニュアルの策定、緊急保安体制の確立 

ウ 施設、設備の耐震化の推進 

エ 防災資機材の整備 

オ 事業所内の防災教育、訓練の実施 

 

 

資料 
 4－2  消防本部・消防署車両配備一覧表 
 4－3  消防団組織及び団員数等 
 6－1  災害時における各種協定一覧 
 7－11 大和市火災警報規則 
 8－3  危険物施設一覧表 
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第５節 公共施設等の安全確保対策 

 

 地震災害時の公共施設の被害は、市民生活に重大な支障をきたすばかりでなく、住民の避難、

消防活動、医療活動等に多大な影響を及ぼす。 

 県の地震被害想定によると、ライフラインの破損等により相当数の世帯が影響を受け、その復

旧にはかなりの日数がかかることが予想されている。 

 市をはじめとした公共施設等の管理者は、日常から施設の危険箇所の調査とこれに基づく補修

工事並びに耐震診断に基づく耐震補強を実施し、地震に強い施設の確保に努める。 

 

１ 道路施設等の整備 

 道路管理者は、交通機能確保を重点に、道路、橋梁耐震化等の整備を図っているが、今後、

更に道路施設等の安全強化を推進する。 

（１）道路の整備 

 道路管理者は、地震発生時における道路機能を確保するため、所管道路施設の整備を図る。

橋梁について耐震調査を実施し、耐震化が必要とされた橋梁の耐震補強工事を実施する。ま

た、のり面等道路構造物について危険箇所調査を実施し、対策が必要とされた箇所の整備を

図る。 

（２）道路附属物の整備 

   道路管理者は、地震発生時に道路附属物が落下等により交通障害物となることを防止する

ため、所管道路附属物の整備を図る。横断歩道橋について耐震調査を実施し、耐震化が必要

とされた横断歩道橋の耐震化工事を実施する。 

２ 河川の整備 

 河川管理者は、地震災害時における河川施設の被害を防止するため耐震診断を実施し、重要

度に応じて耐震化を実施する。 

 

３ 上水道の整備 

 震災時においても、被害を最小限に抑え安定した供給を図るために、水源の確保、給配水施

設の整備を実施する。 

（１）上水道施設 

  県営水道は、上水道施設の安全性向上のため、主要水道施設の耐震化や、水道管路の耐震化

を進めるとともに、関係事業者間の連携、応援協力体制の整備などを進める。 

（２）本市の計画 

ア 応急給水の実施者である大和市は、給水資機材の備蓄整備を図る。 

イ 市が整備した非常用飲料水兼用貯水槽は、定期的な機器動作点検や水質検査を行い、災

害時に備える。 

 

４ 下水道の整備 

災害時における被害の拡大防止、衛生的生活環境の維持及び迅速かつ的確な応急復旧を行う

ために、平常時から下水道の防災体制を整備する。 
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（１）応急復旧体制の強化 

 下水道施設の被害状況等を的確に把握し、迅速に応急復旧活動を実施するため、平常時から

管路図等の管理体制を整備し、損傷度が高いと予想される施設の把握に努める。 

（２）災害対策用資機材の整備・点検 

ア 被災した下水道施設を迅速に応急復旧できるよう、必要な応急復旧用資機材等の整備を

推進するとともに、調達体制の確保に努める 

イ 平常時から保有資機材の点検に努めるとともに、緊急時の輸送体制を確保する。 

（３）処理場施設及び重要管渠の地震対策整備 

ア 全ての処理場施設については、地震対策整備を実施する。 

イ 緊急輸送道路、軌道下、河川横断箇所などと交錯する箇所を重点に、ライフラインとし

ての機能を確保できる体制を整備するため、必要に応じて管渠の耐震強化を図る。また、

地形や地盤状況から被害を受けやすいと推定される箇所について、必要性や重要度に応じ

て管渠の耐震強化を図る。 

 

５ 電気設備の整備 

  電力事業者は、地震時等の電気設備の被害発生及び電気による二次災害を未然に防止すると

ともに、災害が発生した場合の被害拡大防止のため次の予防対策を実施する。 

（１）電気設備の災害予防措置 

 地震等の対策として、電気設備に対し電気設備の技術基準に規定されている設計を行う。 

（２）災害対策用資機材及び資機材の輸送の確保 

 災害に備え、平常時から復旧用機材、工具等消耗品の確保、車両等の輸送力確保に努める。 

 

６ 都市ガス施設の整備 

 東京ガスネットワーク（株）が進めているガス施設の災害予防措置は、次のとおりである。 

（１）施設の機能の確保 

ア 系統の多重化、拠点の分散などに努める。 

イ 臨時供給のための移動式ガス設備などの整備に努める。 

（２）ガスの安定的な供給等 

 大規模なガス漏えい等を防止するため、ガス遮断装置の設置、感震遮断機能を有するガス

メーター又は緊急遮断装置の設置を推進する。 

（３）非常用設備の整備 

ア 災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うとともに、ガス工作物の遠隔監視・操作

を的確に行うため、無線通信設備等の通信設備を整備する。 

イ 常用電力の停止時において防災業務設備の機能を維持するため必要に応じて自家発電設

備などを整備する。 

 

７ 鉄道施設の整備 

 鉄道機関は、旅客の安全確認と復旧資材、人員の輸送という二つの役割を担っている。安全

で円滑な輸送を図るため、万全の予防措置を講じる。 
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（１）耐震性を考慮した線区防災強化を推進し、耐震構造への改良を促進する。 

 また、地震発生時には、要注意構造物の点検を緊急に実施する。 

（２）防災資機材の整備、点検、と要員の確保を図る。 

 

８ 通信施設の整備 

 電話交換ビルは耐震化が実施済みであり、過去の災害事例を参考に、機器については、倒壊

損傷を防ぐため、支持金具による補強等、十分な安全対策を講じている。 

 また、二次災害防止についての考慮がなされており、更に安全性を高めるため、通信事業者

は次の事業を進めている。 

（１）火災防護対策として、ケーブルの難燃化、不燃化や建物の防火区画化を行っている。 

（２）通信伝送路のループ化による信頼性の向上を図る。 

（３）架空ケーブルの地中化の推進を図る。 

（４）建物の耐震化、機器の転倒防止等、電気通信施設・設備の安全確保を図る。 

（５）災害対策用機器の整備を図る。 

（例）移動無線車、衛星車載車、移動電源車等 

 

 

資料 
4－4 非常用飲料水兼用貯水槽（100ｍ3水槽）設置状況一覧表 
4－5 公共施設受水槽緊急遮断弁設置一覧表 
4－6 学校プール設置状況一覧表 
 
 

第６節 災害時情報の収集・提供体制の拡充 

 

 大規模な災害に備え、市は、情報収集・伝達手段として無線、有線、その他通信設備等を利用し

た防災通信網の確保・整備充実を図り、災害発生時応急対策を迅速に推進するため万全を期する。

このため、市は、県及び防災関係機関と連携し、平常時から効果的な研修・訓練を通じて通信機

器の操作の習熟に努めておく。 

 

１ 緊急地震速報 

（１）緊急地震速報の周知 

緊急地震速報は、気象庁により発表されるもので、テレビやラジオにより放送される。地

震への備えとしてあらゆる機会を通じて、速報の内容、受信の方法やその後の対応などにつ

いて住民に周知しておく。 

（２）緊急地震速報の内容 

緊急地震速報は、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して

震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、各地に地震動の予想到達時刻や予想

震度を可能な限り素早く知らせる情報である。 

  ア 発表の条件 
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   地震波が 2 点以上の地震観測点で観測され、最大震度が 5 弱以上と予測された場合 

  イ 発表の内容 

  （ア）地震の発生時刻 

  （イ）発生場所（震源）の推定値 

  （ウ）地震発生場所の震央地名 

  （エ）強い揺れ（震度 5 弱以上）が予測される地域 

  （オ）震度 4 が予測される地域 

（３）緊急地震速報への対応 

市は、不特定多数の者が利用する市庁舎や学校、公益施設等について、直接的に緊急地震速

報を受信して知らせる設備の整備を推進するとともに、住民及び大規模な集客施設、病院等

の事業者に対して、各自が緊急地震速報を得る必要があることについて周知を図る。 

（４）特別警報との関係 

気象庁は、特別警報の運用を開始し、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合には、

最大限の警戒を呼び掛ける。地震災害では震度６弱以上の緊急地震速報を特別警報と位置づ

けている。 

特別警報が発表された場合、居住する地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状

況にあり、最大限の警戒が必要となる。 

 

２ 防災通信網の整備 

（１）防災行政無線 

   市民に対する災害広報を即時かつ一斉に実施するための同報無線であり、各受信所の個別

やグループごとでの放送が可能である。また、放送した内容は自動音声応答装置により、フ

リーダイヤルにて確認することができる。難聴地域対策と伝達情報の汎用性向上のため、市

は防災行政無線（固定系）のデジタル化を行った。 

   また、市は、ＡＭ、ＦＭラジオと併せて、防災行政無線（固定系）での伝達情報を、戸別に

受信し、聴くことができる２８０ＭＨｚ戸別受信機を整備した。従来設置していた防災行政

無線戸別受信機の代替機として整備するとともに、災害時の自主防災活動における情報収集

に役立てるよう、自主防災会への貸与を行っている。 

（２）デジタル MCA 無線 

デジタル MCA 無線は、災害現場や防災関係機関との通信を確保するための無線である。

災害対策本部と避難生活施設ほか各設置施設及び情報収集職員間との通信を確保するために

使用する。安定した電波状況を確保して、全施設へ一斉通信することなどが、可能である。 

（３）Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム） 

   全国的に整備されたシステムであり、緊急地震速報、津波警報といった対処に時間的余裕

のない事態に関する緊急情報を、人工衛星を用いて送信する。市の防災行政無線を自動起動

することにより、国から市民まで緊急情報を直接、瞬時に伝達できる。市は、国と連携して、

実践的な訓練を実施することで、災害時の情報伝達に備える。 

（４）非常無線通信 

   市は防災関係機関と連携し、災害時等に、加入電話又は自己の所有する無線が使用できな
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い場合又は利用が困難となった場合に対処するため、電波法第 52 条の規定に基づく非常無

線通信の活用を図るものとし、関東地方非常通信協議会の活動を通して、非常無線通信体制

の整備充実に努める。 

（５）衛星携帯電話 

   災害時に有効な通信手段として衛星携帯電話の整備を図る。 

（６）その他の通信網 

   市は、通信の途絶を回避するため、通信手段の確保に努める。 

  ア FM やまと 

    市は FM やまとと締結した「災害情報等の放送に関する協定書」に基づき、市民等へ被

災情報、避難所情報、安否情報、支援情報等の提供を実施する。 

イ アマチュア無線 

    市内のアマチュア無線局との連携により、非常時における情報伝達協力者名簿の作成等

を行う。 

  ウ CATV・インターネット等 

 市は、市民等へ被災情報、避難所情報、安否情報、支援情報等を提供するため、CATV（株

式会社ジェイコム湘南・神奈川との協定による J:COM チャンネル）・インターネット等（市

ホームページ、やまと PS メール、緊急速報メール及びヤフー株式会社との協定による

Yahoo!サービス）を活用する。 

 

３ 被災者支援情報システムの構築等 

（１）情報の収集・提供システムの構築 

   市及び公共機関等は、被災者を支援するため、災害発生前後の時間経過（警戒期、発災期、

避難救援期、応急復旧期、復興期）に応じた情報の収集、提供システムを構築する。 

   なお、支援情報は、高齢者、障がい者や外国人にも配慮した提供方法とするよう努める。 

（２）通信手段 

   市は、一般市民や避難生活施設、地域活動拠点等への情報提供等について、市ホームペー

ジややまと PS メール、MCA 無線、CATV、インターネット等各種通信手段の活用を図る。 
 
資料 
 2－5  MCA 無線設置場所一覧表 

7－9  大和市防災行政無線局管理運用要領 

7－10 大和市防災行政無線運用基準
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第７節 災害対策本部等組織体制の拡充 

 
 災害発生時における応急、復旧対策を円滑に推進するため、平常時から防災対策に必要な体制

を整え、災害対策本部等の拡充に努める。 

 

１ 職員の動員・配備体制の強化 

災害発生の初期から、できるだけ早急かつ多くの職員を必要な部に動員配備させることは、

応急対策を迅速かつ的確に実施していく上で、極めて重要である。 

市は、地震情報により、職員が速やかに配備につき、職務に従事・専念できるよう、次の対策

を実施する（動員配備は、本編第 2 章、第 1 節「防災組織」参照）。 

（１）職員の動員配備体制、情報の収集・伝達及び各種救援活動に関する初動段階の活動要領等

のマニュアルを作成する。 

（２）勤務時間外の予測が困難な災害についても迅速な警戒体制が確保できるよう、当直員（消

防部）による 24 時間体制で対応する。 

 

２ 災害対策本部の運営体制の整備 

  災害発生時において、災害対策本部の円滑な運営を図るため、次の対策を推進する。 

（１）地震情報発表後、本部設置を必要とする段階で、参集職員が手際よく災害対策本部を設置

できるよう、情報通信機器の設置方法やレイアウト等を含むマニュアルを作成する。 

（２）災害対策本部の職員が能力を最大限に発揮できるよう、少なくとも 3 日分の飲料水、食

料、また、毛布、携帯トイレ等の備蓄等を推進する。 

（３）本部の職員が災害発生時に的確な活動を行うため、平常時から特に次の点について習熟で

きるよう、重点的に研修しておく。 

  ア 動員配備・参集方法 

  イ 本部の設営方法 

  ウ 各種通信機器等の操作方法 

 

３ 業務継続計画（BCP）の策定 

市民等の生活・社会活動への影響を最小限に抑えるため、災害発生時の応急対策とあわせて、

優先度の高い行政サービスを継続する必要がある。 

必要な人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力

の強化を図る必要があることから、市は業務継続計画（地震対策編）を策定した。また、実効

性のある業務継続体制を確立するため、必要な人員や資機材等の継続的な確保、定期的な教育・

訓練・点検などを実施し、計画の見直し、修正を行う。
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第８節 避難対策 

 

 震災時の火災拡大や、家屋の倒壊、又は有毒物の拡散など、生命に危険が及ぶような場合には避

難が必要となる。 

 市はそのような事態に備えて、避難場所と避難路の整備に努める。 

 

１ 避難場所等 

（１）避難場所等の区分 

 災害時における避難場所等について、災害の危険が切迫した場合における緊急の避難場所と、

被災者が一定期間滞在して避難生活をするための避難所とを区別する。 

 避難対策を円滑に実施するため、避難場所等に指定される施設の管理者と協定を締結するな

ど、避難場所等の確保に努める。災害の種類やその発生形態によって避難の方法は大きく異な

るので、その機能を十分活用できるよう整備に努め、防災訓練等を通じて市民に対し周知徹底

を図る。 

【避難場所等の区分】 

区分 避難場所等の性格 指定主体 具体的な場所 

指定緊急

避難場所 

異常な現象の種類ごとに政令で定め

る基準に適合した安全が確保できる

場所又は施設 

国の定める基準によ

り市が指定 
資料 3-3 

一時避難

場所 

災害の発生により、まず避難して、

災害の状況と住民同士の安否を確認

し、地域内で助け合う拠点となる場

所 

各自主防災会が指定 
近くの公園、空地、学校等の

オープンスペース 

広域避難

場所 

大火災の発生という最悪の状況下

で、火災が延焼拡大しても輻射熱や

煙に冒されることなく安全が確保で

きる場所 

県の定める基準によ

り市が指定 
資料 3-2 

指
定
避
難
所 

避
難
生
活 

施
設 

災害に伴い家屋の倒壊、焼失により

帰宅できない被災者が臨時に生活を

行う収容施設 

市が指定 資料 3-3 

福
祉
避
難
所 

避難生活施設に収容することが困難

な要配慮者等を収容するための施

設 

市が指定 資料 3-3 
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一時滞在

施設 

帰宅困難者に休憩場所や情報の提供

を実施する受け入れ施設 

市が指定 

・やまと芸術文化ホール 
・各学習センター［北部文

化・スポーツ・子育てセ

ンター（大和市市民交流

拠点ポラリス）含む］ 
・協定締結先の市内事業所 
 

 

２ 避難場所等の指定 

 避難場所等は事前に指定し、市民に対し十分に周知することにより災害時に備える。 

 また、各避難場所等には、区分、性格を表示し市内通過者に対しても配慮する必要がある。 

（１）一時避難場所 

 災害の発生により、まず避難して、災害の状況と住民同士の安否を確認し、地域内で助け合う拠

点となる場所で、各自主防災会等が指定する。共助の重要性から、必ずしも避難が必要な住民のみ

ではなく、救助活動を行うことができる住民も集合する。 

（２）指定緊急避難場所 

 災害が発生した場合に安全かつ迅速な避難を行うため、災害対策基本法 49 条の４に基づき政令で

定める基準に適合する場所又は施設であり、異常な現象の種類ごとに定める。 

（３）広域避難場所 

   地震発生後、火災の延焼拡大による煙や輻射熱から生命を守るための、一定規模以上の面積

を有する避難場所である。 

   災害時には、出火場所、風向き等を考慮したうえで避難先を決定する必要がある。 

（４）指定避難所 

 災害対策基本法第 49 条の 7 に基づく指定避難所には、避難生活施設と福祉避難所があり、

避難生活施設は、住居等の喪失などが発生した被災者を、収容保護し臨時的に生活を営む施設

である。市は、災害時に被害の状況に応じて避難生活施設を開設する。開設する避難生活施設

は、災害対策本部長が決定する。避難生活施設の開設、運営の具体的な計画は、本編第 2 章、11

節「避難対策」による。 

 また、市は高齢者、障がい者等の要配慮者を収容するための施設として福祉避難所を指定す

るほか、設備、体制が整った社会福祉施設等を活用するため、あらかじめ施設管理者と災害時

の協定の締結に努める。 

（５）一時滞在施設 

 災害時に、駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災し、帰宅困難となった者を一時的に受け入

れる施設であり、鉄道の運休や遅延などの状況から判断して開設する。一時滞在施設では、休

憩場所や鉄道の運行状況などの情報を提供する。 

（６）防災協力農地 

   災害時に、市民が緊急的に逃げ込める避難空間として活用できる農地である。本制度の趣旨

に賛同いただけた農地の所有者の協力により、対象となる農地を事前に登録する。登録農地に

は、現地看板を設置している。 
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３ 避難場所等の安全確保等 

 避難場所等への誘導、避難後の避難場所等内での安全確保については、次のとおり整備する。 

（１）避難路の確保 

 市は、安全に避難地に到達できるための避難路の整備を図る。 

（２）安全誘導の確保 

 広域避難場所に至る主要道路等には標識柱及び電柱案内板を、広域避難場所の入り口付近に

は現地案内板を、また、各公共施設にも案内板を設置し、安全誘導の確保を図っていく。避難

生活施設となる施設には、災害時に避難所として利用することを示した案内表示板と太陽光発

電による照明の整備に努める。 

（３）避難場所等の安全確保 

ア 学校、病院、工場等防災上重要な施設の管理者は、災害に備えて避難計画をそれぞれ作成

し、災害時における避難の万全を期する。また、市は避難場所等となる用地及び施設の管理

者と協議し、当該施設の整備及び災害時の運用方法等について理解を求める。 

イ 情報連絡体制の整備 

 市は各避難場所等に情報を提供できる体制の整備を図るとともに、避難生活施設に MCA

無線の設置、防災情報システムの整備、その他情報連絡体制を確保し、避難者の万全な安全

管理を期する。また、関係機関に災害時における臨時公衆電話等の回線の確保、整備を図る

ための協力を求めていく。 

  ウ 自家用発電設備 

    市は、避難生活施設における照明等の必要最低限の電力供給が継続できるよう自家用発電

設備の設置に努める。 

 

４ 帰宅困難者への支援 

帰宅困難者対策は、一斉帰宅の抑制、安全な徒歩帰宅のための支援など多岐にわたるが、膨大

な数の帰宅困難者等への対応は、地震による多数の死傷者・避難者が想定される中にあって行政

による「公助」だけでは限界があり、「自助」や「共助」も含めた総合的な対応が必要となる。帰

宅困難者対策をさらに推進するためには、市が実施するだけでなく、国、県、事業所等と連携し

て取組を進めることが必要である。事業所等には、災害時に「むやみに移動を開始しない」こと

を周知し、事故・駅前の混乱発生を防止する。 

（１）「自助」・「共助」による帰宅困難者対策 

ア 事業所等は帰宅困難者対策とし、平常時から「むやみに移動を開始しない」ことを徹底す

る。 

イ 市内の事業所・学校等の多人数が利用する施設の管理者は従業員・生徒等のほか、訪問者・

利用者等について、一斉帰宅の抑制及び一時収容を図るよう要請する。 

ウ 市民はＮＴＴ東日本が運営する「災害用伝言ダイヤル（171）」、「災害用伝言板（web171）」

や、各携帯電話事業者の「災害用伝言板」等の安否確認手段について家庭内で使用方法を事

前に確認する。 

（２）関係機関との連携 

ア 帰宅困難者用一時滞在施設を迅速かつ円滑に開設するため、施設の管理者と協定等の締結
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をすすめる。 

イ 帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や発災時の施設への円滑な誘導等の対応を図る

ため、平常時から鉄道事業者等との連携を強化する。 

ウ 市内の各駅における帰宅困難者に対し必要な支援を行うことを目的とし、県、鉄道事業

者、警察、駅周辺事業者等を構成員とする大和市帰宅困難者協議会を設立する。 

エ 大和駅・中央林間駅を中心に、大和市帰宅困難者等対策協議会において、帰宅困難者が発

生した場合の対応の検討・協議に取り組む。 

オ 鉄道事業者との情報伝達体制を確保するとともに、帰宅困難者に対して携帯電話やインタ

ーネット等を活用し迅速に鉄道運行状況、市内の被害状況、一時滞在施設の開設等の情報を

提供できるよう、対策の検討を行う。 

 

５ 広域避難の協議等 

  市は、災害が発生するおそれがある場合において、避難者の避難、収容状況等を考慮し、市外

への立退き避難が必要であると考えられる場合には、他自治体と避難者の受入れについて協議を

行う。 

 

 
資料 

3－1 都市公園一覧表 
3－2 広域避難場所一覧表 
3－3 指定緊急避難場所、指定避難所一覧表 

 6－1 災害時における各種協定一覧 

  7－17 大和市防災協力農地登録制度要綱 

 

 

第９節 緊急輸送道路の指定 

 

 災害時において応急活動を行うためには、物資、資機材、要員等の輸送は重要で緊急度が高い。 

これらを円滑に行うため、各拠点との連携を考慮し緊急輸送道路についてあらかじめ整備し、災

害時には優先的に確保する。また、空輸活動に備え、ヘリコプター臨時離着陸場を確保する。 

 

１ 緊急輸送道路 

 県は、県庁、広域防災活動拠点、市町村災害対策本部、物資受け入れ港等及び隣接都県の主要

路線と接続する路線を緊急輸送道路に指定している。本市に関係する路線は次のとおりである。 

（１）第 1 次路線 

 高規格幹線道路、一般国道等で構成する広域的ネットワークの重要路線で、緊急輸送の骨格

をなす道路。 

路   線   名 区      間 

第一東海自動車道（東名高速） 本市区間全線 

国道16号 本市区間全線 
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国道246号 本市区間全線 

国道467号 本市区間全線 

県道45号（丸子中山茅ヶ崎線） 本市区間全線 

下鶴間桜森線 県道横浜厚木線交点～国道246号上草柳交差点 

 

（２）第 2 次路線 

 第 1 次緊急輸送道路を補完し、地域的ネットワークを形成する道路のうち、市庁舎に連絡す

る道路。 

路  線  名 区      間 

県道40号（横浜厚木線） 本市区間全線 

下鶴間86号 南大和相模原線交点～市役所前 

南大和相模原線 国道246号深見西交差点～市役所前交差点 

 

２ 緊急輸送道路を補完する道路 

 災害時には、救急・救助・被災者の搬送、あるいは応急対策活動等を実施するにあたり、陸上

輸送が主力となる。またヘリコプターによる空輸においても、離着陸場からは陸上輸送が必要で

ある。 

 このように、緊急輸送道路を確保することは、災害応急対策を実施するうえで大変重要な役割

を担っている。 市は、県の指定する緊急輸送道路と有機的な連携を基本に次の緊急輸送道路を

補完する道路を指定する。 

（１）第１次路線 

 市内の緊急輸送に不可欠な路線で、広域避難場所及びヘリコプター臨時離着陸場から市災害

対策本部を結ぶ路線。 

番号 路  線  名 区      間 

1 公所中央林間線・中央林間 60 号 相模カンツリー倶楽部～県道目黒町町田線交点 

2 

南大和相模原線 公所中央林間線交点～三ツ境下草柳線交点 

※第 2 次緊急輸送道路(国道 246 号深見西交差点～

市役所前交差点)を除く 

3 つきみ野 93 号・127 号 公所中央林間線交点～県道座間大和線交点 

4 つきみ野 86 号 市立つきみ野中学校～県道目黒町町田線交点 

5 県道座間大和線 中央林間西 47 号交点～県道目黒町町田線交点 

6 中央林間西 47 号・南林間 91 号 県道座間大和線交点～市立南林間小学校 

7 福田相模原線 2 号 県道座間大和線交点～下鶴間桜森線交点 

8 南林間 4 号 福田相模原線 2 号交点～小田急線踏切 

9 林間 21 号 大和市特別支援教育センター～南林間駅東線交点 

10 南林間駅東線 林間 21 号交点～南大和相模原線交点 

11 下鶴間桜森線 国道246号上草柳交差点～国道 246 号山王原交差点 

12 三ツ境下草柳線・深見 45 号・城山宮下線  福田相模原線 2 号交点～県立大和東高校 
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13 大和東 3 号・天満宮 1、2 号・大和南 7 号  三ツ境下草柳線交点～深見草柳線交点 

14 福田相模原線 3 号 県道横浜厚木線交点～中福田南庭線交点 

15 柳橋 47 号 県道横浜厚木線交点～市立引地台中学校 

16 桜ケ丘宮久保線 県道丸子中山茅ヶ崎線交点～久田山谷線交点 

17 久田山谷線 桜ケ丘宮久保線交点～上和田仲通り線交点 

18 上和田仲通り線交点 久田山谷線交点～国道 467 号交点 

19 
代官 53 号・高座渋谷代官庭線・福

田原高座渋谷線・下福田 189 号 
県道丸子中山茅ヶ崎線交点～藤沢ゴルフ場 

20 緑橋山谷線 国道 467 号交点～緑橋 

21 中央林間 84 号 中央林間 121 号交点～中央林間 143 号交点 

22 中央林間 143 号 県道座間大和線交点～公所中央林間線交点 

（２）第 2 次路線 

   第 1 次路線以外の路線で、主として避難生活施設と災害対策本部を結ぶ路線。 

番号 路  線  名 区      間 

1 つきみ野 29 号・24 号・61 号 市立中央林間小学校～公所中央林間線交点 

2 県道目黒町町田線 国道 16 号交点～国道 246 号交点 

3 中央林間西 17 号 県道座間大和線交点～市立緑野小学校 

4 西鶴間 35 号・44 号 下鶴間桜森線交点～市立西鶴間小学校 

5 福田相模原線 2 号 下鶴間桜森線交点～県道横浜厚木線交点 

6 城山泉の森線・上草柳 181 号 南大和相模原線交点～市立大野原小学校 

7 深見草柳線 県道横浜厚木線交点～市立深見小学校 

8 大和南 17 号 深見草柳線交点～市立光丘中学校 

9 引地台線 県道横浜厚木線交点～市立引地台小学校 

10 柳橋 38 号・35 号 福田相模原線 3 号交点～県道横浜厚木線交点 

11 桜ケ丘宮久保線・宮久保 1 号 久田山谷線交点～市立上和田中学校 

12 上和田 170 号 国道 467 号交点～久田山谷線交点 

13 中福田南庭線 新道下南庭線交点～国道 467 号交点 

14 新道下南庭線 全線 

15 上和田 62 号 国道 467 号線交点～市立桜丘小学校 

16 

下福田 15、195 号、福田原高座渋

谷線、下福田 233 号、高座渋谷代

官庭線、下福田 131 号 

山谷福田橋線交点～中福田南庭線 

17 上和田 209 号 上和田 170 号交点～市立上和田小学校 

18 福田 194 号・福田 167 号 福田相模原線 3 号交点～市立福田小学校 

19 福田原高座渋谷線 下福田 233 号交点～市立下福田小学校 

20 久田山谷線支線 44 号 国道 467 号交点～市立渋谷小学校 

 

３ ヘリコプター臨時離着陸場 

 緊急航空輸送を確保するため、臨時離着陸場を指定する。指定場所は次のとおりである。 
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（１）市指定ヘリコプター臨時離着陸場 

名  称 所 在 地 面積（㎡） 

草柳小学校グラウンド 中央三丁目 6番 1 号 6,600 

大和中学校グラウンド 
深見西七丁目 5 番 1
号 

16,200 

※ 大和中学校グラウンドは、災害医療拠点病院である大和市立病院の医療機関隣接ヘリコ

プター臨時離着陸場である。 

（２）消防相互応援協定によるヘリコプター臨時離着陸場 

名  称 所 在 地 面積（㎡） 

大和スポーツセンター競技場  
上草柳一丁目 1 番 1
号 

18,840 

引地台公園令和広場 
柳橋四丁目 5001 番

地 
7,000 

 

資料 
 5－2 避難生活施設ヘリサイン表示施設一覧表 
  5－3 緊急輸送道路網図 
 6－1 災害時における各種協定一覧 

 

 

第１０節 防災資機材・飲料水等の整備、備蓄 

 

 災害発生時における応急対策活動を円滑に行うため、防災資機材及び飲料水等の整備方法等につ

いて定める。 

 

１ 防災資機材及び備蓄倉庫の整備 

（１）防災資機材等及び備蓄倉庫の整備 

 災害時における救援救護活動及び応急復旧活動に必要な資機材等の整備充実を図る。 

 また、備蓄方法については、大型資機材は集中備蓄、携帯トイレ等の生活必需品物資等は避

難生活施設単位で備蓄し、そのための防災備蓄倉庫の設置を促進する。 

（２）化学消火薬剤の備蓄 

 危険物火災等に対処するため、化学消火薬剤の備蓄を図る。また、県からの管理委託による

化学消火薬剤も併せて備蓄する。 

 

２ 医薬品、医療器材の整備 

 市は、応急医療活動を行うための医薬品、医療器材の備蓄を行うとともに、大和綾瀬薬剤師会

等の関係機関の協力を得て医薬品等の確保を図る。 

 

３ 自主防災活動に必要な資機材及び倉庫の整備 

 地域の自主防災組織が、自らの活動に必要な資機材及び収納倉庫の整備を図る。 
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 ４９ 

 

 

４ 食料、生活物資の備蓄 

 災害が発生した際の市民の生活確保のため、食料、携帯トイレなどの避難生活に必要な物資や

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資の備蓄を図る。また備蓄に際して、高

齢者、障がい者等の要配慮者に配慮した備蓄品目の整備を図る。 

 市民に対しては災害発生から最低３日分、推奨１週間分の食料及び携帯トイレなどの生活必需

品の備蓄に努めるよう、啓発する。 

 

（１）備蓄の方法と役割分担 

 

 

 

 

 

 

 

（２）備蓄計画 

ア 流通在庫利用による備蓄 

 災害時における全ての被災者用の食料や生活物資を、市独自で備蓄することには、備蓄場

所や経費等の関係上限界があるため、流通在庫を利用した業者等との協定による備蓄をもっ

て目標数量を確保する。 

イ 家庭内備蓄 

 自己の生活確保のため最小限必要な食料、携帯トイレなどの生活物資については、自助努

力による家庭内備蓄を行うように啓発する。 

 

５ 飲料水等の確保 

 飲料水等の確保は、被災者の生命維持を図る上で極めて重要である。災害時の応急給水体制の

整備を図るとともに、県営水道と協力して計画を推進する。 

（１）期間及び応急給水量 

 災害時の具体的な給水量は、災害の規模、水道施設の被災状況によりその都度決定すること

になるが、おおむね次の量が目標になる。 

ア 初動期（発災後 3 日目まで） 

 飲料水、医療用水（生命維持に必要な最小限の量） 

  被災給水人口×1 人 1 日 3～6 ㍑×3 日分 

イ 混乱継続期（4 日目以降） 

 飲料水、医療用水、生活用水（調理、洗面等の生活に必要な最小限の量） 

  被災給水人口×1 人 1 日 3～20 ㍑×日数 

（２）水源の確保 

 応急給水に使用する水のうち、飲料水及び医療用水は原則として水道水とするが、水道水以

食
料
・
生
活
物
資 

倉庫備蓄 

流通備蓄 

(供給協定)

市の備蓄 

家庭の備蓄 

市の協定 

県の協定 

家庭内流通備蓄 
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外の水源の確保にも努める。 

ア 県営水道の災害用指定配水池 

イ 非常用飲料水兼用貯水槽（100m3） 

ウ 公共施設の受水槽 

エ 学校のプール、井戸水 

オ 井戸水（個人保有井戸など） 

カ ペットボトル（乳児用） 

（３）給水体制の整備 

ア 県営水道との応急給水協力体制の充実 

 災害用指定配水池に確保されている水の速やかな供給について、県営水道の協力並びに大

和市管工事協同組合等の応援を得て応急給水体制を充実する。 

 また、県営水道と災害時の応急給水に関する訓練などを定期的に実施し、連携の強化を図

る。 

イ 公共施設受水槽の緊急遮断弁の設置 

ウ 地下水源の確保 

 井戸水の所在を把握するとともに、定期的な水質検査を実施し所有者と災害時の協力につ

いて調整を図る。また、避難生活施設の一部に整備した井戸も活用する。 

エ 応急給水用資機材の整備 

 災害時の水需要に適切に対処するため、車両等により運搬し給水を実施する際に必要と

なる仮設供用栓、運搬容器等の給水資機材の整備を図る。 

オ 家庭での水の確保 

 平常時から、家庭において非常用飲料水、生活用水の確保を心掛けるよう啓発する。 

カ ペットボトルによる水の備蓄 

乳児に対して、放射能災害においても影響を受けないペットボトルによる飲料水を備蓄す

る。 

 

資料 
4－1  防災備蓄倉庫設置場所一覧表 
4－4  非常用飲料水兼用貯水槽（100m3水槽）設置状況一覧表 
4－5  公共施設受水槽緊急遮断弁設置一覧表 
4－6  学校プール設置状況一覧表 
6－1  災害時における各種協定一覧 
7－13 大和市自主防災組織結成時防災資機材助成要綱 
7－14 大和市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱 
7－15 大和市自主防災組織資機材倉庫用地の確保に関する要綱
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第１１節 医療・救護対策 

 
大規模災害時の医療救護需要は、極めて多量、広域的に発生し、かつ、即応体制が要求される

こととなるため、応急医療体制の整備が極めて重要となり、初期医療体制、後方医療体制、医薬

品等の確保及び広域的救護活動の調整について計画を定める。 

 

１ 初期医療体制の整備 

（１）救護体制の確立 

   医療救護班の編成、出動については医師会等との災害時応援協定に基づき計画を定める。 

（２）救命講習への参加 

   市職員及び市民は消防本部等が開催する救命講習に積極的に参加し、応急手当に関する知

識・技術の習得に努める。 

 

２ 後方医療体制等の整備 

  災害時に同時に多数の人命救助・救護を可能とするため、平素から県及び近隣の医療機関と

の連絡体制を強化する。 

 

３ 医薬品等の確保 

  災害時における医薬品及び医療資器材等の備蓄を進めるとともに、関係機関から円滑に確保

できるように、調達体制を整える。 

 

 

第１２節 文教対策 

 
児童、生徒等（以下「児童等」という）及び職員の生命、身体の安全を確保し、学校、その他

の教育機関（以下「学校等」という）の土地・建物、その他工作物（以下「文教施設」という）

及び設備を地震災害から防護するために必要な計画を策定し、その推進を図る。 

 

１ 防災教育の実施 

  学校等における防災教育は安全教育の一環として学級活動、ホームルームや学校行事を中心

に、教育活動の全体を通して行う。特に、避難、災害発生時の危険及び安全な行動の方法につ

いて、児童等の発達段階に即した指導を行う。 

  具体的な方法、内容については本章第 14 節「防災知識の普及」による。 

 

２ 防災訓練の実施 

  児童等及び職員の防災に対する意識の高揚を図り、地震災害発生時に迅速かつ的確な行動が

とれるよう、訓練を実施する。 

（１）訓練は教育計画に位置づけて実施するとともに、児童会・生徒会等の活動とも相まって、
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十分な効果をあげるよう努める。ただし、児童等が任務を分担する場合は、児童等の安全の

確保を最優先する。 

（２）訓練実施後は、十分な検証を行うとともに、必要に応じ計画を修正する。 

 

３ 登下校（登退園）の安全確保 

  児童等の登下校時の安全を確保するため、あらかじめ登下校時の指導計画を学校ごとに策定

し、平素から児童等、保護者及び地域住民への徹底を図る。 

（１）通学路の安全確保 

  ア 通学路については、警察署、消防署及び地元関係者と連携をとり、校区内の危険箇所を

把握しておく。 

  イ 児童等の個々の通学路及び誘導方法について、常に保護者と連携をとり、確認する。 

  ウ 幼児の登退園時には、原則として個人又は小グループごとに保護者が付き添う。 

（２）登下校等の安全指導 

  ア 地震災害時の児童等の登下校について、指導計画を綿密に確認する。 

  イ 通学路における危険箇所については、児童等への注意と保護者への周知徹底を図る。 

  ウ 登下校時における危険を回避できるよう、児童等に対して具体的な注意事項を指導する。 

 

４ 文教施設の耐震構造化の促進 

  文教施設・設備等を地震災害から防護し、児童等の安全を確保するため、これらの建物の建築に

あたっては、耐震化を促進するとともに、非常口の確保など、防災上必要な措置を講ずる。 

 

５ 文教施設及び設備の点検・整備 

  文教施設及び設備を災害から防護するため、定期的に安全点検を行い、危険箇所及び要補修

箇所の早期発見に努めるとともに、これらの改善を図る。 

  災害時の施設及び設備の補強等、防災活動に必要な器具等については、あらかじめ必要な量

を備蓄するとともに、定期的に点検を行い整備する。 

 

６ 応急教育の実施 

  市教育委員会は、災害時における学校教育の実施に万全を期すため、教育施設、教員、学用

品等の確保に留意し、応急教育の円滑な実施を図る。 

 

７ 文化財の保存・整備 

（１）管理状況の把握 

   市文化財所管部署による適宜巡視、所有者等による情報提供、文化財保護委員の巡視報告

等を通じ、管理状況の把握に努め、緊急時の対応に備える。 

（２）所有者等への指導・助言 

   所有者等に対し日常の災害対策の実施と、防災計画や対応マニュアル作成について、指

導・助言を行う。 
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（３）文化財防災思想の普及活動 

   「文化財防火デー」（1 月 26 日）等の行事を通じ、訓練や講習会の実施・参加をすすめ、

所有者のみならず一般市民に対しても文化財災害予防に関する認識を高める。 

（４）関係機関との連絡・協力体制の確立 

   警察、消防等との連絡・協力体制を整備する。 

 

 

第１３節 広域応援体制等の拡充 

 
 大規模災害時には、市だけでの災害応急対策の実施が困難となる場合があることから、迅速か

つ的確な応急対策を実施するにあたって、被災していない地域の機関等の協力が必要となる。こ

のため、他の地方公共団体等と相互応援の協定を締結するなど、応援体制の整備充実を図る。 

 

１ 広域応援の受け入れ体制等の強化 

（１）受援計画の策定 

市が大規模地震で被災した際に、円滑に他機関からの応援を受け入れるために受援計画を

策定する。受援計画では以下の項目を定め、国・自治体・防災機関等の受け入れを行う。 

 ア 支援部隊の受け入れ地点・輸送道路・受付場所 

 イ 活動地域 

 ウ 災害対策本部との連絡調整方法 

 エ 現地連絡調整会議の開催 

（２）重要拠点施設へのヘリサインの表示 

   市は、上空から重要拠点や被災場所を把握できるよう、主な施設の屋上にヘリサインを表

示する。 

（３）広域応援活動の確保 

   市は、県及び防災関係機関と連携して、情報の共有、広域応援部隊、応急活動用備蓄資機

材の配分方法や部隊の効率的運用方法等について検討する。 

 

２ 相互応援協定の締結等 

   防災関係機関相互の応援･協力活動等が円滑に行なわれるように、市は必要に応じて事前

に災害時の応援に関する協定を締結するなど、その体制を整備する。なお、相互応援協定の

締結にあたっては、近隣の自治体に加えて、大規模な災害等による同時被災を避ける観点か

ら、遠方に所在する自治体との協定締結も考慮する。 

相互応援協定を締結する場合には、次の事項に留意し、実践的な内容とする。 

（１）連絡体制の確保 

  ア 災害時における連絡担当課の選定 

  イ 夜間における連絡体制の確保 

（２）円滑な応援要請 

  ア 主な応援要請事項の選定
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  イ 被害情報等の応援実施に必要となる情報の伝達 

（３）応援の種類 

  ア 被災者の支援に必要な物資及び機材の提供 

  イ 食料・飲料水・その他生活必需品等の物資及びそれらを提供するために必要な機材の提

供 

ウ 被災者を一時収容するために必要な施設の提供 

エ 協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

オ 災害救助ボランティアのあっせん 

カ 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

３ 訓練及び情報交換の実施 

  相互応援体制の強化充実に資するため、必要に応じ協定締結先との平常時における訓練及び

情報交換等を行う。 

 

４ 市外からの避難者の受入れ対策 

  被災地からの避難者が安心して生活が送れるように、市公共施設での一時的な受入れ、市営

住宅の優先利用や民間賃貸住宅の活用を実施する。 

 

 

第１４節 防災知識の普及 

 

 災害の発生防止、被害の軽減を図るためには、市職員、防災関係機関職員をはじめ、市民一人

ひとりが自発的に責任をもって行動することが必要である。そのためには、平常時から防災知識

の普及、防災教育の実施等、防災の啓発に努める。 

 

１ 防災知識の普及 

（１）普及方法の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般市民に対する防災知識の普及 

防災関係職員に対する防災教育・研修 

学校等における防災教育 

自主防災組織等のリーダーに対する防災教育 

社会教育における防災教育・研修 

事業所に対する啓発 

社会福祉施設等における防災教育の推進 

災害時のボランティア活動及び自主的な防災活動の普及 

防災広報 

防災知識の普及 
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（２）一般市民に対する防災知識の普及 

 防災活動は、市民一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守る。」という

認識を持つことが大切であり、市民の理解と協力がなければ進められない。特に、災害発生

時の活動は、市民及び地域の主体的な取組が重要であり、あらゆる機会を通じて防災知識の

普及啓発に努め、市民の防災意識の高揚を図る。 

ア 普及方法の手段 

（ア）広報誌の活用 

（イ）新聞、テレビ、ラジオ等各種報道媒体の活用 

（ウ）インターネット（ホームページ）の活用 

（エ）防災関係資料の作成、配布 

（オ）防災映画、ビデオ等の貸し出し 

（カ）講演会・講習会の開催、自主防災活動に対する指導 

（キ）防災訓練の実施 

イ 普及の内容 

（ア）地震や津波、火災等各種災害に関する一般知識 

（イ）平常時及び災害時の心得 

（ウ）救助、救護の方法 

（エ）初期消火の方法等 

（オ）避難方法（在宅避難や縁故避難等、避難場所等以外の避難方法の周知含む） 

（カ）防災機関の災害対策 

（キ）伝承などによる過去の災害教訓 

（３）防災関係職員に対する防災教育・研修 

 市職員をはじめ災害対策関係職員が、災害応急対策において円滑かつ的確に対処できるよ

う防災知識の習得及び災害時における個々の役割分担について防災教育を実施する。 

ア 職場研修 

 災害発生時のそれぞれの職場の役割分担について、新採用職員を含めて職場研修会や講

習会を開催し、その周知徹底を図る。 

 内容は、次のとおりとする。 

（ア）地域防災計画の熟知 

（イ）災害に関する知識 

（ウ）職員が果すべき任務分担 

（エ）防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

（オ）災害が発生した場合、具体的にとるべき行動に関する知識 

（カ）今後、防災対策として取り組む必要のある課題 

イ 職員の防災行動マニュアルの作成及び周知 

 災害時に迅速かつ円滑に対処できるよう防災に関する技術、知識、任務分担等を明らか

にした職員の防災行動マニュアルを作成し、周知徹底を図る。 

（４）学校等における防災教育 

 児童等に対しては、学校における教育活動の機会を通じて防災教育を実施するとともに、
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保護者に対する周知を図る。 

ア 教科指導 

 教科指導の中に災害の種類、原因並びにその対策等防災関係の事項をとりあげ習得させ

る。 

イ 防災教育・訓練 

 防災訓練の実施や講演会等の開催を通じて、学校（校内、通学路）、家庭、地域等におけ

る防災の活動、避難行動について習得させる。 

ウ 校外における教育 

 防災関係機関、防災施設並びに防災関係の催し等の見学を行う。 

（５）自主防災組織等のリーダーに対する防災教育 

 自主防災組織等の果す役割は極めて重要である。組織のリーダーの育成、防災対策の推進

等を図るため次のとおり実施する。 

ア 自主防災組織等のリーダーが果すべき役割、活動内容等の知識の普及を行う。 

イ 地域の特性に応じた対策の検討について指導する。 

ウ 自主防災組織等のリーダー養成講座、講習会、施設見学等、防災に関する種々の知識の

普及に努める。 

エ 自主防災組織における女性の参画を促進するとともに、リーダーに複数の女性が含まれ

るよう女性リーダーの育成を図る。 

（６）社会教育における防災教育・研修 

 各種研修会、講習会等を通じて防災に関する知識の普及啓発を図り、社会の一員としての

自覚を持って防災に寄与する意識を高める。 

ア 講座 

 災害に対する基礎的知識、防災に対する一般的、個人的、集団的な心得についての講座

をカリキュラムに編成する。 

イ 実習 

 応急手当等、特に負傷者の応急処置に関わる知識と技術を体得させる。 

ウ 話し合い学習 

 カリキュラムの中に防災に係る講座、テレビ、体験談等を活用した「話し合い学習」を

組み入れて防災の意識を高める。 

エ 見学 

 防災関係機関、施設及び防災展等の見学を行う。 

オ 印刷物 

 パンフレットを作成配布するとともに、機関紙に関係記事を掲載する。 

（７）事業所に対する啓発 

 防火管理者、危険物取扱者及び自衛消防隊員等に対する講習会等を随時行い、防火・防災

意識の高揚を図る。 

（８）社会福祉施設等における防災教育の推進 

   社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や利用者に対して、地震災害等に関する基礎的知

識や災害時対応について、理解や関心を深めるため防災教育を推進する。 
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（９）災害時のボランティア活動及び自主的な防災活動の普及 

 防災関係機関等と協力して「防災とボランティア週間」中において、講演会、講習会、展示

会等の行事を開催し、その普及を図る。 

（10）防災広報 

 市及び防災関係機関は、市民への防災知識の普及に努める。 

ア 市が行う広報 

（ア） 市が想定する災害 

（イ） 地震の一般的知識 

（ウ） 地震発生時の心得 

（エ） 南海トラフ地震臨時情報の性格及び措置内容 

（オ） 出火防止及び初期消火 

（カ） 救出及び救護 

（キ） 避難場所、避難方法及び避難準備の心得 

（ク） 生活必需品の備蓄 

（ケ） 応急生活の知恵 

（コ） 必要に応じ各機関の広報内容 

（サ） 本市の対応及び問合せの方法 

イ 防災関係機関が行う広報 

○ 県営水道 

（ア）手段 

ａ 各種パンフレットの作成、配布 

ｂ 水道施設見学会、水道週間等の行事 

ｃ 各防災機関が行う集会・研修会などの積極的利用 

ｄ 県の提供するラジオ、テレビ番組をはじめ、出版物及び報道機関の防災特集や生活情

報の活用 

（イ）内容 

ａ 地震発生時における当局の対応方針 

ｂ 当座の水の備蓄が必要な理由 

ｃ 正しい水の備蓄方法 

ｄ その他の地震発生後に必要な注意事項等 

○ ＮＴＴ東日本 

（ア）手段 

ａ 新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、パンフレット等 

（イ）内容 

ａ 安否確認などについての問合せの自粛 

ｂ 災害用伝言ダイヤル「171」等の開設・利用方法 

ｃ 災害時等で一般加入電話からの通話ができない場合の災害時用公衆電話（特設公衆電

話）及び街頭公衆電話からの通話利用 

○ 東京電力パワーグリッド株式会社 
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（ア）手段 

ａ テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、SNS、パンフレット、チラシ等 

（イ）内容 

ａ 感電事故の防止 

ｂ 電気火災の未然防止 

○ 東急電鉄㈱・小田急電鉄㈱・相模鉄道㈱ 

（ア）手段 

ａ ポスター類の掲出、駅の案内放送等 

ｂ 状況により報道機関に依頼 

ｃ 駅放送、車内放送、ポスター、広報紙、インターネット等 

（イ）内容 

ａ 列車の運行計画等の内容及び混乱発生時の規制内容 

ｂ 避難場所の確認 

ｃ 震災に関する一般知識等の普及 

ｄ その他防災上必要な事項 

（ウ）広報の時期 

 防災広報の実施時期は、市民の防災意識が比較的高い防災週間や防災とボランティア週

間を中心に、実施時期、実施場所、対象者等の状況を考慮し、効果を十分に発揮できるよ

う企画する。 

 

２ 市民の心得（役割） 

次の対策例を参考に、災害時には各自がそれぞれの安全を守り、役割を果たすように努める。 
（１）平常時 

ア 地域の避難場所等までのルート確認及び家族との連絡方法を確認する。 

イ 感染症の予防を踏まえ、在宅避難や縁故避難等、避難場所等以外の避難先を検討する。 

ウ 正しい防災情報を得る手段・方法を確認しておく。 

エ がけ崩れの起こりやすい所を把握しておく。 

オ 建物の補強、家具の固定をする。 

カ 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る。 

キ ＬＰガス容器が固定されているか確認する。 

ク こども、高齢者の部屋や寝室に転倒しやすい家具を置かない。 

ケ 寝室にスリッパやくつを常備し、屋内の逃げ道を確保しておく。 

コ 火気器具の点検や周辺の可燃物に注意する。また、消火器を用意する。 

サ ブレーカーの位置を確認しておく。 

シ 飲料水（1 人 1 日 3 ㍑）を備蓄する。 

ス 非常用食料、救急用品、携帯トイレ等の非常持出品を準備する。 

セ 地域の防災訓練・研修に進んで参加する。 

ソ 隣近所や地域の自主防災組織との災害時の協力について話し合う。特に、高齢者、障が

い者、乳幼児等、要配慮者がいる家庭は、隣近所の方々との交流を図り、災害時の協力

支援体制を確保する。 
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（２）地震発生時 

ア まず、我が身の安全を図る。 

イ すばやく火の始末をする。 

ウ 火が出たらまず消火する。 

エ あわてて戸外に飛び出さず、出口を確保する。 

オ 狭い路地、塀のわき、崖、川べりに近づかない。 

カ 崖くずれ、浸水に注意する。 

キ 市街地火災で危険が迫ったら避難を開始する。 

ク 自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する自主防災

会等の各種機関に協力するよう努める。 

ケ みんなで協力しあって、情報の入手、出火の防止、初期消火、救出救助、応急手当等を行

う。 

コ ラジオやテレビ、市の広報等から正しい情報を入手し、冷静に行動する。 

（３）避難時 

ア 住所・氏名・生年月日・血液型等が記載された本人確認書類を携行する。 

イ 食料、水、ハンカチ、ティッシュ、着替え、肌着、ラジオ、懐中電灯、マスク、消毒液、

体温計、スマートフォンや携帯電話用の充電器やモバイルバッテリー等を携帯する。ただ

し持出品は最小限にする。 

ウ 避難は徒歩でする。 

エ 服装は軽装で素足をさけ、帽子、手袋等を着用し、雨具や防寒衣を携行する。 

オ 貴重品以外の品物は持ち出さない。 

カ 日常用意できる品物は、非常用袋に入れておく。 

キ 家族との連絡方法を決めておく。 

ク 隣近所へ声かけをする。 

ケ 一時避難場所に集合し、住民同士の安否の確認と情報の収集、救助活動の準備を行う。 

（４）南海トラフ地震臨時情報発表時 

ア 正しい情報に基づき、冷静に行動する。 

イ 家庭の防災会議を開く。 

ウ 建物、家具の安全点検を行い、補強、転倒防止をする。 

エ 火気の使用を極力避ける。 

オ 消火器、消火用水を点検する。 

カ 飲料水、非常用食料、救急用品、非常持出品を点検する。 

キ 避難場所、避難道路を確認する。 

ク 隣近所と地震時の協力について確認する。 

ケ 自動車、電話の利用を自粛する。 
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第１５節 防災訓練 

 

 災害応急対策活動の習熟、防災関係機関との連携の強化、防災意識の高揚、技術の修得、地域

防災計画の検証等を行うため、防災訓練を実施する。 

 

１ 防災訓練の実施 

 災害時の応急活動を迅速かつ的確に行うため、応急対策計画の実効性を確認する訓練、自主

防災組織及び市民の意識高揚と技術習得の訓練、消防訓練、救出救助訓練、高齢者・障がい者・

外国人等の要配慮者への対応を考慮した訓練、防災関係機関との連携訓練等、より実効性と実

践に即した訓練を計画的に行う。また、市は、県や隣接市及び他の機関が実施する防災訓練に

積極的に参加して、災害時の応援協力体制を確立する。 

 訓練の区分は次のとおり 

区  分 実施主体 実施時期 実施場所 実 施 方 法 

総合防災訓練 市 適 時 適宜な場所 
各種災害を想定して、防災関係機

関、市民等が一体となって応急対策

活動を総合的に実施する。 

地域防災訓練 
自主防災会、

自治会等 
適 時 適宜な場所 

必要であれば、複数の自治会や学

校等と連携して、地域の実情にあっ

た訓練を実施する。 

県又は防災関

係機関の実施

する訓練 

県又は防災

関係機関 
適 時 適宜な場所 

県又は防災関係機関が実施、市は参

加、協力する 

小、中学校の

防災訓練 
教育委員会 適 時 

原則として、

小、中学校 
教育委員会の指導のもとに防災教育

の一環として実施する 

個別防災訓練 
災害対策本部 
各部各機関 

適 時 適宜な場所 

各部、各機関が、各々に位置付け

られている災害時の分掌事務に基づ

き、個別に、あるいは関係機関との

連携により実施する。 

その他必要な

訓練 
各部各機関 適 時 適宜な場所 

 必要に応じ関係機関と連携、協力

し実施する。 

 

２ 訓練の内容 

（１）総合防災訓練 

 年 1 回以上、防災関係機関の協力を得て、災害を想定した応急対策活動を総合的に実施する。 

ア 訓練項目 

（ア）災害対策本部運営訓練 

（イ）情報収集訓練 

（ウ）職員非常招集訓練 

（エ）避難、誘導訓練 

（オ）避難生活施設等運営訓練 
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（カ）消防活動訓練 

（キ）救出、救護訓練 

（ク）物資等輸送訓練 

（ケ）給食、給水訓練 

（コ）無線通信訓練 

（サ）防疫訓練 

（シ）警備、交通訓練 

（ス）応急復旧訓練 

（セ）体験訓練 

（ソ）災害ボランティアセンター運営訓練 

（タ）その他 

イ 訓練参加機関等 

 市、自治会、自主防災会、地元関係団体、その他災害応急対策計画上必要な防災関係機

関、団体。 

（２）地域防災訓練 

 自主防災組織、自治会等を単位とする訓練及び複数の組織の連合による訓練、また、学校

等と連携して地域の実情にあった訓練を中心に実施する。 

ア 訓練項目 

 出火防止訓練、初期消火訓練、救出救護訓練、避難誘導訓練、情報受伝達訓練、給食給水

訓練等。 

（３）県又は防災関係機関の実施する訓練 

 市は、県又は防災関係機関が実施する訓練に可能な限り参加、協力する。 

（４）小、中学校の防災訓練 

 教育委員会の指導のもとに定期的に訓練を行う。 

ア 災害に対して、沈着、冷静、迅速に行動することの意味や必要性を理解させ、身の安全

を守る動作と方法を身につけさせる。 

イ 避難の実践を通して、災害予防の意識を高め、安全体制をつくる。 

ウ 集団行動を通して、規律と協力の精神を養い、積極的に協力する精神と実践する態度を

育てる。 

 なお、訓練の実施にあたり、PTAや自治会等関係団体と相互の役割に対する理解を含め、

連帯意識と連携体制を確立することに努める。 

（５）個別防災訓練 

 応急対策計画上の確認訓練等、災害対策本部、各部、各課等は、それぞれ所掌する防災業

務について単独又は関係機関と連携して多種多様な訓練を実施する。 

  ア 災害対策本部における個別訓練 

  （ア）動員配備訓練 

    災害対策を行うための要員を早期に動員配備し、防災体制を確立する訓練を実施する。 
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  （イ）各部別訓練 

    災害対策本部の応急対策活動の円滑な遂行を期するため、各課において策定する職員行

動マニュアル等に基づいた実技訓練を行う。 

（６）その他必要な訓練 

   上記以外に必要な訓練が生じた場合、関係機関と連携、協力して実施する。 

 

 

第１６節 自主防災活動の充実強化 

 

 災害時には、市民、地域の主体的な取組と市の防災力が一体となった対応を図ることが、被害を軽減、

減少させることになる。そのため、市民の一人ひとりが「自らの身は、自ら守る。皆のまちは、皆で守

る。」ことが大切であるとの認識を持って行動することが、極めて重要である。 

 このため、市をはじめとする防災関係機関は、市民等の防災意識の高揚に努め、自主防災組織や消防

団の育成を進めるとともに、事業所等の指導強化に努め、地域防災体制の整備推進を図る。 

 

１ 自主防災組織の育成指導 

 市は、地域防災活動を推進するため、自治会等を単位とした自主防災組織の結成促進と育成を図る。 

 また、市は結成された自主防災組織が、災害時に有効に活動できるよう組織の充実強化と地

域住民との連携強化を図るための指導及び支援を行う。 

 

２ 自主防災組織の編成基準 

 自主防災組織は、地域住民相互の緊密な連携のもとに活動することが必要であり、防災活動

が効果的に実施できるよう組織の編成にあたっては、地域の実情に応じ次の点に留意する。 

（１）自主防災組織は、地域住民の緊密な連携のもとに活動することが必要とされるので、住民

が連帯感を保てるよう適正な規模で編成する。大規模な組織にあっては、いくつかのブロッ

クに分ける。 

（２）他の地域への通勤者が多い地域では、昼夜間の活動に支障が無いように組織編成を行う。 

（３）地域内の事業所と協議のうえ、事業所の自衛消防組織も自主防災組織に位置づける。 

（４）男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立が必要であるため、女性の自主防災活動

への参加を促進し、その育成強化を図る。 

 

３ 自主防災組織の活動基準 

（１）平常時の活動 

ア 防災知識の普及 

 災害の発生を防止し、被害の軽減を図るためには、住民一人ひとりの日頃の心構え及び

災害時の的確な行動について、集会等を利用して防災に対する正しい知識の普及を図る。

その際には、災害時の男女のニーズの違い等にも留意する。 

イ 防災訓練の実施 

 災害が発生したとき、適切な行動ができるよう日頃から繰り返し訓練を実施し、防災活
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動に必要な知識及び技術を修得しておくことが大切である。 

 訓練には、個別訓練及び総合訓練があり、個別訓練としては、通常次のものが考えられ

るが、地域の特性を考慮した訓練とする。 

（ア）情報の収集伝達訓練 

 防災関係機関からの情報を正確かつ迅速に地域住民に伝達し、地域における被害状況

等をこれら機関へ通報するための訓練を実施する。 

（イ）消火訓練 

 火災の拡大、延焼を防ぐため、初期消火に必要な技術等を習得する。 

（ウ）避難訓練 

 避難の要領を熟知し、避難場所まで迅速かつ安全に避難できるよう実施する。 

（エ）救出救護訓練 

 家屋の倒壊やがけ崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急

手当の方法等を習得する。 

ウ 避難行動要支援者の把握等 

 地域に居住する高齢者等、いわゆる避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難方

法等についてあらかじめ決めておくなど、災害時には地域住民との連携のもとに安全かつ

迅速に行動できるよう支援体制の整備に努める。 

エ 防災点検の実施 

 家庭及び地域においては、災害が発生したときに被害の拡大の原因となるものが多く存

在することが考えられるので、市民各自の点検は勿論のこと、自主防災組織として定期的

に点検を行う。 

オ 防災用資機材等の整備・点検 

 災害時に適切な応急活動が行えるよう、必要な資機材の整備及び日頃の点検に努める。 

（２）南海トラフ地震臨時情報発表時及び災害時の活動 

ア 情報の収集伝達 

 自主防災組織は、南海トラフ地震臨時情報発表時には市及び防災関係機関の提供する情

報を地域内住民に的確に伝達し、災害時には地域内に発生した被害の状況を迅速かつ正確

に把握して市へ報告するとともに防災関係機関の提供する情報を伝達して市民の不安を解

消し、的確な応急活動を実施する。 

 このため、あらかじめ次の事項を決めておく。 

（ア）連絡をとる防災関係機関 

（イ）防災関係機関との連絡のための手段 

（ウ）防災関係機関の情報を地域住民に伝達する責任者及びルート 

 また、避難場所へ避難した後についても、地域の被災状況、救助活動の状況等を必要に

応じて報告し、混乱の防止に当たる。 

イ 出火防止及び初期消火 

 家庭に対しては、火の元の始末など出火防止のための措置を講ずるように呼び掛けると

ともに、火災が発生した場合、消火器や水バケツ、県営水道との連携によるスタンドパイ

プ等の資機材の使用など、隣近所が相互に協力して初期消火に努める。 
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ウ 救出救護活動の実施 

 がけ崩れ、建物の倒壊などにより下敷きになった者が発生したときは、救出用資機材を

使用して速やかに救出活動を実施するとともに、防災関係機関が活動するまでの間、負傷

者に対しては、応急手当を実施し、医師の手当てを必要とする者があるときは、救護所等

へ搬送する。 

エ 避難の実施 

 市長、知事、警察官及び災害派遣を命ぜられた自衛官等から避難指示が出された場合に

は、市民に対して周知の徹底を図り、迅速かつ円滑に避難場所へ誘導する。 

 避難の実施に際しては、次のことに留意する。 

（ア）誘導する者は、火災、落下物、危険物、がけ崩れ等がないか確認しながら誘導する。避

難路はあらかじめ検討しておいた避難路によるが、状況に応じ適切な判断により安全な

ルートを選択すること。 

（イ）携帯品は、必要最小限の物とするよう指導すること。 

（ウ）高齢者、幼児、病人その他自力で避難することが困難な者に対しては、地域住民の協

力のもとに避難させる。 

オ 給食・救援物資の配布及びその協力 

 被災の状況によっては、避難が長期間にわたり、被災者に対する食料や飲料水等の救援

物資の支給が必要となってくる。 

 これらの活動を円滑に行うためには、組織的な活動がどうしても必要となってくるので、

自主防災組織としてもそれぞれが保有している食料等の配布を行うほか、市が実施する救

援物資の配布活動に協力する。 

（３）自主防災組織の育成指導及び助成 

ア 自主防災組織の育成指導 

（ア）訓練・講習会 

大和市自主防災組織育成指導規則に基づき、職員を派遣し防災知識の普及活動及び防

災訓練の指導、防災計画立案等の指導、助言を行う。 

（イ）防災リーダーの育成 

大和市防災セミナー実施要領、大和市防災協力員育成要領に基づき、地域の防災リー

ダーを育成するための専門的なカリキュラムに基づく研修会を開催する。 

イ 自主防災組織に対する助成 

（ア）防災資機材の助成 

 自主防災組織が結成されたときには、大和市自主防災組織結成時防災資機材助成要綱

に基づき、ヘルメット、腕章、担架、拡声器を助成する。 

（イ）防災資機材購入費の補助 

 自主防災組織が防災活動に必要な防災資機材の購入及び資機材倉庫を設置する際、大

和市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱に基づきその経費の一部を助成する。 

（ウ）資機材倉庫用地確保経費の助成 

 自主防災組織が資機材倉庫用地の確保が困難な場合に、大和市自主防災組織資機材倉

庫用地の確保に関する要綱に基づきその経費の一部を助成する。 
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（エ）その他 

上記以外にも市が必要と認めた場合には自主防災組織に対し支援を行う。 

 

４ 消防団の機能強化 

市は、県と連携して、消防団への現役世代、大学生などの若い人々の入団を進めるため、市

民や事業者に対し、地域防災や消防団活動の重要性に関する普及啓発に努めるとともに、将来

の消防団活動を担う児童等へ地域防災に関する理解促進を図る。また、消防団の施設、設備の

充実を進め、地域で防災活動のリーダーシップをとる消防団の機能強化に努める。 

 

５ 自主防災組織と消防団との連携強化 

消防団は地域住民により構成される消防機関であることから、自主防災組織の訓練に消防団

が参加し、資機材取扱いの指導の実施や、消防団ＯＢが自主防災組織の役員に就任するなど、

組織間の連携や人的な交流等を積極的に図る。自主防災組織と消防団との連携を強化すること

で、地域コミュニティの防災体制の充実を図る。 

 

６ 地区防災計画の提案等 

市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は、共同して、地区防災計

画を作成し、大和市防災会議へ提案できる。地区防災計画は当該地区における防災訓練の実施、

物資等の備蓄、高齢者等の避難支援体制の構築等の自発的な防災活動に関する計画である。 

市防災会議は、提案を受け、必要があると認めるときは、地域防災計画に反映させるものと

する。 

 
資料 

7－12 大和市自主防災組織育成指導規則 
7－13 大和市自主防災組織結成時防災資機材助成要綱 
7－14 大和市自主防災組織資機材購入費補助金交付要綱 
7－15 大和市自主防災組織資機材倉庫用地の確保に関する要綱 
7－16 大和市自主防災組織表彰運用基準 
9－1  自主防災組織編成状況表
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第１７節 ボランティアの受け入れ 

 
 大規模災害発生時におけるボランティア活動は、個人のほか専門技能グループを含む組織が、

消火、救助、救急等の災害応急活動に従事するとともに、被災者個人の生活の維持・再建を支援

するなど、発災直後から復旧過程において大きな役割を果たす。 

 市は災害時におけるボランティア活動の実効を確保するため、ボランティアの受け入れや登録

等に関しあらかじめ調整しておく。 

 

１ ボランティアの役割 

  ボランティアの役割の主なものは、次のとおりである。 

生活支援に関する業務 
（一般ボランティアが行う業務） 

（１）避難施設の運営 
（２）炊き出し、食料等の配布 
（３）救援物資等の仕分け、輸送 
（４）高齢者、障がい者等の介護補助 
（５）清掃活動 
（６）その他被災地での軽作業 

専門的な知識・技術を要する業務 
（専門ボランティアが行う業務） 

（１）救護所等での医療、看護 
（２）外国人のための通訳 
（３）被災者へのメンタルヘルスケア 
（４）高齢者、障がい者等の介護 
（５）アマチュア無線等を活用した情報通信手段 
（６）公共土木施設の調査等 
（７）その他専門な技術・知識が必要な業務 

 

２ ボランティアの登録・育成 

  市民のボランティア活動への関心は広く定着してきており、災害が発生した場合、被災者の

救援活動を希望するボランティアからの申出が予想される。 

  市をはじめ防災関係機関は、このボランティアが被災者のニーズにこたえて円滑に活動でき

るよう、平常時から環境づくりを行い、有効な活用を図る。 

（１）災害が発生した場合に被災地において救援活動を行うボランティア（個人・団体）を登録、

把握するとともに、関連情報の提供及び連絡調整を行う。 

（２）災害ボランティアの活動拠点の確保について、配慮する。 

（３）かながわ県民活動サポートセンターや日本赤十字社（神奈川県支部）、防災関係機関との連

携に努める。 

 

３ 一般ボランティアの受け入れ体制 

  社会福祉協議会は、厚生労働省防災業務計画において、災害時はボランティア活動の第一線

の拠点として、被災者ニーズの把握や具体的活動内容の指示、必要な物資の提供等を行うこと

とされている。 

 一般ボランティアの受け入れは、市と社会福祉協議会、ボランティア団体等が連携して担う

ものとし、災害の発生時には速やかに災害ボランティアセンターが立ち上げられるよう、関係

団体等の協力も得ながら、次のような準備、取組を行う。 
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（１）ボランティアコーディネーターの養成 

   災害が発生したらボランティアがすぐに活動できるように、被災者、地域住民、行政機関

とボランティアを的確に結びつける調整役として、平常時から災害ボランティアコーディネ

ーターを養成する。 

（２）ボランティア受け入れ拠点の整備 

   災害ボランティアセンターの設置場所の決定、責任者の決定や担当者の役割分担、地域住

民との連携、通信手段の確保や情報の受伝達ルートの検討、資機材のリストアップと調達方

法の確認、ボランティアの受け入れ手順確認や書式の作成、活動資金の確保など、具体的な

準備を行うとともに必要な訓練及び検証を行う。 

（３）災害ボランティア関係団体とのネットワーク整備 

   災害ボランティア活動支援体制に関する定期的な検討、情報交換等を行う場として、行政機関、

日本赤十字社（神奈川県支部）、NPO・ボランティア団体等とのネットワークを構築する。 

 

４ 行政の支援 

  県及び市は、一般ボランティアの受け入れ体制づくりについて、社会福祉協議会、かながわ

県民活動サポートセンターと協働するとともに、必要な調整、支援を行う。 

 

５ 専門ボランティアの連携・協力体制の整備 

  災害時のボランティア活動のうち、一定の経験や資格を必要とする業務を行う専門ボランテ

ィアについては、災害時に対応ができるよう登録制度の導入検討など、ネットワーク化の整備

に努める。 

 

第１８節 要配慮者・避難行動要支援者対策 

 

 高齢者、障がい者、傷病者、難病患者、妊産婦、乳幼児及び外国人等は、災害時には迅速、的確

な行動がとりにくくなると想定され、そのような意味から要配慮者として、特段の対策が必要で

ある。 

 高齢化、国際化の進展等に伴い、要配慮者の増加する状況に適切に対処するため必要な対策を

講じるとともに、プライバシーの確保や、被災時の男女のニーズの違い等、男女共同参画の視点

にも十分に配慮するよう努める。 

 

１ 社会福祉施設等の対策 

（１）施設・設備等の安全対策 

 社会福祉施設等の管理者は、施設・設備等について、必要に応じて耐震工事を始めとする

各種整備を推進し、安全の確保に努める。 

（２）防災体制の整備 

   社会福祉施設等の管理者は、地震等災害発生時に迅速かつ的確な対応を行うため、防災組

織を強化する。また、常に施設と地域社会との連携を密にし、災害時には地域住民の協力が

得られる体制作りに努める。 

   また、夜間における消防機関等への通報連絡や入所者の避難誘導体制は、職員が手薄であ



大和市地域防災計画 

第 2 編 地震災害対策計画編 

 

６８   

 

ることや、照明の確保が困難であることから、これらの点を十分配慮した組織体制を確保する。 

（３）防災教育の充実 

 社会福祉施設等の管理者は、施設の職員や入所者に対して、地震災害等に関する基礎的知

識や災害時の対応について、理解や関心を深めるため防災教育を推進する。 

（４）緊急連絡体制の整備 

   社会福祉施設の管理者は、災害発生に備え、消防機関等への早期通報が可能な非常通報装

置を設置する等、緊急時における情報伝達の手段、方法を確立するとともに、施設相互の連

携協力関係の強化に資するため、緊急連絡体制を整える。 

（５）社会福祉施設の土砂災害防止対策 

   社会福祉施設を土砂災害から守るために、市は、県と協力し、施設の管理者に対して土砂

災害（特別）警戒区域、危険区域避難場所及び警戒避難基準等の情報を提供し、警戒、避難体

制の確立等の防災体制整備に努めるよう指導する。 

 

２ 避難行動要支援者名簿の作成等 

 在宅の高齢者、障がい者、難病患者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生す

るおそれがある場合の避難に特に支援を要する者（避難行動要支援者）の生命及び身体を災害

から保護するうえで必要な措置を実施するために、市は、避難行動要支援者名簿を作成する。

本市では、避難行動要支援者名簿に関する以下の内容を定めている。 

（１）避難支援等関係者となる方 

ア 自治会又は自主防災会 

イ 地区民生委員児童委員協議会 

ウ 地区社会福祉協議会 

（２）避難行動要支援者名簿に掲載する方 

ア 70 歳以上の一人暮らし、もしくは世帯全員が 70 歳以上の高齢者世帯 

イ 身体障害者手帳 1級又は 2級の方 

ウ 療育手帳 A1、A2の方 

エ 精神障害者保健福祉手帳 1級の方 

オ 介護保険法の要介護度 3～5の方 

カ 難病指定を受けている方、医療機器を使用している方（県からの情報提供による） 

キ その他支援が必要と判断される方（申し出により登録） 

（３）避難行動要支援者名簿作成に必要な個人情報及び入手方法 

  名簿には、住所、氏名、性別、年齢、電話番号、支援等を必要とする事由、その他市長が必要

と認める事項を記載する。 

  避難行動要支援者名簿は、支援を受けるために市への登録を希望する方からの申請を受け作

成する。 

（４）避難行動要支援者名簿の更新に関する事項 

  名簿情報は年に 1 回定期更新する。 

（５）提供した名簿情報の取扱いや保管管理に市が求める措置及び講ずる措置 

  市は、名簿情報を提供した避難支援等関係者が取組の目的を理解し、取扱責任者、従事者の

範囲、扱う情報の範囲、情報収集方法、情報の保管方法などの個人情報取扱いに関するルール
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を定めるように指導する。 

  

３ 要配慮者・避難行動要支援者支援体制の整備 

 高齢者、障がい者等、要配慮者の生活の確保及び治療体制の確保等、県保健福祉事務所等

と調整を行い、災害時における支援体制の整備に努める。 

（１）情報伝達の多様性 

   避難行動要支援者の中には、避難等に必要な情報を入手できれば、自ら避難行動をとるこ

とが可能な者もいる。そのため、緊急かつ着実な避難指示等が伝達されるよう、各種情報伝

達の特徴を踏まえ、防災行政無線や広報車による情報伝達に加え、市ホームページ、Yahoo!

サービス、FM やまと、J:COM チャンネル、やまと PS メールや緊急速報メールなど、避難

行動要支援者に合わせた伝達手段の確保に努める。 

（２）防災についての指導・啓発 

 広報等を通じて、避難行動要支援者をはじめ、家族、地域住民に対する指導や啓発活動を行う。 

ア 避難行動要支援者及びその家族に対する指導 

（ア）日常生活において、常に防災に対する理解を深め、また日頃から対策を講じておくこと。 

（イ）発災時に近隣の協力が得られるように自治会の活動等に参加し、日頃から隣近所と顔

の見える交流を図ること。 

（ウ）地域において防災訓練等が実施される場合は、積極的に参加すること。 

（エ）避難行動要支援者支援制度への登録申請を行い、市や地域での支援体制づくりに協力

すること 

イ 地域住民に対する指導 

（ア）地域住民に避難の必要性や避難行動要支援者名簿の意義について説明し、地域で避難

支援等関係者の安全確保の措置を決めておくこと。 

（イ）発災時には、安全確保のため、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に協力すること。 

（ウ）防災訓練等に避難行動要支援者及びその家族が参加するよう働きかけること。 

（エ）避難行動要支援者名簿について適正な情報管理を行うこと。 

（３）個別避難計画の作成 

   市は、避難行動要支援者の避難の実効性を高めるため、関係機関等と連携し、個別避難計

画の作成に努める。 

 

４ 外国人に対する防災対策 

 市は、言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人に対しては、災害時の混乱下においても安

心して行動できるよう、（公財）大和市国際化協会と連携して、日頃から次のような条件、環境

作りに努める。 

（１）多言語及びやさしい日本語による広報の充実やリーフレットの作成 

   市内に在住する外国人が使用する主な言語とやさしい日本語で、防災に関する広報を実施

し、外国人に配慮したリーフレットを作成する。 

（２）広域避難場所等の災害に関する表示板の多言語化 

   災害に関する表示板の多言語化に努め、市内に在住する外国人が日頃から避難場所を確認

できるように表示板を整備する。 
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（３）外国人を含めた「災害多言語支援センター」の設置・運営訓練 

   災害時に市内に在住する外国人に情報提供及び相談対応等を行う「災害多言語支援センタ

ー」を設置・運営するための訓練を実施する。 

（４）外国人を対象とした防災教育の実施 

   市内に在住する外国人は、災害や防災についての知識や経験が少ないため、外国人を対象

とした防災教育を実施し、防災対策への理解を促す。 

（５）外国人の雇用又は接触の機会の多い企業、事務所等に対する防災教育等の指導、支援 

   日頃からの業務等で外国人との接触する機会が多い企業、事務所等は外国人を対象とした

防災教育等を実施する必要があるため、その活動を支援する。 

（６）外国人支援ボランティア登録制度の整備 

   多文化共生に理解を求めるボランティア養成講座を開催して、外国人支援ボランティアの

育成を実施するとともに、外国人支援ボランティア登録制度の整備に取り組む。 

 

５ 避難生活施設等の対策 

（１）市は、避難生活施設等において高齢者、障がい者等が安心して生活ができるようバリアフリ

ー化の推進及び支援体制の整備に努める。 

（２）市は、避難生活施設等の指定にあたっては、集団生活や一般的な設備での生活に適応でき

ない高齢者、障がい者等の要配慮者が必要な支援を受け、安心して生活ができる体制を整備

した福祉避難所の指定に努める。 

（３）市は、高齢者、障がい者等の要配慮者の生活の場として、設備、体制が整った社会福祉施設

等を活用するため、あらかじめ施設管理者と災害時の協定を結ぶことに努める。 

（４）市は、高齢者、障がい者等に配慮した構造、設備を整えた、要配慮者向けの応急仮設住宅（福

祉仮設住宅を含む）の設置に努めるとともに、高齢者、障がい者等が早期に入居し、安心し

て生活が送れるよう配慮する。 

（５）外国人、障がい者等の要配慮者に対して、コミュニケーションの充実を図るため、多言語

表示シートやコミュニケーションボード等の整備に努める。 

 

第１９節 企業防災の促進 

 

災害時における企業活動の停止が社会に与える影響は大きく、そのため各事業者は災害時の被

害を最小限にとどめ、できる限り早期の復旧を可能とする予防対策を推進する必要がある。 

このために事業者は、顧客・従業員の生命、財産を守るとともに、企業にとって中核となる事

業を継続あるいは早期に復旧させるための事業継続計画（BCP）の策定に取り組むなど、予防対

策を図る。 

事業者は BCP を実施するため、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化、予測され

る被害からの復旧計画の策定、各計画の点検・見直し、燃料・電力等、重要なライフラインの供

給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保などの取組を継続的に実施し、防災活動の

推進に努める。 
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１ 事業者の BCP の策定 

事業活動に対する被害の最小化と事業活動の継続を図り、金融や製造、サービス等の事業活

動を早期に復旧するため、事業者は BCP を策定する。 

 

２ 事業者の BCP 策定の支援 

BCP の認知度は依然として低いのが現状であるため市は、事業者の BCP の策定を促進する 

ための情報提供や相談体制の整備などの支援を図る。 
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第１節 応急活動体制 

 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市及び関係機関が市民の協力を得

て、それぞれが有する機能を効率よく発揮することで災害の拡大を阻止し、又は被害を最小限に

することができる。 

 災害対策活動は、平常時の市の業務内容と大きく異なるので、特別の組織を編成する。特に突

発的に発生する地震災害等の広域に及ぶ大規模災害に対応するためには、すばやい対応がその後

の応急対策の実施にとって重要なものになるため、応急活動体制は、災害対策本部が十分に機能

する体制が整うまでの間の初動応急活動体制とその後の応急活動体制とに区分して位置付ける. 

各職員は各自の役割をよく理解するとともに災害対策活動全体の流れについてもその概要を熟

知したうえで、計画に捉われず、現場に即した対応をとることを心がける。なお，災害応急対策

に従事する者は自身の身の安全を確保したうえで、応急活動を実施する。 

 

１ 災害対策本部 

（１）災害対策本部の設置基準 

 市は、次の場合に災害対策本部を設置する。 

ア 横浜地方気象台が、震度6弱以上の地震を観測し、発表したとき。 

イ 横浜地方気象台が、震度5弱以上の地震を観測、発表し、市内に被害が発生したとき、

又は発生するおそれがあるとき。 

ウ 南海トラフ地震防災対策推進基本計画に基づく「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警

戒）」が発表され、市内に被害が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき。 

（２）災害対策本部の設置解散 

 市長は、上記の基準に該当するような災害が発生したときは、災害対策基本法第 23 条の 2

の規定に基づき、本計画書の定めるところにより災害対策本部を設置する。 

 また、市長は、災害の危険がなくなったとき、又は災害発生後における措置がおおむね終

了したときは、災害対策本部を解散する。 

災害対策基本法第23条の2 ―抄― 

  市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合におい

て、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計

画の定めるところにより市町村災害対策本部を設置することができる。 

（３）災害対策本部の組織 

 災害対策本部の組織は、大和市災害対策本部条例（昭和39年大和市条例第34号）及び大

和市災害対策本部要領の定めるところによる。 

災害対策本部が設置された場合に本部機能を補完するため、必要に応じて地域活動拠点を

設置する。地域活動拠点では、各地域内における避難生活施設等からの情報をとりまとめ、

必要とされる応急活動、物資、情報についての連絡、要請を本部に対して行う。また、各拠

点周辺に生活必需物資集積センターを設置し、物資の受入れと避難生活施設への物資供給を

実施する。 

（地域活動拠点） 

北部地区 ― 北部文化・スポーツ・子育てセンター（大和市市民交流拠点ポラリス） 
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中部地区 ― 大和スポーツセンター 

南部地区 ― 大和ゆとりの森仲良しプラザ 

 

２ 災害対策本部の動員体制 

 市内に災害が発生した場合、その規模や被害の程度によって必要とされる応急対策活動は異なる。 

 災害に効果的に対処するために災害の規模や予想される被害の程度等を段階ごとに分け、災

害応急対策活動に必要な要員を早急に招集する。 

（１）動員の発令 

 本部長は、別表に定める非常配備の基準により動員を発令する。 

 ただし、災害の種類・規模・発生の時期その他により必要と認められるときは、基準と異

なる動員を発令することができる。 

 なお、次に掲げる職員については、動員の対象とはしない。 

ア 発令時において入院等により参集が不可能な職員 

イ その他本部長が認める職員 

（２）動員指令の伝達系統 

 動員指令は、災害対策本部会議で協議決定し、次の系統で伝達する。 

 

 

 

 

 

 

    （ただし、勤務時間中は、上記のほか庁内放送、庁内メールにて指令を伝達する。） 

（３）職員の招集 

 災害対策本部の各部長は、勤務時間外において遅滞なく職員の招集が行われるよう、あら

かじめ災害時における職員連絡体制を整備しておく。 

（４）動員基準 

 地震災害における動員は災害非常配備基準に基づいて実施し、地震の報道を聴取したとき、

又は地震を感じた後、報道を聴取する以前に市内に大規模な被害の発生を確認したときに、

あらかじめ指定された場所に招集命令を待つことなく参集する。ただし、指定場所に参集が

困難な場合は、至近の避難生活施設に参集する。 

 

  

本部会議 

各班長 本部連絡員 各班員 
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【災 害 非 常 配 備 基 準            】 

 

区分 災害調整会議 災害警戒本部 
災害対策本部 

第１号配備 第２号配備 第３号配備 

配 
 
 

備 
 
 

基 
 
 

準 

風 水 害 災害警戒本部

の設置に至らな

い災害へ対応す

るとき 

市域において

被害の発生、ま

たは発生が予想

されるとき 

 

 

全市的に甚大な

被害が発生するお

それがあるとき 

市域において発

生した被害の拡

大、または拡大が

予想されるとき 

 

全市的な被害

や局所的甚大な

被害の発生、ま

たは発生が予想

されるとき 

大規模な被害

の発生に、全組

織、全職員の活

動力が必要とさ

れるとき 

地震災害  南海トラフ地

震臨時情報（巨

大地震注意）が

発表されたとき 

 

本市において震

度５弱を観測した

とき 

 

南海トラフ地震

臨時情報（巨大地

震警戒）が発表さ

れたとき 

本市において震

度５強を観測し

たとき 

本市において

震度６弱以上を

観測したとき 

 

 

特殊災害  災害が発生し

たとき 

被害の拡大により災害対策本部への移行が必要なと

き 

                        （大和市災害対策本部要領 別表第 2） 

（５）動員名簿の作成 

 各部長及び各班長は、あらかじめ定められた動員区分に従い動員名簿を作成するとともに、

部及び課内職員に周知し動員対策の万全を期する。 

 

３ 災害警戒本部 

市は、次の場合に災害警戒本部を設置する。 

（１）災害警戒本部の設置解散 

本部長（市長室に属する事務を主たる担当とする副市長）は、配備基準に該当する事象が

発生し、応急対策を実施する必要があると認めたときは、災害警戒本部を設置する。 

また、市災害対策本部が設置された場合及び当該災害に対する応急対策の措置が終了した

とき、又は災害の発生のおそれがなくなったときは解散する。 

（２）災害警戒本部の組織 

本部組織は第１章、第 1 節、１（３）ウ 組織のとおりである。 

 

４ 災害警戒本部の動員体制 

市域の災害に対処するために災害の規模や予想される被害の程度等を段階ごとに分け、災害

応急対策活動に必要な要員を早急に招集する。



大和市地域防災計画 

第 2 編 地震災害対策計画編 

 

７６   

 

（１）動員の発令 

本部長は、災害の状況によって関係職員を招集する。 

（２）動員指令の伝達系統 

本節 2（２）を準用する。 

（３）職員の招集 

各所管の部長は、勤務時間外、休日等において職員の招集を迅速かつ円滑に伝達するため

に、緊急連絡網を作成する。 

（４）動員基準 

動員は、災害の状況に応じて実施し、参集場所は原則として勤務場所とする。 

 

資料 

7－4 大和市災害対策本部条例 
7－5 大和市災害対策本部職員の任命に関する規則 
7－6 大和市災害対策本部要領 

7－7 大和市災害警戒本部設置要領 

 

第２節 相互協力体制 

 

 大規模な災害が発生し、市の関係機関だけでは対応が不十分となる場合は、県をはじめ他の都道府

県、市町村に応援を要請し、応急対策又は災害復旧に万全を期する。 

 

１ 関係機関に対する協力要請 

 応援要請の種別は、次のとおりである。 

【協力要請の内容及び要請先】 

要 請 先 要 請 の 内 容 根拠法令等 

指定地方行政機

関の長 
当該指定地方行政機関の職員の派遣要請 災害対策基本法第29条 

 知   事 

1 指定地方行政機関の職員の派遣のあっ旋要請 

 

2 他の地方公共団体の職員の派遣のあっ旋要請 

 

3 応援の要求及び災害応急対策の実施要請 

4 職員の派遣要請 

災害対策基本法第30条

第1項 

災害対策基本法第30条

第2項 

災害対策基本法第68条 

地方自治法第252条の

17 

他の市町村長等 

1 応援の要求 

2 職員の派遣要請 

災害対策基本法第67条 

地方自治法第252条の

17 

 

２ 県に対する協力要請 

 市域に災害が発生し、災害応急対策を実施するために必要があるときは、知事に対して応援

を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。 
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 知事に災害応急対策等の要請をするにあたっては、県央地域県政総合センター（県央地域調

整本部）又は県危機管理防災課に対してとりあえず無線又は電話等をもって口頭で依頼し、後

日文書により改めて処理する。 

 この場合、以下の事項を予め明らかにしたうえで知事に要請する。（災害対策基本法第68

条） 

（１）災害の状況及び応援を要する理由 

（２）応援を必要とする期間 

（３）応援を希望する物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

（４）応援を必要とする場所 

（５）応援を必要とする活動内容（災害応急対策内容） 

（６）その他の必要事項 

 

３ 他市町村等との協力 

 災害等の応急対策の万全を期するため、平素から他市町村等との協力体制の確立に努めると

ともに、既に締結されている各種協定や災害対策基本法等を活用し、応援要請が円滑に行われ

るよう手続の方法を明確にしておく。 

（１）近隣市との協力の考え方 

 被害の程度によって、近隣市からの応援が必要と判断されるときは、「災害時における神

奈川県内の市町村の相互応援に関する協定」に基づき、県央地域県政総合センター（地域調

整本部）と調整して応急対策を進める。 

 そのためには、平素から近隣市との協力体制の確立に努めるとともに必要な訓練を実施する。 

（２）職員の派遣要請 

 他の都道府県知事、市町村長又は指定地方公共機関の長に対し職員の派遣を要請する場合、

以下の事項を明らかにして要請を行う。 

 （地方自治法第 252 条の 17、災害対策基本法第 29 条、同法施行令第 15 条、大和市災害派

遣手当及び大和市武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例第 2 条） 

ア 派遣を必要とする理由 

イ 派遣を要請する動員の職種別人員表 

ウ 派遣を必要とする期間 

エ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

オ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

（３）消防機関との相互応援協定 

 既に締結されている消防組織法第 39 条の規定に基づく消防機関との相互応援協定を活用

する場合、消防本部がこの協定の条項に沿った手続を行い消防活動等の要請を円滑に行う。 

 また、大規模災害等、災害の規模に応じて行う広域消防応援の要請（他都道府県消防機関

所有のヘリコプターの派遣要請・緊急消防援助隊の派遣要請・県消防広域応援隊の派遣要請

等）は、県を通じて要請する。 

 この要請は、消防組織法第 44 条の規定又は神奈川県内消防広域応援実施計画に基づき実

施され、応援部隊は本市消防本部の指揮下、大和市緊急消防援助隊受援計画等により行動す

る。 
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４ 自衛隊の派遣要請 

 大規模災害に際して自衛隊の派遣が必要と判断された時は、市長は、県危機管理防災課を通

じて知事に災害派遣の要請を求める。 

（１）派遣要請 

 市長は、自衛隊の派遣を要請すべき事態が発生した場合、知事に対してその旨依頼する。ただし、

知事に派遣要請を依頼できない場合は、自衛隊に直接災害の状況を通知することができる。 

知事は、地震災害の発生により人命及び財産の保護について、その必要を認めた場合、自

衛隊に対し、災害派遣を要請する。 

（２）災害派遣要請の範囲 

 自衛隊に災害派遣を要請できる範囲は、「防衛省防災業務計画 第三 ８ 災害派遣時に実施

する救援活動」において、通常は下記の内容とされている。 

ア 被害状況の把握 

 車両、航空機等状況に適した手段によって情報収集活動を行い被害の状況を把握する。 

イ 避難の援助 

 避難の命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、避難

者の誘導、輸送等を行い、避難を援助する。 

ウ 遭難者等の捜索救助 

 行方不明者、傷者等が発生した場合は、通常、他の救援活動に優先して、捜索救助を行う。 

エ 水防活動 

 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積込み等の水防活動を行う。 

オ 消防活動 

 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中消火が必要な場合は航空機）

をもって、消防機関に協力して消火に当たるが、消火薬剤等は、通常関係機関の提供する

ものを使用するものとする。 

カ 道路又は水路の啓開 

 道路若しくは水路が決壊し、又は障害物がある場合は、それらの啓開、又は除去に当たる。 

キ 応急医療、救護及び防疫 

 被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常関係機関の提供する

ものを使用するものとする。 

ク 人員及び物資の緊急輸送 

 救急患者、医師その他救難活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。この

場合において航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

ケ 炊飯及び給水 

 被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。 

コ 救援物資の無償貸付又は譲与 

 「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」（昭和 33 年総理府令第

１号）に基づき被災者に対し生活必需品等を無償貸付し、又は救じゅつ品を譲与する。 

サ 危険物の保安及び除去 

 能力上可能なものについて危険物の保安措置及び除去を実施する。 
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シ その他 

 その他知事が必要と認めるもので自衛隊と協議の整ったもの 

（３）災害派遣要請手続 

 市長は、県知事（危機管理防災課）に対し派遣に必要な事項を文書をもって依頼する。た

だし、緊急を要する場合は、とりあえず電話等をもって依頼し、事後文書を送付する。 

 なお、知事に派遣要請を依頼することができない場合は、最寄りの部隊等の長にその内容

を通報連絡するとともに事後速やかに知事に通知する。 

【参考：知事の災害派遣要請に関する事務手続】 

《連絡先》 

区  分 連絡先（窓口） 所在地／電話／県防災行政通信網専用電話 

陸上自衛隊 

第 31 普通科連隊第 3 科 

横須賀市御幸浜 1－1 
046（856）1291 
県防災専用電話 9（486）9201／9202 
同ファクス   9（486）9200 

第 4 施設群本部第 3 科 

相模原市南区新戸 2958 
046（253）7670 
県防災専用電話 9（488）9209／9201 
同ファクス   9（488）9200 

海上自衛隊 
横須賀地方総監部オペレーシ

ョンルーム 

横須賀市西逸見町 1 丁目無番地 
046（822）3500／4516 
県防災専用電話 9（637）9209／9201 
同ファクス   9（637）9200 

《要請の方法》 

 要請は、次の事項を記載した書類 2 通を添えて行う。ただし、緊急を要する場合は、とり

あえず電話等をもって要請し、事後速やかに所定の手段をとる。 

ア 災害の状況及び派遣を要請する理由 

イ 派遣を希望する期間 

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容 

エ その他参考となるべき事項 

（４）自衛隊との連絡 

 市は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、各種の情報を的確に把握し、最

寄りの部隊等と適時情報交換を行い、円滑な救援活動を期する。 

（５）災害派遣部隊の受け入れ体制 

ア 他の災害救助応急機関との競合重複排除 

 県及び市は、自衛隊の作業が他の災害救助応急機関と競合重複することのないよう最も

効率的に作業を分担するよう配慮する。 

イ 作業計画及び資材等の準備 

 県及び市は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たっては、なるべく先行性のあ

る計画を樹立するとともに、作業実施に必要な資材の準備を整え、かつ諸作業に関係ある

管理者の了解を取り付けるよう配慮する。 

ウ 自衛隊との連絡窓口一本化 

 市は、派遣された自衛隊との円滑、迅速な措置が取れるよう連絡交渉の窓口を明確にする。 
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エ 派遣部隊の受け入れ 

 県及び市は、派遣された部隊に対し作業が円滑に行えるよう宿舎等必要な施設を提供する。 

オ 市長は、自衛隊の活動状況等について随時知事に報告する。 

（６）災害派遣部隊の撤収 

 知事は、災害派遣活動が完了した場合及び派遣の必要がなくなったと認められた場合、速

やかに撤収要請をする。この場合、民心の安定と民生の復興に支障がないよう市長及び派遣

を命じた部隊の長等と協議する。 

（７）経費の負担 

 自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、市が負担するものとし、その内容はおお

むね次のとおりとする。 

ア 派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資機材（自衛隊装備に係るものを除く。）

等の購入費、借上げ料及び修繕費 

イ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上げ料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

エ 派遣部隊の救援活動実施に際し生じた損害（自衛隊装備に係るものを除く。）の保障 

オ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義のある場合は、自衛隊と市が協議する。 

 

５ 民間団体との協力 

 市は、災害時の応急対策をより効果的に遂行するために、防災関係機関のみならず、事前に

市内の民間団体と各種協定を締結し、災害時における人的、物的資源の確保に努める。 

（１）民間団体の協力業務 

 災害時に民間団体からの協力が得られる業務は、主に次のとおりである。 

ア 異常気象、危険箇所等を発見した時の市災害対策本部への通報 

イ 災害情報の報道及び広報 

ウ 公共施設の応急復旧作業 

エ 応急仮設住宅の建設 

オ 建設資機材の調達 

カ 食料・生活必需品の調達 

キ 非常用飲料水・医療用水の搬送並びに応急給水の補助業務 

ク 医療救護活動 

ケ 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、処理及び処分 

（２）民間団体は、次のとおりである。 

ア 大和アマチュア無線クラブ 

イ FM やまと 

ウ (社)大和建設業協会 

エ 大規模小売店 

オ LPG 備蓄業者 

カ 米穀小売業者 

キ 神奈川県トラック協会県央サービスセンター 

ク 神奈川県乗用自動車協会相模支部大和地区会 
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ケ 大和綾瀬薬剤師会 

コ 石油備蓄業者 

サ 私立学校 

シ 生活協同組合 

ス 大和市管工事協同組合 

セ 大和市電設協会 

ソ 大和市医師会 

タ 大和歯科医師会 

チ 大和市リサイクル事業協同組合 

ツ 神奈川県産業資源循環協会 

テ 大和市環境事業協同組合 

（３）民間団体への協力要請の手続 

 災害時に民間団体からの協力を必要とするときは、その責任者に対し以下の事項を明らか

にして人員の派遣等を要請する。 

ア 活動の内容 

イ 協力を希望する人数 

ウ 調達を要する資機材等 

エ 協力を希望する地域及び機関 

オ その他参考となるべき事項 

（４）民間団体の活動の調整方法 

 災害対策本部は、民間団体の協力を得て応急対策等を進める場合、現地に派遣した市職員

等にその活動状況を常に把握させ、災害対策本部との連絡に当らせる。 

 

６ 広域応援体制の充実 

（１）広域応援部隊（消防、警察、自衛隊、ライフライン事業所等）の活動の円滑化を図るため

に、次の施設を活動拠点として確保する。 

引地台公園……………………………自衛隊 

学校法人柏木学園、イオンリテール株式会社、三機工業株式会社……………消防 

柳橋ふれあいプラザ…………………警察 

（２）市は、上空から重要拠点や被災場所を把握できるように、主な施設の屋上にヘリサインを表

示する。 

（３）市は、県及び防災関係機関と連携して、情報の共有、広域応援部隊や応急活動用備蓄資機

材の配分方法、部隊の効率的運用方法等について検討する。 

 

７ 厚木基地（米海軍・海上自衛隊）との協力 

 市は、地震等の災害時において、被災住民の人命救護を第一義とした救援救護対策を実施す

るうえで必要な場合は、厚木基地（米海軍・海上自衛隊）に対し、各種応援活動を要請する。 

 
資料 

6－1 災害時における各種協定一覧
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第３節 災害救助法の適用 

 

 市長は、大規模な災害の発生により災害救助法に基づく災害応急対策を実施する必要があると

認める時は、知事に対しその旨要請する。 

 災害救助法による救助は、災害に際して飲料水、食料、医療等の応急的・一時的救助を行うこ

とにより、被災者の保護と社会秩序の保全を目的として実施するものである。 

 

１ 災害救助法の適用基準 

 災害救助法は、同法施行令第 1 条の定めるところにより被害の程度が次の各号のいずれかに

該当する場合に適用される。 

（１）市内の住家の減失した世帯数が 100 世帯以上の場合 

（２）神奈川県内の住家の減失した世帯が 2,500 世帯以上あって、市内の住家の滅失した世帯数

が 50 世帯以上の場合 

（３）神奈川県内の住家の減失した世帯が 12,000 世帯以上あって、市内の住家の滅失した世帯数

が多数である場合、又は当該災害が隔絶した地域に発生したものであるなど、被災者の救護

を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって多数の世帯の住家が滅

失した場合。 

（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じる場合であって、内閣府令

で定める基準に該当するとき。 

※ 内閣府令で定める基準 

・被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又

は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。 

・災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続

的に救助を必要とすること。 

 

２ 滅失住家の算定基準 

 １による「減失住家」とは、住家の滅失した世帯を基準としているので、そこまで至らない

半壊住家等は、同条第 2 項の規定により以下のように換算することとされている。 

 

滅失住家 1世帯 ＝ 全壊（全焼・流出）住家 1世帯 

                ∥ 

           半壊（半焼）住家 2世帯 

                ∥ 

           床上浸水等 3 世帯 

 

〔換算例〕 

 現在の大和市では、床上浸水が 300 世帯以上になると災害救助法の適用申請を行える

ことになる。 

    300÷3（換算率）＝100 … 基準（１）に該当 
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３ 災害救助法の適用手続 

（１）大規模な災害が発生し、本市における災害が災害救助法の適用基準のいずれかに該当する

見込みのあるときは、市長は、直ちにその旨を知事に報告する。 

（２）市長は、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができないときは、災

害救助法の規定による知事が行う救助の補助として着手し、その状況を事後速やかに知事に

情報提供する。 

（３）知事は、救助を迅速に行うために必要があると認めるときは、4 に掲げる救助の実施に関す

る事務の一部を市長が行うこととすることができる。 

 

４ 災害救助法による救助の種類 

 「災害救助法施行細則による救助の程度等」（県告示）における救助の種類は、次のとおりで

ある。 

（１）避難所、応急仮設住宅の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）被災した住宅の応急修理 

（７）学用品の給与 

（８）埋葬 

（９）死体の捜索 

（10）死体の処理 

（11）障害物の除去 

（12）救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 

 
資料 

2－9  被害の分類認定基準 

9－4  災害救助法による災害救助基準 

 

第４節 地震情報等の収集、伝達 

 

 大規模地震等の災害発生時に、その被害を最小限にとどめ、迅速・的確な災害応急対策活動を

行うためには、被害に関するあらゆる情報を素早くかつ正確に収集することが重要である。 

 収集した情報は、整理判断のうえ各種の対策に活用するとともに、必要な情報を防災機関及び

市民へ伝達する。 

 

１ 地震情報等の種類及び予警報・情報の発表等 

気象庁及び横浜地方気象台が発表する地震情報等は、次のとおりである。 

（１）地震情報等の種類 

ア 緊急地震速報 

イ 震度速報 

ウ 震源に関する情報 
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エ 震源・震度に関する情報 

オ 各地の震度に関する情報 

カ 大津波警報 

キ 津波警報 

ク 津波注意報 

ケ 津波情報 

２ 地震情報等の受理伝達 

県内の地震震度は、震度情報ネットワークシステム（注 1）により即時に把握する。また、地

震情報等（注 2）が横浜地方気象台から連絡される。 

 市は、神奈川県又は関係機関等から地震に関する重要な情報を受理したときは、直ちに市民

に伝達する。 

（１）県から市への地震情報等伝達基準 

地 

震 

県内最大震度 2 以下（注 3） 伝達は行わない 

県内最大震度 3 以上 
地震情報等並びに県震度情報ネットワークよ

る「地震発生状況」を伝達 

（注 1）震度情報ネットワークシステム 

市町村及び県内主要箇所に設置した計測震度計により計測した震度を、地震発生後直

ちに NTT 回線及び県防災行政通信網を介して県庁、横浜地方気象台及び消防庁に収集・

伝送するシステム 

（注 2）地震情報等 

大津波警報、津波警報、津波注意報、津波情報、緊急地震速報、震度速報、震源・震

度に関する情報、各地の震度に関する情報等の地震・津波に関する情報 

（注 3）震度は気象庁震度階級による。 

 

【地震情報受理伝達図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 
2－2 気象情報の受伝達（横浜地方気象台） 

 

市 
 
 
 
 
 
 
 
 

民 

気
象
庁 

横浜地方気象台 

NHK 報道局 

神奈川県 

神奈川県

警察本部 

NHK 横浜放送局 

RF ラジオ日本 

テレビ神奈川 

大和 

警察署 

大和市 

在京民放 

NTT 東日本また

は NTT 西日本 

消防庁 
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第５節 被害情報等の収集、報告 

 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、適切な対応措置を講じ、市民の生命、財産を

守るため、災害に関する情報の収集及び被害状況の把握について定める。 

 

１ 異常現象発見者の通報 

 災害が発生し、又は発生のおそれがある異常な現象を発見した者は、直ちに市長又は警察官

に通報する。 

 市長は、異常現象の通報を受けたときは、遅滞なく県及び関係機関に通報するものとし、そ

の現象が自然現象であるときは、横浜地方気象台に併せて通報する。 

 

２ 被害情報等の収集 

 関係各部は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちに情報収集のための活動

を開始し、状況により警察署及びその他の関係機関と連絡をとり、被害状況及び災害応急対策

に係わる必要な情報の収集に当たる。 

（１）被害情報のとりまとめ 

収集した被害情報は、各部総務担当班で集約のうえ、その結果を災害対策本部に報告する。

この場合、集約に時間を要すると判断されるときは、概数又は見込み数の速報を行うこと。 
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（２）被害調査の調査実施区分 

被害調査は、すべての災害対策活動の根幹となるものであり災害救助法の適用もこの被害

状況が基本となるので、迅速かつ正確な被害調査を実施できるような体制が必要である。 

調査の対象とそれぞれの調査実施部の分担は、次のとおりである。 

 

調査実施部 調 査 対 象 項 目 

市長室 
1 災害情報等の収集整理及び分析 
2 基地内の被害 

政策部 

1 北部地区の被害 
2 中部地区の被害 
3 南部地区の被害 

総務部 
1 市有財産の被害 
2 市有物件の被害 

協力部 
1 電気、ガス、水道等生活関連施設の被害 
2 交通機関の運行状況 

文化スポーツ部 
1 社会教育施設の被害 
2 文化財の被害 

市民経済部 
1 商工業関係の被害 
2 ターミナル駅の被害 

健康福祉部 
1 福祉施設の被害 
2 医療機関の被害 

こども部 
1 保育施設の被害 
  （私立保育園、私立幼稚園を含む） 

教育部 
1 学校施設の被害 
  （県立高等学校、私立学校を含む） 

環境施設農政部 

1 農業関係の被害 
2 公園・緑地等の被害 
3 事業所の公害防止施設の被害 
4 河川の被害 
5 下水道施設の被害 

街づくり施設部 

1 住宅等の被害 
2 がけ地等の被害 
3 道路、橋梁の被害 
4 街路樹の被害 

消防部 
1 人的被害 

2 火災等による物的被害 
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３ 被害状況及び災害情報等の報告 

（１）報告の系統 

ア 報告 

 報告の系統は、次のとおりとする。 

【災害対策本部設置前】 

 

 

 

 

 

 

 

【災害対策本部設置時】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被害調査及び報告 

ア 住家等被害調査 

住家等の被害調査班は、住家、非住家等の被害調査表（様式第 1 号）に基づき調査をし、

市災害対策本部に報告する。 

イ 市有建物被害調査 

市有建物被害調査班は、市有建物被害調査表（様式第 2 号）に基づき調査をし、市災害

対策本部に報告する。 

ウ その他の被害調査 

ア、イ以外の被害調査班は、その他の被害状況調査表（様式第 3 号）に基づき調査をし、

市災害対策本部に報告する。 

エ 人的被害調査 

人的被害調査班は、人的被害状況調査表（様式第 4 号）に基づき調査をし、市災害対策

本部に報告する。 

（３）県への報告 

 県知事に対する報告は、災害情報管理システム、県防災行政通信網等により行う。有線及

び無線通信等が不通の場合は、通信可能な地域まで伝令を派遣する等あらゆる手段を尽くし

て報告するよう努める。 

ア 災害発生報告 

 災害が発生した場合は、速やかにその内容について別紙様式により報告する。また、被

害状況が判明次第報告する。 

イ 確定報告 

＊ 県現地災害対策本部が設置されない場合 市 民 

各種団体等 

指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関 

指定地方公共機関 

市災害対策本部 県現地災害対策本部 県災害対策本部 

市 民 

各種団体等 

指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関 

指定地方公共機関 

大 和 市 神 奈 川 県 
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 被害が最終的に確定したときは、別紙様式により確定の報告を行う。 

ウ 避難状況・救護所開設状況報告 

   避難を指示した場合あるいは救護所を開設した場合は、その内容について別紙様式によ

り報告する。 

エ 応急対策活動状況及びその他の報告 

 応急対策の活動状況及びその他災害に係わる状況について、それぞれ所要の報告を行う。 

（４）関係機関等との協力 

 市、県、指定地方行政機関、地方公共機関、指定地方公共機関及び防災上重要な施設の管

理者は、必要に応じ相互の被害状況等について情報の交換を行う。 

資料 
2－1  災害活動処理票 
2－7  被害状況調査等様式 
2－8  被害報告様式 
2－9  被害の分類認定基準 

 

第６節 通信の確保 

 

 災害に関する情報の収集及び伝達、並びに災害応急対策に必要な指揮命令の伝達を迅速かつ確

実に実施するため、現有通信施設を最大限に活用するとともに、その機能の確保と整備を推進

し、通信体制の強化を図る。 

 

１ 通信連絡 

（１）市及び防災関係機関が行う災害に関する予報、警報及び情報の伝達若しくは被害状況の収

集報告、その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として有線通信（加入電話）、インタ

ー（イントラ）ネット又は無線通信により速やかに行う。 

（２）加入電話を使用する場合には、回線の状況によりＮＴＴ東日本が指定した災害時優先電話

を利用する。 

 

２ 有線通信途絶の場合 

（１）県との通信連絡 

 県防災行政通信網、その他通信手段を利用又は使用して遅滞なく報告等を行う。 

（２）市各部班との連絡 

 災害現場等に出動している各部班との連絡は、市防災行政無線及び防災情報システム、衛

星携帯電話、ＭＣＡ無線等により行う。 

 なお、有線通信設備の速やかな応急復旧を図るために、関係機関に対して所要の要請を行う。 

 

３ 通信の統制 

 災害発生時には通信機能の混乱が予想されるため、通信施設の管理者は必要に応じ適切な通

信統制を実施し、円滑、迅速な通信の確保に努める。 

 通信の統制は、次により実施する。 
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（１）重要通信の優先（救助、避難指示等の重要性の高い通信を優先する。） 

（２）統制者の許可（通信に際しては、統制者の許可を得る。） 

（３）移動系個別通信の禁止（移動系各局間通信の際は、統制者の許可を得る。） 

（４）簡潔通話の実施（通信は、明瞭、簡潔に行う。） 

（５）専任の通信担当者の設置（各無線局には担当者を常駐させる。） 

 

４ 通信施設の応急対策 

 災害発生時、通信施設の所有者又は管理者は、速やかに施設を点検し、被害を受けた部分に

ついて応急対策を講じ、通信を確保する。また、通信施設の所有者又は管理者は、相互の連携

を密にし、必要に応じて相互協力を行う。 

 

５ 各種通信施設の利用 

 一般加入電話及び防災行政無線等が使用不能になったときは、神奈川県乗用自動車協会相模

支部大和地区会、大和アマチュア無線クラブ及び関東地方非常通信協議会の構成員の協力を得

て、その所有する無線通信施設を利用して通信を行う。 

 

６ 県防災行政通信網の運用 

県防災行政通信網は、有線系、衛星系の各システムから構成され、大規模な災害が発生した

際に、防災関係機関の間で迅速、的確に情報を受伝達する。 

市は、横浜地方気象台から送信される気象情報や地震情報などの緊急防災情報を、県を介し

て受信する。データによる一斉受令や音声通話、ビデオ通話等の機能が使用できる。 

 設置場所等は次の通りである。 

設 置 場 所 等 番 号 設 置 場 所 等 番 号 

IP電話(危機管理課) 2140 閉域スマホ(指令課) 3141 
IP電話(災害対策準備室) 2141 閉域スマホ(市立病院) 3932 
IP電話(災害対策本部室(研修室)) 2142 受令端末(危機管理課) 4140 
IP電話(守衛室) 2143 受令端末(指令課) 4142 
IP電話(防災無線室) 2144 受令端末(災害対策本部室) 4146 
IP電話(指令課) 2145 衛星電話(危機管理課) 0145611 
閉域スマホ(危機管理課) 3140   

 

７ 通信体制の整備 

 災害情報等の受伝達を迅速かつ確実に実施するため、既設通信網の拡充、機器設置場所の耐

震性の強化及びシステムの多重化等、通信体制の整備に努める。 

 

資料 
2－3  防災行政通信網の全体像 
2－4  市防災行政無線（固定系）設置場所一覧表 
2－5  MCA無線設置場所一覧表 
2－6  280MHz個別受信機（防災ラジオ）設置場所一覧表 
6－1  災害時における各種協定一覧 
7－9  大和市防災行政無線局管理運用要領 
7－10 大和市防災行政無線運用基準 
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第７節 災害広報 

 

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、速やかに広報部門を設置し、市民に対し

て正確な情報を迅速に提供することにより、人心の安定・混乱の防止を図り、適切な判断による

行動がとられるように努める。 

１ 実施機関と広報内容 

機 関 名 広 報・報 道 内 容 

大 和 市 

１ 災害の状況に関すること 

（１）地震の規模 

２ 避難に関すること 

（１）高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

（２）避難場所・避難生活施設 

３ 応急対策活動の状況に関すること 

（１）医療救護所の管理・運営 

（２）交通、道路、電気、水道等の復旧 

４ 市民生活に関すること 

（１）給水、給食 

（２）電気、ガス、水道等の二次災害の防止 

（３）防疫 

（４）臨時災害相談所の開設 

（５）安否情報 

大  和  市 

（消防本部） 

１ 出火防止、初期消火に関すること 

２ 避難に関すること 

大 和 警 察 署 

１ 交通規制に関すること 

２ 警備活動に関すること 

３ 避難に関すること 

防災関係機関 

１ 電気、ガス等の二次災害の防止に関すること 

２ 所管業務の被害状況、復旧状況に関すること 

３ 避難に関すること 

 

２ 災害広報の伝達 

災害に関する予報や情報は、あらゆる状況下においても確実に伝達する必要があることから、

次の方法を用いる。 

（１）防災行政無線 

（２）自動音声応答装置（0120-112-933） 

（３）FMやまと 

（４）やまと PS メール 

（５）ヤマト SOS 支援アプリ 

（６）インターネット（市ホームページ及びヤフー株式会社との協定によるYahoo!サービス） 

（７）Yahoo!緊急情報配信サービス 

（８）CATV（株式会社ジェイコム湘南・神奈川との協定による J:COM チャンネル） 
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（９）緊急速報メール 

（10）大和市役所公式ツイッター 

（11）大和市役所公式 LINE 

（12）避難所等混雑状況表示システム（VACAN） 

（13）広報車巡回 

（14）大和市広報 PR ボード 

（15）自主防災会広報班による地域内個別広報 

また、必要に応じて職員による現場での指示やビラ・広告等の現地での配布、掲示を行う他、

「災害時における関東郵政局と神奈川県の相互協力に関する覚書」に基づき、集配郵便局等を

媒体とした広報に努める。なお、高齢者、障がい者、外国人等に対しては、要配慮者という立場

に十分配慮した広報に努める。 

 

３ 各関係機関との調整 

災害対策本部が設置され、防災関係機関が出席を求められたときには、本部に出席する者の

他に連絡員を本部に待機させ、広報の実施等、重要な事項の伝達に当らせる。また、災害対策

本部は市議会に対しても重要な災害情報等の伝達を図る。 

 

４ 報道機関への発表 

報道機関に対し、被害状況及び応急対策状況等について、定期的又は必要に応じて発表す

る。なお、発表は、原則として特設室を設けて行う。 

 

資料 
2－4 市防災行政無線（固定系）設置場所一覧表 
2－5 MCA無線設置場所一覧表 
2－6 280MHz個別受信機（防災ラジオ）設置場所一覧表 
 
 

第８節 消防対策 

 

消防機関は、地域防災計画との有機的連携のもと、市消防計画に基づき市民の生命、身体、財

産を災害から保護するとともに、災害による被害を軽減するために傷病者の搬送を適切に行うな

ど、各種消防活動を推進する。大災害時における消防機関の諸活動の概要は、次のとおりである。 

 

１ 消防活動の内容 

（１）災害の防御及び鎮圧 

（２）避難の誘導 

（３）負傷者の救出・救護及び搬送 

（４）被害の調査 

 

２ 活動組織 

 災害の発生を認知したときから危険が解除されるまでの消防組織は、別に定める市消防計画

により、次のとおりとする。 
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（１）通常災害時（消防本部、消防署、消防団）の部隊編成 

（２）非常災害時（消防本部、消防署、消防団）の部隊編成 

 

３ 消防職員及び消防団員の招集 

 大規模な災害の発生が予想される場合、事前に消防職員及び消防団員の非常招集を実施する。 

（１）招集種別及び人員 

 招集種別は、大和市災害対策本部要領に基づく、1 号配備、2 号配備、3 号配備の 3 種とし、

その人員は消防長が定める。 

 また、消防団にあっては、消防団部隊の災害出動要領に基づく全消防分団車両並びに全分

団員とする。 

（２）集結場所 

 原則として職員は、勤務場所に、団員は所属する車庫詰所に集結する。 

（３）人員報告 

 署長及び団長は、非常招集から完了まで、随時、集結場所ごとの招集人員を消防長に報告する。 

 

４ 輸送方法 

  あらかじめ招集した集結場所から現場への動員輸送は、消防本部管理下にある消防車、救急

車等の消防車両及び市災害対策本部に要請し、調達を受けた車両により実施する。 

 

資料 
4－2  消防本部・消防署車両配備一覧表 
4－3  消防団組織及び団員数等 
7－11 大和市火災警報規則 
 
 

第９節 救急医療対策 

 

 市は、適切な救急医療活動を実施できるよう県と協力のうえ、平素から消防、警察、医師会そ

の他関係機関と緊密な連絡体制の整備を図る。 

 

１ 対策事項 

 市は、大規模な地震災害等により集団的に傷病事故が発生した場合、関係機関が迅速かつ的

確な救急医療活動を実施できるようあらかじめ次の事項を整備する。 

（１）情報の通報及びその体制に関すること 

（２）救急医療関係機関の連絡調整に関すること 

（３）医療関係者の出動に関すること 

（４）救急医療の範囲、種別に関すること 

（５）出動した医師等に対する諸費用の支弁に関すること 

（６）その他救急医療対策の実施に関し必要なこと 
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第１０節 警備対策 

 

 大地震発生に際しては、警備体制を早期に確立し、警察の総力を挙げて人命の安全を第一とした迅

速、的確な災害応急対策を実施することにより、市民の生命、身体及び財産の保護、交通秩序の維持、

各種犯罪の予防検挙その他公共の安全と秩序を維持して、被災地における治安の向上を期する。 

 

１ 警備体制の確立 

（１）大地震発生と同時に警察署に警察署長を長とする警察署警備本部を設置し、指揮体制を確

立するとともに、所要の要員を大和市災害対策本部に派遣し、協力・連携体制を強化する。 

（２）警察は別に定めるところにより、警備部隊等の編成を行うほか、事案の規模及び態様に応

じて迅速、的確な部隊運用を行う。 

 

２ 災害応急対策の実施 

 県警察は、市災害対策本部等関係機関と連携して、次の対策を実施する。 

（１）情報収集・連絡 

 災害警備活動上必要な情報を収集し、必要により関係機関へ連絡を行う。 

（２）救出救助活動 

 把握した被災状況に基づき、迅速に機動隊等の部隊を出勤させ救出救助活動を実施する。 

 また、警察署長は、消防等防災関係機関の現場責任者と随時、捜索区割り等現場活動に関

する調整を行う。 

（３）避難指示等 

 警察官は、災害対策基本法第61条又は現場の状況に応じ、警察官職務執行法第4条により

避難の指示を行う。 

（４）交通対策 

 被災地域における交通の混乱の防止を図り、災害応急対策活動が円滑に行われるように、

大震災の被災規模・状況に応じて、一般車両の通行を禁止する区域及び通行を制限する区域

の認定や緊急交通路の確保など必要な交通規制を実施する。 

（５）危険物等対策 

 大規模災害発生時に、危険物施設、火災原因となるおそれがある薬品を管理する施設、ボ

イラー施設等の危険箇所について速やかに、大規模火災、有害物質の漏えい、爆発等の発生

の有無の調査を行い、状況に応じ施設内滞在者及び施設周辺住民の避難誘導や交通規制等災

害の拡大を防止するための的確な措置を行う。 

（６）防犯対策 

 被災地の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や援助物資の搬送路及び集積地にお

ける混乱、避難生活施設等におけるトラブル等を防止するため、被災地及びその周辺におけ

るパトロールの強化、避難生活施設等の定期的な巡回を行う。 

 また、被災地において発生しがちな悪質商法等の生活経済事犯、窃盗犯、粗暴犯、暴力団

による民事介入暴力等の取締りを重点的に行い、被災地の社会秩序の維持に努める。 

（７）ボランティア等との連携 

 自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体との連携を図り、被災地における各種犯

罪・事故の未然防止と被災住民等の不安除去等を目的として行われるボランティア活動が円



大和市地域防災計画 

第 2 編 地震災害対策計画編 

 

９４   

 

滑に行われるよう必要な支援を行う。 

（８）広域応援 

 県公安委員会は、発生した災害の規模に応じて、速やかに広域緊急援助隊等の援助要請を行

う。 

 

第１１節 避難対策 

 

 地震等の災害の発生に伴い、地震火災や土砂災害等の二次災害を被るおそれがある場合、被災

者を安全な地域に一時避難させ、又は安全な施設に収容保護することにより、人命の安全を確保

しなければならない。このような場合の避難誘導、避難、避難生活施設の開設等について必要な

事項を定める。これらの場合には、災害時の男女のニーズの違い等、双方の視点に十分配慮する

ように努める。 

 

１ 市民の自主避難 

  市民は、周囲の状況等により避難が必要であると判断したときには、自主的に避難する。また、市

は、平素から危険区域、避難場所、避難経路、避難の方法等を周知するとともに、市民が自主的な避

難や緊急避難ができるよう指導する。 

 

２ 来訪者、入所者等の避難誘導 

 公共施設等の管理者（指定管理対象施設の場合は指定管理者）は、地震災害時に来訪者、入

所者の安全を確保するために避難対策を講ずる。 

（１）避難計画の策定 

 公共施設等の管理者は、施設の実態に即して自衛消防組織などを活用して来訪者、入所者

の避難計画を策定する。 

（２）避難完了の報告 

 公共施設等の管理者は、来訪者、入所者の避難誘導を完了したときは、所管部班を通じて

災害対策本部へその旨を報告しなければならない。指定管理対象施設では、所管部班が指定

管理者からの避難誘導完了の報告を受け、災害対策本部へその旨を報告する。 

（３）事務所、私立学校等における避難状況の報告 

 市の施設以外の事業所等の管理者は、所管施設における避難の状況を市の所管部班に報告

する。 

 

３ 避難に関する措置 

（１）避難指示 

 避難指示は、災害対策基本法第６０条第１項に基づき、災害が発生し、又は発生のおそれが 

あり、市民の安全確保や災害拡大の防止等に必要があると認められる場合において、市長が発 

令する。なお、市長から要求があった場合や市長が避難等で指示することができない場合、関

係法令に定められている指示の要件を満たしていると認められる場合においては、次表に掲げ

る関係機関も避難指示を発令することができる。 
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ア 避難指示等を行う者 

  災害対策基本法による避難指示等を行う者は、次のとおりである。 

市 長 市民の生命、身体に危険を及ぼすと認めるとき、第一義的に実施する。 

知 事 市長が避難指示等をすることができなくなったとき、市長に代わって実施する。 

警察官 

市長が避難指示等をすることができないと認めるとき､又は市長から要求があ

ったとき実施し、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場

に居合わせた者に対して、職権で避難の措置を実施する。 

自衛官 
災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官は、危険な事態が生じ、警察官がその場に

いないときに実施する。 

イ 避難指示等の判断 

  市長は、次に掲げるような事象が発生し、避難の必要があると判断したときは、避難指

示を発令する。なお、避難のための立退きを行うことがかえって危険であり、かつ事態に

照らし緊急を要すると認めるときは、緊急安全確保を発令するものとする。 

  また、避難指示の解除に当たっては、十分に安全の確認に努めた上で行うこととする。 

 発令時の状況 市民に求める行動 

避難指示 

・前兆現象の発生や、災害の切迫し

た状況から、人的災害の発生す

る可能性が明らかに高まった状

況 

・避難場所等への避難行動を開始する。 

ウ 避難指示等の伝達内容 

  災害対策基本法による避難指示等を実施する者は、次の内容を明示して行う。 

（ア）避難する理由 

（イ）避難対象地域 

（ウ）避難先 

（エ）その他必要な事項 

エ 避難措置の報告 

  避難指示等を行った者は、次により必要な事項を報告又は連絡する。 

（ア）市長の措置 

 

    （イ）警察官の措置 

ａ 災害対策基本法に基づく措置 

 

市 長 

知事（危機管理防災課） 

警察官 知事（危機管理防災課） 警察署長 市 長 

警察署長 
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ｂ 警察官職務執行法に基づく措置 

（ウ）自衛官の措置 

 

 

（２）避難の解除 

 避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示するとともに知事に報告する。 

 市民への周知の方法は、防災行政無線、広報車、立看板、報道機関の協力等を利用し市

民が十分に了知できるようにする。 

災害対策基本法第 60 条 －抄－ 

 1 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、（略）市町村長は、（略）

避難のための立退きを指示することができる。 

 5 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちにその旨を公示しなければならな

い。 

（３） 法令による避難措置 

項  目 
災害対策基本法 

第 60 条 

地すべり等防止

法第 25 条 
水防法第 29 条 

警察官職務執行

法第 4 条 

指示権者 市町村長 

都道府県知事又

はその命を受け

た職員 

都道府県知事、

その命を受けた

職員又は水防管

理者 

警察官 

（自衛官） 

要  件 

災害が発生し又は発

生するおそれがある

場合において、人の

生命又は身体を災害

から保護し災害の拡

大を防止するとき。 

地すべりにより

著しい危険が切

迫しているとき。 

洪水又は高潮の

氾濫により著し

い危険が切迫し

ているとき。 

人の生命、身体に

危険を及ぼすおそ

れのある天災や爆

発等の危険がある

場合で特に急を要

する場合。 

対  象 

必要と認める地域

の居住者、滞在者そ

の他の者 

必要と認める区

域内の居住者 

必要と認める区

域内の居住者 

その場に居合わ

せた者 

指示内容等 
避難のための立ち

退きの指示 

立ち退くべきこ

とを指示 

立ち退くべきこ

とを指示 

避難の措置 

警察官 警察署長 県警察本部 県公安委員会 

市  長 知事（危機管理防災課） 

自衛官 市  長 知事（危機管理防災課） 

状況に応じ 
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その他 

その旨を知事に報

告する。必要がなく

なったときは公示

する。 

当該区域を管轄す

る警察署長にその

旨を通知する。 

水防管理者が指

示をする場合に

おいては、当該

区域を管轄する

警察署長にその

旨を通知する。 

公安委員会に報

告する。 

 

４ 避難誘導 

市は、延焼火災の拡大等の危険が切迫したときは、消防、警察、自主防災組織等の協力を得

て、住民が迅速かつ安全に避難できるよう、組織的な避難誘導に努める。 

（１）市は、延焼火災等により避難指示を発令したときは、災害状況等を情報発信し、防災関係 

   機関等の協力を得て、避難誘導する。 

（２）要配慮者に対する避難誘導は、地域住民及び自主防災組織等の協力を得て、広域避難場所 

   等へ迅速かつ安全に誘導する。 

（３）学校、病院、工場、福祉施設等の管理者は、避難計画に基づき、児童、生徒、入院患者、 

   従業員、施設利用者等を迅速かつ安全に誘導する。 

 

５ 避難生活施設等の開設 

 市長は、被災者に対する救援措置を行うため、必要に応じて避難生活施設等を開設する。 

（１）開設の方法等 

 避難生活施設は、あらかじめ指定した避難生活施設等（以下「指定避難所」という）のうちから、

災害対策本部長が災害の状況及び規模を勘案して、安全適切な場所を選定のうえ担当部に開設させ

る。 

 ただし、緊急を要する場合で、災害対策本部による選定の猶予がないときは、担当部の判

断により避難生活施設等を開設することができるものとするが、判断を下した担当部等は、

施設及び周囲の安全に十分配慮して決定する。 

 なお、福祉避難所となる市の施設の施設管理者である指定管理者は、施設管理に関する契

約・協定等に避難所運営等に関する特別の定めがある場合は、その定めるところにより行う。 

（２）開設の報告 

 担当部は、避難生活施設等開設に関わる次の事項を災害対策本部に報告しなければならな

い。 

ア 避難生活施設名 

イ 担当職員数 

ウ 責任者名 

エ 利用できる通信機器の状況（無線の場合は呼び出し符号） 

（３）開設の周知 

 市長は、避難生活施設等を開設した場合において、速やかに地域住民に周知するとともに、

県、警察、自衛隊等関係機関に連絡する。 

（４）県有施設の利用 

 市長は、必要があると認めた場合には、県に被災者を一時収容するため、県有施設の一部

を避難所として提供するよう要請する。 
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（５）避難生活施設等内の区画の設定 

ア 屋内避難生活 

（ア）既存建物を使用するに当たり、施設管理者との協議により建物の一部を使用し、又は

一部を使用しない場合は、使用禁止の部分を明確にするため貼り紙等による表示を行う。 

（イ）市職員等の事務所、物品保管場所等を設けて、貼り紙等により表示を行う。 

 医療救護所を併設する場合は、必ずその表示を行う。 

（ウ）避難者を収容するに当たっては、発熱や咳などの症状がある体調不良者とそうでない

者、要配慮者の有無、地域割り等を考慮するとともに、プライバシーの確保に配慮しな

がら適切に動線、区画を設定する。 

（エ）新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、十分な避難スペースを確保する。 

（オ）仮設トイレ、ごみ集積所、携帯トイレの使用により発生する、し尿ごみの集積所を屋

外に設置する。 

（カ）避難生活が長期に及ぶ場合には、空きスペースの状況を勘案し、子どもの遊戯・学習

部屋や避難者の交流スペースの確保に努める。 

イ 屋外避難生活 

（ア）屋外においてテント等を使用して避難生活を行う場合は、雨天等を考慮して溝掘り等

必要な措置を講じる。 

（イ）事務所、物品保管場所等については、屋内避難生活に準じる。 

 

６ 避難生活施設等の運営 

 避難生活施設等は、大規模地震発生時に地域住民（避難者）が、一定期間、臨時の生活拠点

として利用するところである。 

 避難生活施設が避難者にとって秩序のとれた臨時の生活拠点として機能するためには、自主

防災組織等の代表、施設管理者及び市職員からなる避難生活施設運営組織による自主的な運営

が重要である。 

 避難生活施設運営組織の在り方及び避難生活施設の運営方法については、「避難生活施設運営

マニュアル」として別途作成する。 

 なお、避難生活施設に従事する市職員は、避難生活施設運営組織の各構成員との連携のもと、

（１）に示す業務に従事する。 

（１）避難所従事者の職務内容 

ア 避難者の把握に努める。なお、避難所収容台帳（様式１）を作成し、直ちに災害対策本部

に提出する。 

イ 負傷者に対して応急手当を実施するとともに、必要に応じて医療救護所等へ搬送する。 

ウ ＭＣＡ無線を活用して、災害対策本部と連絡をとり、避難生活施設の状況の報告と避難

者の支援に関する情報収集に努める。 

エ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策等のため、避難者の健康管理や避難生活施

設内の衛生管理に特に留意し、必要な措置を講じるときは、所属長の指示を仰ぐ。 

オ 自主防災組織や住民等に携帯トイレの使用を案内する。必要に応じて、仮設トイレを設

置する。 

カ 避難生活施設の安全に常に注意し、危険と判断した場合には災害対策本部に報告し、避
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難者を他の安全な場所へ誘導する。 

キ 食料、その他生活必需物資の配分については、自主防災組織及び災害ボランティア等の

協力を得て公平に行う。なお、物資の管理については、物品受払簿（様式 2）に記帳する

ことにより行う。 

ク 避難者名簿を確認し、情報の公開に同意している避難者に限り、訪問者等からの安否確

認等の問合せに対応する。 

ケ 避難生活施設の運営に当たっては、努めて融和を図り、避難者の精神的負担を和らげる

ようにする。また、要配慮者や性的マイノリティの方へのケア、避難者のプライバシーの

確保、男女のニーズの違い等、多様な視点が反映できるようにする。 

コ 避難生活施設の運営状況について、特段の異常がなくとも 1日に 1回午前 10 時に担当

部を経由して災害対策本部へ報告するとともに、避難所日誌（様式 3）に記録する。 

（２）避難生活施設の使用及び管理 

ア 避難生活施設の管理者は、平常時における当該施設の管理者とする。 

イ 避難生活施設の使用（設備、備品等を含む。）及び管理は、すべて施設の管理者及びその

他の責任者の承諾と協力を得て行う。 

（３）避難生活施設の開設期間 

 避難生活施設の開設期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。 

 ただし、被害の状況、住宅の応急修理の状況及び応急仮設住宅の建設状況を勘案し、県を

通して内閣総理大臣と協議（災害救助法適用時）並びに施設管理者との調整により延長でき

る。 

 

７ 避難所外避難者 

（１）状況の把握 

   被災者は、避難生活施設だけではなく、在宅での避難や空き地、子供広場や民間（事業所

を含む）の厚意により開放された建物内に避難することが予想される。市災害対策本部は、

このような避難所外避難者への避難状況について、情報収集に努める。 

（２）対策 

   市災害対策本部は、避難所外避難者についても、避難生活施設と同様に避難住民の名簿を

作成し、必要な物資や支援が行き届くよう配慮する。その際には、避難生活施設を支援拠点

とし、住民からの協力を得て、一体的な運営となるよう努める。また、情報伝達には、身近な

情報入手手段として、大和市広報 PR ボードを積極的に活用する。 

 

８ 帰宅困難者への対応 

 帰宅困難者が発生した場合、一時滞在施設に関する情報や、鉄道等の運行復旧状況など、必

要な情報提供を行い帰宅困難者対策に努める。 

（１）市の対応 

ア 事前に指定した帰宅困難者用の一時滞在施設を迅速に開設し、円滑な管理運営を行う。ま

た、帰宅困難者への開設状況の広報と県・鉄道事業者・警察への情報伝達を行う。帰宅困難

者を施設へ誘導する際には、道路状況など安全の確保に特に留意する。 

イ 帰宅困難者が発生した場合、鉄道事業者・県等と協力して市内の被害状況、周辺の避難所

等に関する情報、鉄道等の運行・復旧状況などの情報提供等を行う。また、徒歩帰宅が困難
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な高齢者等の避難場所の確保や輸送対策等に努める。 

ウ 協定を締結している事業者・団体等に対して、必要に応じて飲料水やトイレ等の施設の

提供について協力を求める。 

エ 鉄道事業者、警察、駅周辺事業者等と連携して、必要に応じて帰宅困難者が発生した場合

に市が所有するバス等で帰宅困難者への支援を図る。 
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〔様式 1〕避難生活施設収容台帳 

避 難 生 活 施 設 収 容 台 帳 
避難生活

施設名 
 開設期間 月  日  時から  月  日  時まで 責任者   

番号 氏  名 住  所 性別 年齢 収容日時 退所日時 記 事 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

注 記事欄には収容者の移動状況及び使用物品等記載する。 
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〔様式 2〕物品受払簿 

 
避難生活 
施設名 

 責任者  

日付 品 名 摘 要 受入数 払出数 現在高 取扱者 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  必要に応じて、品目別に作成すること。 

  摘要欄には、受け入れ先、用途、払出し先等を明記すること。 
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〔様式 3〕避難生活施設日誌 

 
避難生活 
施設名 

 責任者  

日 付 事   項 措置等の概要 取扱者 

    

    

    

    

    

    

    

資料 
3－2 広域避難場所一覧表 
3－3 指定緊急避難場所、指定避難所一覧表
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第１２節 交通対策 

 

 地震発生後、特に初期には、救急、救助、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、緊急通行

車両の通行を確保する必要があり、そのため一般車両の通行禁止などの交通規制を直ちに実施

し、緊急交通路を確保する。 

 また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・空のあらゆる必要な手段を利用

し、緊急輸送ルートの確保に努めるなど総合的な緊急輸送を実施する。 

 

１ 被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

（１）警察 

ア 危険防止及び混雑緩和の措置 

 被害の状況を掌握し、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、必要な交通規制を

実施して、市及び道路管理者と協力し、危険箇所の表示、う回路の指示、交通情報の収集

及び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防止及び混雑緩和のための措置を行う。 

イ 大震災発生時の交通規制等 

 大震災発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的に行う必要が

あり、被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に次により対応する。 

（ア）被災地等への流入抑制 

 大震災が発生した直後においては、次により、避難路及び緊急交通路について優先的

にその機能の確保を図る。 

ａ 混乱防止及び被災地への流入抑制のための通行禁止区域又は通行制限区域（以下

「通行禁止区域等」という）を設定し、交通整理又は交通規制を行う。 

ｂ 流入抑制のための交通整理又は交通規制を行う場合には、隣接都県と連絡を取りつ

つ行う。 

ｃ 高速自動車国道及び自動車専用道路については、通行禁止区域等におけるインター

チェンジ等からの流入を禁止する。 

（イ）緊急交通路確保のための交通規制 

 大震災が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生することが予想

され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等災害応急対策のため

の緊急交通路の確保等が中心となるので、道路交通の実態を把握し、災害対策基本法第 76 条

第 1 項の規定に基づき緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限する。 

（ウ）道路管理者への通知 

（イ）による通行の禁止又は制限を行う場合、道路管理者及び関係都県公安委員会への

通知を速やかに行う。 

（エ）警察官の措置 

 通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となること

により災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときは、必要に応じ当該

車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行う。 

（２）自衛官及び消防吏員 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官又は消防吏員は、警察官がいない場合に限り、それぞれの
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緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両その他の物件の所有者に対して

移動させるなど必要な措置を命令するほか、相手方が現場にいない場合は、当該措置を行う。当該

措置命令をし、又は措置を行った場合は、管轄する警察署長にその旨通知する。 

（３）市の通行規制等 

 市は、道路をはじめ市内のすべての交通状況を把握し、情報を警察署、関係機関、市民に

伝達する。また、県の実施する通行規制のほか、市民の安全と円滑な災害応急対策に必要があると

きは、警察署と協力して、区間を指定して車両の移動を命じるか、もしくは通行の規制を実施

する。 

 

２ 自動車運転者のとるべき措置 

（１）避難のために車を使用しないこと。 

（２）急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させ、カ

ーラジオ等で地震情報や交通情報を聞き、その情報や周囲の状況に応じて行動すること。 

（３）車両を置いて避難するときは、できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 

（４）やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて停車し、エンジンを止め、

エンジンキーは付けたままとし、窓を閉め、ドアロックはしないこと。 

（５）駐車するときは、避難する人や緊急車両の通行等、災害応急対策の実施の妨げとなるよう

な場所には駐車しないこと。 

（６）危険物を運搬中の車両は、あらかじめ定められている安全対策を速やかにとること。 

 

３ 道路の応急復旧 

（１）道路管理者は、管理する道路について早急に被害状況を把握し、災害応急対策が円滑に実

施できるよう、緊急通行車両の通行の妨害となっている車両その他の物件の移動等の措置、

障害物の除去、応急復旧等、次の点に留意し、必要な復旧道路（橋梁）を重点的に確保する。 

ア 救急、救助、消火活動上重要な道路 

イ 医療対策計画上重要な道路（救急指定病院、広域医療機関及びヘリコプター臨時離発着

場に通じる道路） 

ウ 広域応援受け入れ及び緊急生活物資等輸送上重要な道路（本編第 1 章第 11「緊急輸送道

路」で指定する路線で応急対策活動上必要な道路） 

（２）道路管理者は、災害応急対策の応援に関する協定等に基づき協力を要請し、車両その他物

件の移動等、障害物の除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保に努める。 

（３）道路上の車両その他物件の移動等、障害物の除去について、道路管理者、警察、自衛隊等

は、状況に応じて協力し必要な措置をとる。 

 

４ 交通情報の収集等 

（１）交通情報の収集 

 県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速、的確に実施

するため、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を

活用するほか、航空隊との連携により情報を収集する。 

（２）交通情報の広報 
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 県警察は、交通規制の内容を運転者、地域住民に周知するため、看板、垂れ幕、広報車両、航空

機及び現場警察官による広報を積極的に実施する。また、テレビ、ラジオ等のあらゆる広報媒体を

使用して周知に努めるほか、必要に応じて市の協力を求める。 

 市は、上記の規制のほか、不通箇所、う回路、復旧見込み、公共交通機関の運行状況等の道路交

通情報について、広報車、防災行政無線等あらゆる手段を利用してその周知に努める。 

（３）交通規制の標識 

 災害対策基本法第76条第1項に規定する緊急通行車両以外の車両の通行を禁止又は制限す

る標識は、以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 緊急通行車両の確認手続 

 災害応急対策の従事者及び緊急物資輸送車両等については、県知事又は県公安委員会が交付

する標章及び緊急通行車両確認証明書により、通行禁止又は制限の対象外とする。 

（１）緊急通行車両（確認対象車両） 

 緊急通行車両は、災害対策基本法第 50 条第 2 項に規定する災害応急対策の実施責任者、又

はその委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両とする。 

ア 警報の発令及び伝達並びに避難の指示 

イ 消防、水利その他の応急措置 

ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

エ 被災した児童等の応急教育 

オ 施設及び設備の応急復旧 

カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

キ 犯罪の予防、交通の規制その他被災地における社会秩序の維持 

ク 緊急輸送の確保 

ケ その他災害の防御、又は拡大の防止のための措置 

 

 

1 色彩は､文字、縁線及び区画線を青

色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白色

とする。 

2 縁線及び区画線の太さは、1cm とす

る。 

3 図面の大きさの単位は､センチメー

トルとする。 

4 道路の形状又は、交通の状況により

特別の必要のある場合にあっては､図

示の寸法の 2 倍まで拡大し､又は図示

の寸法の 2 分の 1 まで縮小すること

ができる。 
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（２）緊急通行車両の確認 

 災害対策基本法第 76 条第 1 項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同法施行

令第 33 条に規定する標章及び確認証明書の交付事務手続は、県公安委員会（神奈川県警察本

部交通規制課、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署及び交通

検問所）で行う。 

 

【緊急通行車両の標章】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、

「有効期限」、「年」、「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並び

に年、月及び日を表示する部分は白色、地は銀色とする。 

2 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施す。 

3 図示の長さの単位はセンチメートルとする。 
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【緊急通行車両確認証明書】 

 

第  号                           

年  月  日 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 

 

                                知   事 ㊞ 

                                公安委員会 ㊞ 

番 号 標 に 表 示 

されている番号 

 

車両の用途（緊急

輸送を行う車両に

あっては、輸送人

員 又 は 品 名 ） 

 

使 用 者 

住 所 
 

                   （   ）  局  番 

氏 名  

通 行 日 時 
 

通 行 経 路 

出 発 地 目 的 地 

  

備    考   

  用紙は、日本工業規格 A5 とする。
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【大震災時における緊急交通路指定想定路線及び検問所】 

            大和警察署 

路 線 名 交 通 検 問 所 交 通 広 報 要 点  

国 道 ２ ４ ６ 号   大 和 橋 

国 道 ４ ６ ７ 号  
山 王 原 

桜 丘 

一 ノ 関 

大 和 橋 

大 和 駅 入 口 

光 丘 

福 田 入 口  

いちょう団地入口 

県 道 ４ ０ 号 

（ 横 浜 厚 木 線 ）  
上 草 柳 厚 木 基 地 入 口  

県 道 ４ ５ 号 

（丸子中山茅ヶ崎線） 
 新 道 大 橋  

 

 

第１３節 緊急輸送対策 

 

 災害が発生した場合に、被災者及び災害応急対策に必要な人員、物資等を緊急に輸送するため

の輸送道路、輸送力の確保等、輸送体制の迅速な確立を図る。 

 

１ 緊急輸送道路の確保 

（１）緊急輸送の範囲 

 市及び防災関係機関が実施する緊急輸送の範囲は、次のとおりとする。 

ア 被災者の避難輸送 

イ 消防、救急、救助のための要員、資機材及び車両 

ウ 医療（助産）救護を必要とする者 

エ 医薬品、医療資機材 

オ 災害対策要員 

カ 食料、飲料水、生活必需品等の救援用物資 

キ 応急復旧用資機材 

ク その他必要な物資、人員 

（２）緊急輸送道路の確保 

 市、県、県警察及び道路管理者は、緊急性の高い輸送対象、道路啓開の優先度の高い路線

等について、関係者間で情報の共有化を図りながら、緊急輸送道路を確保する。 

市は、車両その他物件により、交通に支障が発生した場合において、必要に応じて神奈川

県に道路啓開を要請する。市道において、道路啓開の指示が国土交通大臣又は神奈川県知事

からなされたときには速やかに対応する。 

（３）輸送対象の想定 

 輸送の対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じて、おおむね以下のとおりとする。 
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ア 第１段階 

（ア）救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

（イ）消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

（ウ）災害応急対策に必要な人員及び物資等 

（エ）医療機関へ搬送する負傷者等 

（オ）緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資 

イ 第 2 段階 

（ア）第 1 段階の続行 

（イ）食料、飲料水等生命維持に必要な物資 

（ウ）傷病者及び被災者の被災地外への輸送 

（エ）輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

ウ 第 3 段階 

（ア）第 2 段階の続行 

（イ）災害復旧に必要な人員 

（ウ）生活必需品 

 

２ ヘリコプター臨時離着陸場の開設 

 航空輸送を円滑に行うため、あらかじめ指定したヘリコプター臨時離着陸場の中から必要と

する臨時離着陸場を開設するとともに、防災関係機関等への周知徹底を図る。 

（１）ヘリコプター臨時離着陸場の種類 

 ヘリコプター臨時離着陸場（以下「ヘリ離着陸場」という）には、次の種類がある。 

ア 消防相互応援協定ヘリ離着陸場 ··· 引地台公園 

大和スポーツセンター競技場 

イ 大和市指定ヘリ離着陸場 ··········· 草柳小学校グラウンド 

大和中学校グラウンド 

（２）ヘリ離着陸場の確保 

 ヘリ離着陸場が不足する際には、災害時の状況に応じて避難生活施設のグラウンドに、市

が開設する。なお、市がヘリ離着陸場を開設したときは、知事に報告する。 

（３）開設の決定 

 ヘリ離着陸場の開設は、県からの指示又は災害対策本部の決定による。 

 

３ 輸送力の確保 

 災害応急対策を実施するために必要な輸送手段の確保は、おおむね次のとおりとする。 

（１）輸送力の確保 

ア 市保有車両 

 市長は、災害対策を実施するため市保有の車両を確保し輸送を行う。 

イ 民間車両 

（ア）乗用車、バス、貨物自動車 

（一社）神奈川県トラック協会及びバス会社・運送業者に協力を要請する。 

（イ）特殊自動車 
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 市内の運送業者又は建設業者に協力を求める。 

ウ 鉄道機関への協力要請 

 災害対策輸送の実施につき必要があるときは、小田急電鉄㈱、相模鉄道㈱、東急電鉄㈱

に協力を求める。 

エ ヘリコプター 

 県及び自衛隊に対して要請を行う。 

（２）車両の調達 

 担当部班は、車両を効率的に管理し必要な車両の調達を行う。また、防災関係機関からの

要請があった時は調達に協力する。 

 市保有の車両ではその数に不足を生じるとき及び特殊な車両を必要とするときは、県、他

市町村、民間団体等から車両の借入を行うことができる。また、状況により自衛隊や（一社）

神奈川県トラック協会に輸送そのものの応援を求めることができる。これらの応援体制につ

いては、本編第 2 章、第 2 節「相互協力体制」を参照のこと。 

 必要な燃料についても、担当部班は、災害時の燃料の供給協力に関する協定に基づき確保

する。 

 

４ 緊急通行（輸送）車両の確保 

（１）緊急通行（輸送）車両の事前届出 

 災害発生時に、緊急通行車両として活動させるためには、平常時に事前届出を行うことが

必要である。 

 事前届出の申請は、緊急通行に係わる業務の実施責任者（市長）が、当該車両を使用して

行う業務の内容を疎明する書類を添えて、届出書を当該車両の使用の本拠の位置を管轄する

県公安委員会（神奈川県警察本部）に提出しなければならない。 

（２）緊急通行（輸送）車両に該当する車両 

 災害時において、地域防災計画に基づき、災害対策基本法第 50 条第 1 項に規定する災害応

急対策を実施するために使用される計画がある車両。 

（３）民間の協力車両 

 災害時における協力、協定に基づく民間車両については、民間業者等に対し、緊急通行（輸

送）車両の事前届出について指導する。 

 

５ 緊急通行（輸送）車両の確認 

（１）あらかじめ緊急通行（輸送）車両の事前届出により「緊急通行車両等事前届出済証」の交付及び

確認証明書の事前の交付を受けている市所有車両ついて、大和警察署（若しくは県警察本部、交通

部三隊、県危機管理防災課、交通検問所においても受けることができる。）に緊急通行（輸送）車

両の確認申請を行い、災害対策基本法施行規則第6条に規定する標章の交付を受け、車両に配置す

る。 

 なお、事前届出のない車両を緊急通行（輸送）車両として使用するときは、緊急通行（輸

送）車両確認申請を速やかに提出し、標章及び証明書の交付を受けて使用する。 

（２）輸送に対する人員は、各活動内容に応じて担当部で確保する。 
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６ 輸送の実施 

 各部の活動において、車両を使用する場合は、車両運行記録簿に必要事項を明記し担当部班

に提出する。 

また、緊急運行車両を運転する際は、緊急通行（輸送）車両確認書を常に携行し、標章につい

ては、当該車両に向かって前面ガラスの右側下に掲出すること。なお、航空輸送については、

本編第 2 章、第 2 節「相互協力体制」を参照のこと。 

 

資料 
 5－1 市保有車両一覧表 

5－2 避難生活施設ヘリサイン表示施設一覧表 
6－1 災害時における各種協定一覧 
 
 

第１４節 医療及び助産対策 

 

 災害によって多数の傷病者が発生したとき、又は医療機関の一時的混乱によりその機能が停止

したときにおいて、救急救護、医療、助産を実施し被災者の迅速な救護を図る。 

 この節では、医療救護と助産をあわせて「医療救護」という。 

 これらの医療救護に伴う初動医療体制、搬送及び後方医療体制、情報連絡体制、医薬品及び資

機材の確保について、それぞれ施策を定める。 

 医療救護に際しては、県及び災害拠点病院や神奈川DMAT指定病院などの関係機関と相互に密

接な連携を保ち、市医師会等との「災害時における医療活動に関する協定」に基づき実施する。

災害救助法の適用後は、県に対し救護を要請する。 

 

 

１ 医療救護対策 

【災害時における医療救護の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）： 後方医療施設とは、災害時の負傷者の受け入れ、救護班の派遣など医療救護活動の中心的

役割を担う施設であり、県は災害拠点病院として35箇所を指定している。そのうち県央医療

圏では、大和市立病院と厚木市立病院が災害拠点病院に指定されている。 

 

 

 

災害現場 

避 難 所 

（負傷者） 

（傷病者） 

医療救護所 

 

（医療救護班） 

後方医療施設 

 

（病 院 等） 

（重症者） 

応急処置 収容治療 

医薬品・医療資器材・血液等の供給 
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【医療救護活動体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）初動医療体制 

ア 医療救護需要の把握 

 災害対策本部は、医療救護所を設置し、医療救護班を派遣する。 

イ 医療救護所の設置 

災害対策本部は、必要と認めた場合に、避難生活施設等において医療救護所を開設す

る。 

 各地区の医療救護所は次のとおりとする。 

北部地区 中部地区 南部地区 

つきみ野中学校 大和市地域医療

センター 
大和歯科医師

会館 

引地台中学校 

鶴間中学校 下福田小学校 

南林間中学校 文ケ岡小学校 上和田小学校 

 草柳小学校  

 光丘中学校  

 

ウ 医療救護班の編成 

 災害時における医療救護を実施するため医師会等の協力を得て、各地区の医療救護所に

対応する医療救護班を編成する。 

 医療救護班は、各救護所に設置される救護所班とそれらを巡回する巡回班で構成される。 

県

災

害

対

策

本

部 

消防機関 警察 自主防災組織 民間協力団体（者） 

災害現場 

市

災

害

対

策

本

部 

医

療

救

護

所 
後

方

医

療

施

設 

市 立 病 院 

医 師 会 

歯 科 医 師 会 

薬 剤 師 会 

指定地方行政機 関 

指定地方公共機 関 

指 定 公 共 機 関 

自 衛 隊 

搬送 

搬送 派遣 派遣命令 

派遣要請 

派遣要請 

救助 

派遣要請 
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（ア） 救護所班の編成 11班体制 

救護所班は、最低限、医師×1人、歯科医師×1人、看護師×4人、薬剤師×1人、事務員×

2人の確保に努め、状況により、必要な増員を検討する。 

（イ）巡回班の編成 3班体制 

 巡回班は、各班、市立病院医師×1 人、同看護師×2 人、同薬剤師×1 人と同事務員×

1 人で構成する。 

エ 医療救護班の派遣 

 災害対策本部は、市立病院に医療救護班の派遣命令及び医師会等に医療救護班の派遣を

要請する。ただし医師会等は、緊急を要すると判断したときは市の要請を待たずに医療救

護班を派遣する。この場合、派遣後直ちに災害対策本部に報告する。 

オ 医療救護班の救援要請 

 市において編成する医療救護班のみでは対応が困難であると認めたときは、県に協力を

要請する。 

（ア）要請者  市長 

（イ）要請先  知事 

（ウ）要請方法 電話等により要請する。 

カ 医療救護班活動 

 医療救護班による医療救護活動は、原則として医療救護所において行う。医療救護所に

出動する猶予がないときや自身の医療施設で診療を行うことが適切だと、医師自ら判断し

たときは、被災地周辺又は自身の医療施設において医療救護活動を実施する。 

 医療救護班の業務内容 

（ア）トリアージの実施 

（イ）傷病者に対する応急処置 

（ウ）薬剤、治療材料の支給 

（エ）後方医療施設への転送の決定 

（オ）看護 

（カ）死亡の確認 

（キ）分娩の介助及び分娩前後の処置 

キ 医療救護の経費 

 医療救護に要する経費は、災害救助法が適用された場合は同法に定める負担とし、医療

救護所における医療費は無料とする。後方医療施設における医療費は、自己負担を原則と

する。 

（２）後方医療施設等への搬送体制 

ア 重傷者等の後方医療施設（救急指定病院等）への搬送は、原則として消防機関で実施す

る。消防機関で車両の確保が困難な場合には、県、市及び医療救護班で確保した車両によ

り搬送する。 

イ 道路の損壊の場合又は遠隔地への搬送については、県又は自衛隊のヘリコプターにより

実施する。この場合は、県に出動の要請を行う。 
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（３）情報連絡体制 

 医療救護活動における情報連絡体制は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医薬品、資器材の確保 

 被災者の医療救護活動を実施するのに必要な医薬品や資器材は、備蓄医薬品の活用及び調達

計画に基づき確保するが不足が予想されるときには、県及び関係機関等に要請し調達する。 

（１）市における対応 

ア 医療救護活動を実施するのに必要な医薬品及び医療資器材は、市の備蓄医薬品等を活用

するとともに市立病院、協定を締結している薬剤師会、医薬品等卸業者、また民間医療施

設との調整を図ることにより確保する。 

イ 市は医療救護所を開設する避難生活施設等に、十分な医薬品等が供給されるまでの間に

対応できる医薬品、資器材を備蓄する。 

 

 

 

 

県
災
害
対
策
本
部 

市
災
害
対
策
本
部 

地域活動 

拠点 
避難所担当職員 

医療救護所 

担当職員 

医療救護所 

医師等 
消防機関 

市 立 病 院 

医 師 会 

歯 科 医 師 会 

薬 剤 師 会 

県・自衛隊   後方医療 

  施設等 

後
方
医
療
施
設
等
搬
送
指
示 

協力要請 

連絡調整 

指示決定事項伝達 

情報 

連絡 

決 定 事 項

伝達 
医療需要の 

調整連絡 

決 定 事 項

伝達 

医療活動

の指示等 

救護班 
派 遣 命 令

要請 

派遣 

搬送指示 

連絡調整 
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（２）応援要請等調達体制 

ア 医薬品等 

 

イ 血液製剤 

 

 

近 隣 都 県 県災害対策本部 市災害対策本部 

県立病院等 

医薬品等製造業者、医薬品等卸売業者、大和綾瀬薬剤師会、民間医療施設 

市立病院 

応援要請 

応援 

応援要請 

出
荷
要
請 

調
達
協
定 

出
荷
指
示 

出
荷 

出
荷 

出
荷
要
請 

調
達
協
定 

出
荷
指
示
・
出
荷 

近隣都県 県災害対策本部 大和市災害対策本部 

日赤県支部 

医療救護所 

医療機関 

県民 

応援要請 応援要請 

要
請 

近隣都県 

日赤本部 

血液センター 

情報の流れ 

血液製剤の流れ 
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第１５節 行方不明者の捜索及び遺体の収容、対策、埋・火葬 

 

 災害により行方不明あるいは死亡したと推定される者が発生したときは、捜索、収容、対策及

び埋・火葬について各関係機関と連携をとり、遅滞なく実施し、人心の安定を図る。 

 災害時において死亡していると推定される者の捜索、収容及び埋葬は市長が実施する。ただし、

災害救助法が適用された場合は、同法の規定に基づき知事からの事務委任により行う。 

 

１ 行方不明者及び遺体の捜索 

 災害により行方不明の状態にある者、若しくは周囲の事情によりすでに死亡していると推定

される者の捜索は次により行う。 

（１）届出の受理 

ア 届出の受理は、災害対策本部で実施する。 

イ 届出書の記載事項 

 行方不明者の住所、氏名、年齢、性別、身長、着衣、特徴、及び届出者の連絡先等の必要

事項を行方不明者捜索届出書に記録する。（様式 1） 

（２）捜索 

 行方不明者及び遺体の捜索は、届出に基づき災害対策本部が関係機関と協力して実施する。 

（３）捜索状況の結果処理 

 捜索結果の報告に基づき、災害対策本部がとりまとめる。 

 

２ 遺体対策 

 市は、神奈川県広域火葬計画に基づき災害時における遺体対策を進めるため、棺の調達、遺

体の搬送、火葬、埋葬等に必要な物資の調達等を実施するとともに、その衛生状態に配慮する。 

（１）遺体対策方法 

 遺体対策は、警察等と協力して担当部が次により行う。 

ア 広報 

 市及び警察は、災害現場から遺体を発見した者が、直ちに警察署又は直近の警察官にそ

の旨を通報するように広報を徹底する。 

イ 通報 

 市は、遺体を取り扱った場合には、警察署に通報する。 

ウ 検視等 

 警察は、遺体の検視等を行う。 

エ 検案 

 遺体の検案は、法医学専門医、警察協力医、医療救護班又は応援協力により出動した医

師が行う。また、検案後、市は必要に応じ遺体の洗浄、縫合、消毒等の処理を行う。 

オ 遺体の収容 

 市は、大和スポーツセンター体育会館第１体育室に遺体安置所を開設し、捜索により発

見された遺体を搬送する。 

カ 身元確認、身元引受人の発見 

 市は、警察、隣接自治体・自治会等の協力を得て、遺体の身元確認と身元引受人の発見
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に努める。 

キ 遺体の引き渡し 

 市は、警察による検視等及び医師による検案が終了し、身元が明らかになった遺体を遺

族又は関係者に引き渡す。 

身元が確認できない遺体については、市が遺体対策及び引き取りを行う。なお、この場

合、市と警察は遺体の引き渡し作業を協力して行う。 

ク 身元不明遺体の処理 

 市は、身元の確認ができず警察から引き渡された遺体については、行旅病人及び行旅死

亡人取扱法により処理する。 

ケ 必需品の調達 

 納棺用品、仮葬祭用品、ドライアイス等火葬必需品の調達は、関連事業者等へ手配する

ほか必要に応じて県に協力要請を行う。 

（２）遺体対策の期間 

 災害発生の日から10日以内。ただし、内閣総理大臣と協議のうえ、延長することができ

る。 

 

３ 遺体の埋・火葬 

 遺体の引取人がない場合、又は引取人があっても災害による混乱のため遺体対策ができない

場合、火葬及び焼骨の一時保管を応急的に実施する。 

（１）担当部は、埋・火葬許可証を発行するとともに、埋・火葬台帳を作成し遺体を火葬場へ搬

送する。（様式 3） 

（２）遺骨及び遺留品については保管所を設けて一時保管する。 

（３）家族その他関係者から遺骨、遺留品の引取りを希望する者がいる場合は、関係書類等整理

のうえ引き渡す。 

（４）埋葬の期間 

 災害発生の日から 10日以内。ただし、内閣総理大臣と協議のうえ、延長することができる。 

（５）埋・火葬の場所 

区  分 施  設  名 所  在  地 電話番号 

焼骨の一時保管 
各寺院 市内  

大和市無縁納骨堂 大和市柳橋五丁目 1 番  

火  葬 大和斎場 
大和市西鶴間八丁目 10番 8
号 

264－5566 

 被災状況により火葬場の能力を超えたときは、神奈川県広域火葬計画に沿って広域応援体

制に基づき他市の火葬場での火葬を依頼する。 
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〔様式 1〕行方不明者捜索届出書 

 

届 

出 

者 

住 所 
 

氏 名 
 

連絡先 
 

 

発生場所 

状  況 

住  所 

行 

方 
不 

明 

者 

ふりがな 

氏  名 

         男 女 

M 
 
T 
 
S   年  月  日生 
 
H 

身  長 

 

着  衣 

 

特  徴 

（具体的に） 

 

上衣 

 

下衣 

履 物 

 

 

受理年月日 
 

受理取扱者 
 

受 理 方 法      
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〔様式 2〕遺体処理票 

処 理 

 

年月日 

死 体 発

見 の 日

時 及 び

場所 

死亡者 

 

の氏名 

遺 族 洗浄等の処置 
遺 体 の

一 時 保

存料 

検案料 

実支 

 

出額 

備考 

氏 名 

死 亡 者

と の 関

係 

品名 数量 金額 

       
円 円 円 円 

 

計 

 

人 

         

 

〔様式 3〕埋・火葬台帳 

死 亡 

 

年月日 

埋・火葬 

 

年月日 

死 亡 者 埋・火葬を行ったもの 埋・火葬費 

備考 

氏名 年齢 氏名 
死亡者と

の関係 

棺（付属品

を含む） 

埋葬又は

火葬料 
骨箱 計 

       

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

計 

 

人 

        

（注）1 埋・火葬を行った者が市長であるときは、遺族の氏名を「備考」欄に記入すること。 

2 市長が棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨「備考欄」に明らかにすること。 

3 埋・火葬を行ったものに埋・火葬費を支給した時は、その旨及び金額を「備考」欄に記

入すること。 

 

資料 

6－1 災害時における各種協定一覧
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第１６節 応急給水対策 

 

 災害が発生し上水道施設の損壊等により供給が停止し、復旧までにある程度の期間を要すると

きは、市は被災者に対して応急給水活動を実施する。 

 

１ 応急給水活動の概要 

 

２ 需要の把握 

 災害の発生により市内の全般にわたって給水機能が停止し、復旧に相当期間を要すると判断

される場合は、県営水道と連携し直ちに応急給水活動を開始する。 

 市内の一部の地域で給水機能が停止した際は、地域担当部でその状況を把握し、災害情報収

集担当部へ報告する。災害情報収集担当部は、内容を整理し本部へ報告を行う。 

 報告する内容は、次の事項とする。 

（１）給水機能停止区域、世帯、人口 

（２）水道施設の被害状況及び復旧見込み 

（３）応急給水の開始時期及び給水班編成数 

（４）給水所の設置予定場所 

 

３ 応急給水体制の確立 

 地域担当部は、災害発生時において次の体制を確立する。 

（１）地域担当部は、水道施設の被災状況や復旧見込み・断水の状況等、県営水道から情報を収

集して、被災者等の給水需要状況を把握するとともに、非常用飲料水の供給を中心とした地

域別の応急給水必要量を予測し本部へ報告を行う。 

 また、本部は地域担当部の報告を受けて、供給先施設等の重要度（医療救護所・医療機関

等）や緊急度に応じて次の事項について応急給水計画を策定する。 

ア 給水対象人員 

イ 給水期間及び給水量 

ウ 給水場所 

エ 給水器具、薬品、水道用資機材等の品目別必要数量 

オ 給水車両のみ借り上げの場合はその台数 

応急給水活動 応急給水体制の確立 

需要の把握 

応急給水活動 

 ・給水所の指定 

 ・水源の確保 

 ・広報 

 ・給水の実施 

 



大和市地域防災計画 

第 2 編 地震災害対策計画編 

 

１２２   

 

カ その他必要事項 

（２）応急給水活動に際しては、本市と県営水道と締結した「応急給水支援に関する覚書」に基

づき、県営水道からの応急給水支援を受けて、給水タンクへの受水、スタンドパイプ応急給

水用資機材を用いた臨時給水栓等の設置などにより、実施する。また、必要に応じて、県営

水道に他の都県市水道事業者への支援要請を求める。 

 

４ 県知事への要請事項 

市長は、管内で飲料水の供給を実施することができないときは次の事項を明らかにした上で、 

県知事に調達のあっせんを要請する。 

（１）給水対象人員 

（２）給水期間及び給水量 

（３）給水場所 

（４）給水器具及び薬品、水道用資機材等の品目別必要数量 

（５）給水車両のみ借り上げの場合はその台数 

（６）その他必要事項 

 

５ 応急給水活動 

（１）給水所の指定 

 給水は、市があらかじめ指定した給水所、原則として医療救護所、医療機関、福祉施設、避

難生活施設において行う集中給水方法とする。給水所を指定したときは、当該地にその旨を

表示するとともに、県営水道並びに大和市管工事協同組合等に対し通知する。 

（２）水源の確保 

 応急給水に必要な水は、以下により確保する。 

  ・県営水道の災害用指定配水池 

・非常用飲料水兼用貯水槽（100m3） 

・公共施設受水槽 

  ・学校プール、井戸水 

  ・井戸水（個人保有井戸など） 

 なお、乳児用としてはペットボトルを配備する。 

ア 県営水道の災害用指定配水池 

 発災時には県営水道と連携し、大和市管工事協同組合の協力を得て、市が配備する緊急

輸送車両（給水車等）により被災者等に供給する。 

 混乱継続期が長期化する場合には、県内外の水道事業者・自衛隊等の支援を得て応急用

水の搬送、供給にあたる。 

【大和市周辺の県営水道の配水池】 

 

配 水 池 所 在 地 有 効 容 量 確 保 水 量 所管水道営業所 

大和配水池  
大和市上草柳 1846 番

地 
20,000ｍ３ 11,000ｍ３ 大和水道営業所 

上今泉配水池 
海老名市上今泉四丁

目 22 番 
19,020ｍ３ 8,550ｍ３ 海老名水道営業所 
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イ 非常用飲料水兼用貯水槽（100m3） 

 設置場所に輸送車（給水車）を配送し、受水後、給水所へ搬送する。主として飲料水、医

療用水に使用する。 

ウ 公共施設受水槽  

 緊急遮断弁の作動により確保された一定量の水を、主として飲料水及び生活用水に使用

する。また、指定管理施設については、方法・費用負担等について、協定の締結を行ってお

く。 

エ 避難生活施設のプール・井戸水 

 各避難生活施設に整備されているプールの水は、ろ水機を活用して、生活用水として使

用する。避難生活施設に井戸が整備されている場合も同様に井戸水を使用する。 

オ 井戸水（個人保有井戸、農業用深井戸、企業用深井戸） 

 原則的に生活用水として使用する。 

カ ペットボトル 

 放射能災害等の外的な要因により、水が汚染された場合に乳児用飲料水として使用する。 

（３）広報 

 災害広報担当部は、市民に対して給水活動等の広報を行う。 

 その内容は次のとおりである。 

ア 被害状況の説明及び復旧見込み 

イ 給水所の場所及び応急給水に関する諸注意 

ウ 断水により、トイレの使用を控えることが健康に影響すること 

（４）給水の実施 

 給水の実施は、各水源から確保された水を、初動期（発生後 3 日間まで）と混乱継続期（4

日目以降）に分けて給水所で必要量を給水する。ただし医療機関等における給水は、要請内 

容を考慮し給水場所を決定する。 

 一般家庭用水は、各家庭において持参したバケツやポリタンク等の容器で給水を受けるこ

とを原則とする。 

 自ら容器を持参できない、又は給水された容器を持ち運べない被災者等に対しては、自主

防災組織や近隣住民等の援助が受けられるように配慮し、給水活動全体に支障が生じないよ

うにしなければならない。 

 

資料 

4－1 防災備蓄倉庫設置場所一覧表 

4－4 非常用飲料水兼用貯水槽（100ｍ３水槽）設置状況一覧表 

4－5 公共施設受水槽緊急遮断弁設置一覧表 

4－6 学校プール設置状況一覧表 

6－1 災害時における各種協定一覧 
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第１７節 食料供給対策 

 

 災害により市民が食料や自炊手段を失ったときに、被災者及び救助活動に従事する者に対して

食料の応急供給を行う。 

 食料の供給は、被災者及び救助活動に従事する者の年齢、体調等を考慮して品目を決定し、適

切な応急供給を行う。 

 

１ 給食需要の把握 

 下記の応急供給対象者を参考に、避難者数、自炊不能者数、災害対策活動要員数等を早期に

把握する。この場合、給食に配慮を要する乳児、高齢者等の数についても詳細に把握する。 

（１）食料の応急供給 

ア 応急供給を行う場合 

（ア）被災者に対して炊き出しによる給食を行う必要がある場合 

（イ）被災により米穀の供給機関が通常の供給を行うことができないため、それらの機関を

通じないで供給を行う必要がある場合 

（ウ）災害現場における救助作業、急迫した災害の防止及び応急復旧作業に従事する者に対

して行う必要がある場合 

イ 応急供給対象者 

（ア）避難している者 

（イ）住家に被害を受けて自炊のできない者 

（ウ）通常の供給機関が一時的にまひし、主食の供給の受けられない者 

（エ）旅行者等で現に食を得ることができない状態にある者 

（オ）災害応急対策に従事する者 

（カ）その他本部長が必要と認める者 

ウ 把握方法 

 市は、自主防災組織等の協力を得て把握を行う。 

 

２ 給食能力の把握 

（１）給食関係施設の被害状況の把握 

ア 食料集積センターにおける給食施設（給食調理場）について、炊き出し可能かどうかを

把握する。 

イ 使用可能な備蓄の炊き出し用資機材を把握する。 

（２）市備蓄・業者調達可能量の把握 

 災害が発生したとき、市は、直ちに備蓄量及び小売業者又は卸売業者が保有している量を

把握する。 

 

【市が備蓄する食料】 

品   目 備  蓄  場  所 

 パン 
各避難生活施設の備蓄倉庫 

 ごはん・おかゆ 
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３ 応急供給の方針 

（１）応急供給品目 

 応急供給品目は、市が調達する米穀及び備蓄する保存食料と、協定締結事業者や自治体等

から供給される各種食料とし、特に乳幼児や高齢者等に対しては年齢や健康状態等に配慮し

て決定すること。 

（２）応急供給の数量 

 1 人当たりの供給数量は、次のとおりとする。（麦製品の精米換算率は 100％とする。）ただ

し、市長は特に必要があると認める場合、麦製品については、定まった供給のほかに加配す

ることができる。 

 

供 給 対 象 
１食当り精米換

算供給限度量 
供 給 方 法 備  考 

 被災者に対

し、炊き出しに

よる供給を行う

必要がある場合 

 

200ｇ／食の範

囲内 

 市長は給食又は供給を行わ

せることを適当と認める責任

者を指定して、供給又は給食を

実施させる。 

 知事は災害の状況により必

要と認めた場合は、速やかに災

害発生状況又は給食を必要と

する事情及びこれに伴う給食

に必要な米穀（応急用米穀）の

数量等を農林水産省（農産局農

産政策部貿易業務課）に要請す

る。 

  

 災害救助法が発動

された場合、政府所有

食料の供給に関して、

知事に供給を要請す

る。 

 市長は、交通、通信

の途絶のため、災害救

助用米穀の引取りに

関する知事の指示を

受けられない場合に

は、農林水産省（農産

局農産政策部貿易業

務課）に要請する。 

 被災により供

給機関が通常の

供給を行うこと

ができないた

め、その機関を

通じないで供給

を行う場合 

 

 

400ｇ／食の範

囲内 

 災害現場にお

ける救助作業、

急迫した災害の

防止及び緊急復

旧作業に従事す

るものに対して

給食を行う場合 

 

 

300ｇ／食の範

囲内 

（３）安全な地域に避難した被災者に対する供給 

 災害発生により、急きょ被災地から避難したため、又は市の庁舎が被災し、公務を遂行す

ることが事実上不可能な事情のため転出証明書の交付を受けることができなかった被災者で

あって、安全な地域の親類、縁者、知人等の世帯に避難し、当分の間滞在する者に対する供

給は、避難者から申し出があれば、市長が、り災者証明書等により被災者である旨の確認を

行い、米穀を供給することができる。 
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（４）緊急措置 

 市長は、緊急に配給の必要がある場合は現地供給機関と協議し供給を実施することができ

る。この場合事後速やかに災害発生の日時、場所、供給人員、供給品目、供給数量、及び現場

受領責任者等について知事に報告する。 

 

４ 給食活動の実施 

（１）食料等の調達 

ア 米穀 

（ア）食料確保担当部は、給食活動の必要が生じたときは、速やかに把握した量を小売業又

は卸売業者の保有分により調達する。 

（イ）災害救助法が適用された場合、災害の状況により業者の保有量のみでは供給が困難で

あるときは、県知事に支援を要請する。交通、通信途絶のため県知事に要請ができない

ときは、政府所有米穀の供給を農林水産省（農産局農産政策部貿易業務課）に要請する。 

イ パン、ごはん等 

 炊き出しに至るまでの応急食料として、市備蓄のもので対応する。 

ウ 副食、調味料、弁当等 

 必要に応じて協定に基づく業者から調達する。 

 ただし、市で調達が困難な場合は、知事にそのあっ旋を依頼することができる。 

エ 供給食料の受け入れ 

 県から供給される食料は、総合防災センター及び県広域防災活動拠点で受け入れる。 

（総合防災センター） 

 厚木市下津古久 280 番地 

（本市に対する広域防災活動拠点） 

 相模原市中央区弥栄三丁目 1 番 8 号 県立相模原弥栄高等学校 

（２）食料等の輸送 

 食料確保担当部は、市が調達する食料及び県から給付を受けた食料を食料集積センターに

集め、緊急輸送車両で、避難生活施設等の供給地へ輸送する。 

 災害の状況によっては、調達先からの配給地への直接輸送や、調達先の業者による直接輸

送等を考慮し実施する。 

（３）炊き出しの実施 

ア 米飯の炊き出しは、原則として食料集積センターの給食共同調理場施設を使用する。 

イ 炊き出しの従事者は、食料確保担当部炊き出し担当員及び調理場職員、大規模災害時食

料供給業務に関する協定による調理委託業者をもって充てるが、必要と認めるときは自主

防災組織、地域の団体、日赤奉仕団、自衛隊、その他ボランティアの協力を得て実施する。 

（食料集積センター） 

 北部地区 ― 北部学校給食共同調理場 

 中部地区 ― 中部学校給食共同調理場 

 南部地区 ― 南部学校給食共同調理場 
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 １２７ 

 

５ 災害救助法が適用された場合の留意事項 

（１）費用の限度額 

 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料

等の経費とする。 

（２）炊き出し期間 

 炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。 

 ただし、内閣総理大臣と協議のうえ延長することができる。 
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【応急食料の系統図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 

6－1 災害時における各種協定一覧 
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 １２９ 

 

第１８節 生活必需物資供給対策 

 

 寝具、衣類、炊事器具など、生活に最小限必要な生活必需物資の供給を実施し、被災者の心身

の安定を期する。 

 

１ 生活必需品需要の把握 

 生活必需物資の供給対象の基準は、次のとおりである。 

 災害によって住家が被災し、日常生活に欠くことのできない寝具、衣類等の生活必需品をそ

う失、又はき損し、これらの物品を直ちに入手することができない状態にある者とする。なお、

緊急性を有する状況から、資力の有無は問わない。 

 

２ 業者調達可能量の把握 

 協定に基づく業者の調達可能量を把握する。 

 

３ 生活必需物資の供給品目 

 供給品目は、次に掲げるもののうち必要と認める最小限の生活必需品とする。 

（１）寝具 就寝に必要な毛布及び布団等（季節を考慮） 

（２）外衣 普段着、作業着、婦人服、子供服等 

（３）肌着 シャツ、ズボン下、パンツ、靴下等 

（４）身の回り品 タオル、ハンカチ、軍手、履物等 

（５）炊事用具 なべ、かま、包丁、バケツ、ガス器具、洗剤等 

（６）食器 茶わん、汁わん、皿、はし等 

（７）日用品 石けん、ティッシュ、歯ブラシ、歯磨粉等 

（８）光熱材料 マッチ、ローソク、薪、木炭、ＬＰガス等 

（９）その他必要な生活必需品 

 要配慮者に対する物資については、十分考慮し供給を行うこと。 

 

４ 生活必需物資の調達 

 備蓄物資とあらかじめ協定を締結した生活必需物資等の販売業者から調達する。ただし、市

で調達が困難な場合は、県に対して支援の要請を行う。県から供給される物資は、総合防災セ

ンター及び広域防災活動拠点で受け入れる。 

 調達した生活必需物資については、物資調達台帳に記入し整理する。（第 2 号様式） 

（総合防災センター） 

厚木市下津古久 280 番地 

（本市に対する広域防災活動拠点） 

相模原市中央区弥栄三丁目 1番 8号県立相模原弥栄高等学校 

 

５ 生活必需物資の供給 

 生活必需物資確保担当部は、市が調達する生活必需物資及び県から給付を受けた生活必需物

資を生活必需物資集積センターに集め、緊急輸送車両で、避難生活施設等の供給地に輸送する。 
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 災害の状況によっては、調達先からの配給地への直接輸送や、調達先の業者による直接輸送

等を考慮し実施する。供給を行った生活必需物資については、物資供給状況書に記入し整理す

る。（第 1 号様式） 

 

（生活必需物資集積センター） 

北部地区 ― 北部文化・スポーツ・子育てセンター（大和市市民交流拠点ポラリス） 

    中部地区 ― 大和スポーツセンター競技場雨天走路 

南部地区 ― 大和ゆとりの森仲良しプラザ 

 

６ 災害救助法が適用された場合の留意事項 

（１）費用の限度額 

 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用の限度額は、被害の程

度、季節、1 世帯の人数により決められる。ただし、法が適用されないときは、同基準に準じ

て災害対策本部長が定める。 

（２）期間 

 災害発生の日から 10 日以内とする。ただし内閣総理大臣と協議のうえ延長することができる。 

 

資料 

4－1 防災備蓄倉庫設置場所一覧表 

6－1 災害時における各種協定一覧 

9－4 災害救助法による災害救助基準 
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〔第 1号様式〕物資供給状況書 

  支 給 

物 資 の    状 況 

  配 布 

                                   大 和 市 

 

住家被害 

程度区分 

世 帯 主 

氏  名 

基礎とな

った世帯

構成人員 

支 給 

（配

布） 

年月日 

物資支給（配布）の品目 

備 考 

 

     

            

 

計 

全壊 世帯 
         

半壊 世帯 
         

                支給 

災害救助物資として、上記のとおり  したことに相違ありません。 

                配布 

   年  月  日 

 

大和市災害対策本部長 あて 

 （ 市 長 ） 

                     給与責任者氏名          印 

 

（注）1 住家の被害程度に、全壊（焼）、流出又は半壊（焼）、床上浸水の別を記入すること。 

2 配布年月日に、その世帯に対して、最後に支給（配布）した物資の配布年月日を記入す

ること。 

3 物資支給の品目欄に数量を記入すること。 
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〔第 2号様式〕物資調達台帳 

 

 

物 資 調 達 台 帳 

 

                                  大 和 市 

 

                     業者住所 

                     氏名（名称） 

                     電  話 

 

 
年 月 日 物 資 の 品 名 数 量 金 額 備 考 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

 災害救助物資として、上記のとおり調達しました。 

 

     年  月  日 

 

 大和市災害対策本部長 あて 

  （ 市 長 ） 

 

 

 

                   調達責任者氏名            印 
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第１９節 生活確保対策 

 

 災害応急対策活動を行うために必要な障害物の除去、応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理、

し尿・ごみ処理、並びに防疫及び保健衛生等について必要事項を定め、民生の安定を図る。 

 

１ 障害物の除去 

（１）障害物除去の実施機関 

 障害物の除去は市が実施するが、障害物が市の管理に属さない道路上、又は河川にある場

合は、それぞれの管理者が除去する。 

（２）障害物除去の対象 

 災害時における障害物の除去の対象は、おおむね次のとおりとする。 

ア 市民の生命、財産などの保護のため除去を必要とする場合 

イ 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場合 

ウ 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

（３）障害物除去の方法 

ア 障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、応急対策機材を用い、また状況に応じて

土木建築業者等の協力を得て、速やかに障害物の除去を行う。なお、市で対応が困難な場

合には、県等に応援を要請する。 

イ 障害物の除去は、応急的に必要とする限度までとする。また周囲の状況等を考慮し、事

後支障の起こらないよう配慮する。 

（４）除去した障害物の集積場所 

 除去した障害物の集積場所は、それぞれの実施者において考慮するものとするが、おおむ

ね次の場所に集積廃棄又は保管する。なお、この場所については、関係用地管理者等と協議

し、あらかじめ選定した場所とする。ただし、災害の状況によっては、市民の日常生活に支

障のない所及び緑地帯等へ一時的に集積する。 

ア 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空き地、その他廃棄に適当な

場所 

イ 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

ウ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

エ 原則として、広域避難場所として指定された場所以外の場所 

 

２ 応急危険度判定 

（１）活動の内容 

 被災した建築物（一般住宅を含む。）が、引き続き安全に使用できるか否かを所有者等に

対して判定標識等によって知らせることにより、被災建築物の二次的災害の防止に努める。 

 判定は、防災基幹施設、避難生活施設、公共施設等を優先して行い、一般住宅等の建築物

へ移行する。 

 

（２）応急危険度判定の実施体制 

ア 被災建築物の応急危険度判定の実施体制は、次のとおりとする。 
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【応急危険度・被災宅地危険度判定活動体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 注意：判定士は震災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士を言う。 

 

イ 判定の実施関係機関 

（ア）市災害対策本部 

 判定の実施主体として判定作業に携わる判定士の指揮、監督を行う。 

（イ）県災害対策本部 

 判定士の派遣計画や判定の後方支援を行う。 

（ウ）神奈川県建築物震後対策推進協議会 

 事前に建築士等を対象に、判定士の養成や県及び市町村職員を対象に判定コーディネ

ーターの養成を行う。 

（エ）（一財）神奈川県建築安全協会 

 県災害対策本部の要請を受け、判定士の市災害対策本部への派遣に対して協力を行う。 

 

（３）判定の流れ 

ア 基本条件 

 この判定は、市災害対策本部が設置されていることを基本条件とする。 
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イ 判定士の要請 

 市災害対策本部は建築物の被害程度の把握を行い、応急危険度判定の必要性について検

討し、応急危険度判定実施の決定を行ったときは、直ちに県災害対策本部に要請する。 

ウ コーディネーターの応援要請 

 市長は、地方自治法の規定により、判定士を指揮、監督するコーディネーター（県及び

市町村職員）の応援を県知事及び市町村長に要請する。 

エ 判定準備 

 市災害対策本部は判定作業の前日までに次の準備を行い、判定が円滑に行えるようにし

ておく。 

（ア）判定マップと判定街区の割り当て 

（イ）判定士受入名簿と判定チーム編成 

（ウ）判定調査表、判定標識、判定備品 

オ 判定作業 

 判定作業は、市災害対策本部のコーディネーターの指示に従い実施する。 

カ 判定結果の表示 

 応急危険度判定は、「危険」、「要注意」、「調査済」に区分し、判定士は建築物の入口もしくは

外壁等の見やすい位置に貼り付けし、被災建築物の居住者が分かるように表示する。 

  ［判定標識］ 

   《危険・使用不可・赤色》        《要注意・使用には要注意・黄色》 

 

 

 

 

 

 

 

    

   《調査済み・使用可能・緑色》 

 

 

 

 

 

 

              

 

キ 判定結果の取りまとめと報告 

（ア）判定結果の取りまとめ 

 判定結果は、行政対応や被災者からの問合せに活用するため、パソコン等を利用して

データベース化しておく。 
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（イ）判定結果の報告 

 判定士は判定終了後、当日の判定結果を「応急危険度判定結果報告書」に基づき市災

害対策本部に報告する。 

 市災害対策本部、県災害対策本部に対して必要に応じ、中間報告を行い、判定調査完

了後確定報告をする。 

ク 判定結果に対する措置 

 市災害対策本部コーディネーターは、判定士が表示してきた「危険」建築物について再

度現地調査を行い、「危険」建築物のうち、明らかに立入禁止をすべき建物や近隣及び道路

に被害を及ぼす建物については、市災害対策本部として「立入禁止」の措置を行う。 

   ［措置標識］ 

   《立入禁止》 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 被災宅地危険度判定 

 災害発生後の二次災害を軽減・防止し、住民の安全を確保するため、被災宅地の調査を実施

する。 

（１）活動の内容 

 市民、職員、各対策部などの情報から被害状況の全体を把握し、調査区割、人員などの検

討を行う。 

ア 被害状況の把握 

イ 調査員及び調査備品などの確保 

ウ 被災宅地調査の市民周知を実施 

（２）調査の方法 

ア 被災宅地を対象に外観から目視調査を実施する。 

イ 住民からの申し出に基づき、被害の程度及び二次災害防止のための復旧について技術的

なアドバイスを行う。 

（３）被災宅地判定結果の表示 

 二次災害を軽減、防止するため危険度判定の結果を当該宅地に表示する。 
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［判定標識］  Ａ３版 

《危険》 赤色              《要注意》 黄色 

《調査済み》 青色 

（４）被災宅地危険度判定の実施体制 

 ２ 応急危険度判定の体系図を参照のこと。 

 

４ 応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理 

 災害により住宅を失った被災者で、自らの資力では住家を確保できない者に対する応急仮設

住宅の建設及び災害による被災住家の応急修理を行い、居住の安定を図る。 

（１）実施者 

 応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理の実施者は、次のとおりである。 

ア 災害救助法が適用されたとき 

 応急仮設住宅の建設 ···· 知事又は市長（知事から事務の委任があった場合） 

 住宅の応急修理 ········ 知事又は市長（知事から事務の委任があった場合） 

イ 災害救助法が適用されないとき 

 応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理 ···· 市長 

 ただし、事業の内容については、災害救助法が適用されないときであっても、同法の規
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定に準じて実施するのでほぼ同様である。 

 応急仮設住宅及び応急修理に必要な資機材の調達、要員の確保は、あらかじめ協定締結

先の(社)大和建設業協会に要請して速やかに行う。また、市において処理できない場合は、

県に応援を要請し実施する。 

（２）応急仮設住宅の建設 

ア 入居対象者 

（ア）住家が全焼、全壊又は流出した者 

（イ）居住する住家がない者 

（ウ）次に掲げる者で、自らの資力では住宅を確保することができない者 

ａ 生活保護法の被保護者並びに要保護者 

ｂ 特定の資産のない失業者 

ｃ 特定の資産のない寡婦、ひとり親世帯 

ｄ 特定の資産のない高齢者、病弱者又は障がい者 

ｅ 特定の資産のない勤労者、小企業者 

ｆ 前各号に準ずる経済的弱者 

 入居の選定は県が行うが、市はこれに協力する。 

 また県から市への委任により実施する場合は、高齢者、病弱者、障がい者等の要配慮者

を優先する等の入居順位や住宅の場所を考慮した選定基準を定める。 

イ 建設規模・構造及び費用 

（ア）応急仮設住宅の一戸あたりの規模は 29.7 ㎡を基準とする。 

（イ）工事費は、災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

ウ 建設用地 

 応急仮設住宅の建設予定地は、次のうちから災害時の状況により決定する。 

（ア）都市計画公園予定地 

（イ）公園、緑地、広場 

（ウ）県有施設敷地内空地 

（エ）市有地、国有地 

（オ）基地周辺緩衝地帯 

エ 着工、完成の期間 

（ア）着工期間は、災害発生の日から 20 日以内とする。 

（イ）着工期間の延長は、大震災等で 20 日以内に着工できない場合は、事前に内閣総理大臣

と協議のうえ必要最小限度の期間を延長することがある。 

オ 供与の期間 

 完成の日から建築基準法第 85 条第 3 項による期限内（最長 2 年以内）とする。 

（３）公営住宅の一時入居及び民間アパート等の活用 

 要配慮者等の住宅が必要な場合、応急仮設住宅の完成を待つ猶予がない場合等を考慮し、

応急仮設住宅を計画するのと同時に、神奈川県一時提供住宅供給マニュアルに基づき県に対

し、次に掲げる県内の公営住宅等の空き家情報の収集やあっ旋を要請する。 

ア 市、県営住宅等の公営住宅 

イ 民間アパート等賃貸住宅 
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ウ 企業社宅等 

（４）住宅の応急修理 

ア 応急修理を受ける者 

（ア）住宅が半壊又は半焼し、当面の日常生活を営むことができない者 

（イ）自らの資力では、応急修理ができない者 

イ 修理の範囲と費用 

 応急修理は、居室、炊事場、トイレなどの日常生活に欠くことのできない部分で必要最

小限とする。修理に要する費用は、災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

ウ 修理の期間 

 原則として災害の日から 1ケ月以内に完了する。 

 

５ し尿・ごみ処理 

  被災地の環境衛生を保持するため、災害によって排出されたし尿・ごみは次の方法で処理する。 

（１）し尿処理 

ア 下水道施設被害状況の把握 

 災害の発生に伴い、上水道の断水及び下水道管きょの破損、処理場施設の機能停止等に

より、通常のし尿処理に支障をきたすことが生じる。 

 このため、下水道管きょ等の施設被害の状況、下水道の使用できない戸数及びし尿排出

量を把握する。 

イ 処理対策 

 上記により把握した被害状況に対して、次の対策を講ずる。 

（ア）方針 

 下水道管きょ等施設の破損や処理場施設の機能停止により、下水道の使用を制限する

ときは、施設機能が回復するまでの間、市民に対して必要に応じて水洗トイレの使用の

制限と各家庭で備蓄している携帯トイレの使用について協力を求めるように広報を行う。 

（イ）携帯トイレの使用 

     指定避難所においては、既存のトイレや仮設トイレの便器を利用し、備蓄されている

携帯トイレを優先的に使用する。 

（ウ）仮設トイレ等の設置 

ａ 指定避難所及び公用地等の適地に、上下水道の被災状況と復旧の見通し、被災世帯も

しくは避難住民の排出量を考慮し、携帯トイレを補完する役割で貯留式仮設トイレや簡

易組立トイレを設置する。 

ｂ 仮設トイレ等を設置する場合にはマンホールトイレを優先して活用する。 

ｃ 仮設トイレ等を設置する場合には夜間の照明やし尿収集車の動線を考慮する。 

（エ）収集処理 

 使用済み携帯トイレは、集積した後に環境管理センターへ搬送して処理する。仮設ト

イレ等で貯留したし尿の処理は、し尿収集車両を出動させて行い、原則として下水道処

理施設（基本は中部浄化センター、やむを得ない場合は北部浄化センター）へ搬送して

処理する。 

（オ）近隣の被災状況に応じて、他市の処理場にも協力を依頼する。 
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（カ）必要に応じて臨時貯留場所を設ける。 

ウ 処理場施設が使用できないときは、県に対し、処理についての方法や処理する場所につ

いての協議を行う。 

（２）ごみ処理 

ア 災害時に発生するごみは、次のとおりである。 

（ア）道路復旧による発生材 

（イ）災害により使用できなくなった家具、畳等 

（ウ）損壊、焼失による建築物廃材 

（エ）通常のごみ収集、資源回収の停止により蓄積された生活ごみ、資源 

（オ）使用済み携帯トイレ 

 ただし、（ア）～（ウ）は、災害廃棄物として、本節 1 の障害物の除去の計画によるもの

とし、この項では、（エ）・（オ）についての処理対策を計画する。 

イ 処理対策 

（ア）方針 

 環境管理センター、資源選別所の施設被害状況及び道路被害状況を把握し、施設機能

及び道路機能が回復するまでの間は、市民に対してごみ・資源を仮収集場所に排出する

よう広報する。 

（イ）仮収集場所の設置 

ａ 避難生活施設 

 自主防災組織及び民間協力者の協力を得て、各施設の出入口近くで、車両の出入が

可能な場所に設置する。使用済み携帯トイレの収集場所については衛生面に配慮する。 

ｂ 通常のごみ収集、資源回収ができないとき 

 輸送路の確保できる場所を確認のうえ設置する。 

（ウ）ごみの一時集積 

 災害の発生により、ごみの排出が大量で、その処理が困難な場合は、一時集積場所を

指定し搬送を行う。 

 一時集積場所の予定地は、公用地及び基地周辺緩衝地帯とするが、具体的な選定に際

しては次の点に留意し、選定を行う。 

ａ 他の応急対策事業に支障のないこと 

ｂ 環境衛生に支障がないこと 

ｃ 搬入に便利なこと 

（エ）ごみの搬送方法 

 仮集積所から一時集積場所までの搬送は、担当部が行う。 

 担当部は、直営及び委託会社の協力による車両を適宜配車し、災害発生の日から早期

に収集、搬送を完了する。 

（オ）一時集積場所の消毒 

 ごみの一時集積場所は、定期的な消毒を実施する。 

（カ）ごみの焼却処理 

ａ 原則として、可燃物は環境管理センターで処理する。 

ｂ 近隣の被災状況に応じて、他市の処理場での処理を依頼する。 
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６ 防疫及び保健衛生 

 災害により感染症等の疾病の発生が多分に予想されるので、被災地域の環境衛生保持の万全

と健康維持を期するため、防疫及び保健衛生活動を実施する。 

 活動に際しては、市単独では困難なため、厚木保健福祉事務所大和センター等関係機関に協

力を要請し、適切に進める。 

（１）防疫活動 

 防疫活動は、市が保健福祉事務所と連携して実施する。 

 また災害の状況によって、実施が困難と判断した場合は、県知事に対して応援を要請する。 

ア 防疫体制の確立 

 被災地域、被災状況等を迅速に把握し、状況に応じて消毒担当班等を編成し、また被災

者に薬剤を配布して自主防除を指導する。 

 防疫器具、薬品等の確保については、協定締結業者、卸売業者等から調達するほか、県

に対し供給を要請する。 

イ 感染症対策 

 活動については、保健福祉事務所との連携を図り実施する。また必要に応じて次の措置

を講ずる。 

（ア）被災地における感染症発生状況の把握を行うとともに、収容施設の収容力を確認する。 

（イ）手指の消毒等必要な指導、アルコール系消毒液の配布を行う。 

（ウ）感染症が発生したときは、専用自動車により感染患者、保菌者を搬送し収容する。 

搬送後は災害対策本部を経由して保健福祉事務所に報告する。 

（エ）感染症発生箇所の消毒を実施する。 

（オ）防疫上必要と認める場合は予防接種を実施する。 

（カ）広報を実施する。 

ウ 消毒の実施 

 被災により環境衛生が悪化し、保健衛生上、消毒の必要が生じる場合は、次の地域から

優先して実施する。 

（ア）感染症が発生した地域 

（イ）浸水地域、その他衛生条件が良好でない地域 

（ウ）指定避難所のトイレ、応急し尿処理場所、その他不衛生な場所 

（エ）廃棄物仮置場及び廃棄物の処理が間に合わず、路上等に堆積された場所 

（オ）そ族、昆虫が大量に発生した場所 

 消毒の実施にあたっては、消毒剤の配布を行うとともに、法令の定めるところに従っ

て行う。 

（２）保健衛生 

ア 衛生活動 

（ア）被災者に対する衛生指導 

 厚木保健福祉事務所大和センターと連携して被災地、特に避難所等においては、生活環

境を確保するため、被災住民等に対して常に良好な衛生状態を保つように、衛生管理、消

毒、手洗いの励行等を指導する。また必要に応じて、食中毒を防止するため、必要な措置
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を県に依頼する。加えて、避難の長期化等の必要に応じて、入浴施設設置の有無及び利

用頻度、洗濯等の頻度、ごみ処理の状況など、衛生状態の把握に努め、必要な措置を講

じる。 

イ 保健活動 

（ア）被災者に対する保健指導 

 医師や看護師等による巡回の頻度や暑さ・寒さ対策の必要性について考慮し、保健福祉事

務所と連携して被災地、避難所等において、特に高齢者及び乳幼児を始めとした被災者の

急性ストレス障害や心的外傷後ストレス障害などの「心の傷」をケアするため、精神科医

や福祉関係者等の協力を得つつ、メンタルヘルスケアの相談を実施する。 

 

７ 災害廃棄物の処理 

  被災地の応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、建物の焼失、倒壊及び解体により

発生する廃木材並びにコンクリートがら等の災害廃棄物を適正に処理する。 

 

８ ペットの管理 

（１）飼主の義務 

  ペットは、原則として動物飼育者が管理を行う。飼主は、災害時に備えて、ペットのしつけ、

健康管理、迷子にならないための対策、ペット用の避難用品、備蓄品の確保等の対策を行う。 

（２）市の取り組み 

  ア 感染症等の予防 

    市は、被災地におけるペットの保護、人畜共通感染症の予防及び動物による咬傷事故等

を予防するため、必要に応じて獣医師会、動物愛護協会、ボランティア等に協力を求め、

被災動物の保護収容等の措置を講ずる。 

  イ 避難生活施設 

    市は、災害時に備えてペットの飼主が平時から備えておくべき事項等の普及啓発と避難

生活施設におけるペットのためのスペース確保に努める。 

  

 

９ 安否情報の提供 

被災者の生死や所在等に関する情報は、災害発生時に被災地にいた者の安否を案ずる親類縁者

等にとって極めて関心の高い情報であり、あらゆる災害の発生時において最もニーズの高い情報

の一つである。 

市は，被災者の安否について住民等から照会があったときは，被災者等の権利利益を不当に侵

害することのないよう配慮しつつ，消防，救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高

い応急措置に支障を及ぼさない範囲で，可能な限り安否情報を回答するよう努める。 

 

10 災害相談・広聴対策 

 被災者から寄せられる生活上の不安や要望等に応えるため、県の協力を得て臨時災害相談所

を開設する。女性や外国人も相談しやすい窓口の設置など、被災市民の様々な相談に対応する

体制を整え、市民の生活再建が円滑に進むよう努める。 
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（１）災害相談 

ア 臨時災害相談所の開設 

（ア）開設時期 

 災害対策本部の決定により、設置する。 

（イ）開設場所 

 災害の規模や現地の状況を検討して決定するが、原則として避難生活施設単位に設置

することとし、設置が難しいときには巡回相談を行う。 

イ 相談業務の内容 

（ア）行方不明者の捜索等に関すること 

（イ）避難生活、救援食料・水・生活必需品等の問合せ 

（ウ）被災住宅の修理、応急仮設住宅のあっ旋に関すること 

（エ）被災建築物応急危険度判定、被災宅地危険度判定に関すること 

（オ）医療に関すること 

（カ）生業資金のあっ旋、融資に関すること 

（キ）法律相談等各種専門相談 

ウ 相談員 

 相談内容に幅広く対応できるよう職員のみならず、関係機関及び弁護士等の専門家の協力

のもと、広域的かつ総合的に行うとともに、外国人への対応についても配慮する。 

（２）臨時災害相談所における広聴活動 

防災関係機関と協力し、総合的に市民の被災及び復旧に係る相談、要望等を聴取する。 

市民の意向が復旧計画に反映されるよう、聴取した要望については、関係部及び防災関係機

関に連絡する。 

 

資料 

6－1 災害時における各種協定一覧 

9－4 災害救助法による災害救助基準 
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第２０節 ライフライン施設の応急対策（上下水道・電気・ガス・電話・鉄道） 

 

 ライフライン関係施設の応急対策については、それぞれの機関の計画によるところであるが、

災害により関係施設に被害が生じた場合、市はライフライン各機関に対して応急対策活動を依頼

するとともに、それぞれの機関と協力して、その機能の早期回復を図る。 

 

１ 上水道施設応急復旧対策 

 上水道事業者は、あらかじめ定められた地震災害時の対策計画に基づき、被災した水道施設

の応急復旧を速やかに実施する。 

（県営水道） 

 なお、一日でも早く通水を図るために、恒久的な復旧作業については、混乱継続期以降に本

復旧計画を策定して実施するものとし、ここでは、応急復旧対策について、次の手順を目途と

して実施する。 

（１）要員の確保 

「水道施設地震災害対策計画」及び「大和水道営業所地震災害対策計画」に基づき、被災状

況調査及び応急復旧要員等の確保を図る。 

（２）被災状況調査の実施 

 大和市管工事協同組合の協力を得て、管内の主要送配水管を中心に管路パトロールを実施

し、水道施設の被災状況を把握する。 

（３）応急復旧計画の策定 

 被災状況の全容を把握したのち、緊急度、市民に及ぼす影響の度合いの軽減並びに送配水

系統を考慮した応急復旧計画を策定する。 

（４）水道工事業者等への協力要請 

 応急復旧工事に必要な資機材並びに人員の調達・復旧工事の実施等については、応急復旧

の協力に関する県営水道との協定に基づき管工事協同組合・一部土木工事業者・資材メーカ

ー等に協力を要請する。 

（５）広報 

 水道施設の損壊等によって広範囲にわたり大規模断水が発生、あるいは発生のおそれがあ

り、市民生活に著しい影響が及ぶものと認められる場合には、県営水道はホームページ等に

よる断水広報を実施するとともに、市の防災行政無線の利用等により市民に対して応急復旧

の見通しや影響区域など、速やかに必要な情報の提供を図るものとする。 

（６）被災した水道管等の応急復旧 

 応急復旧は浄水場及び配水池からの主要送配水管を優先し、次に中小口径、道路内にある

一般家庭等への供給管、さらには宅地内の給水管へと順次移行し実施する。 

 ただし、被災状況等の問題その他の理由によって応急復旧を実施せずに、混乱継続期以降

の本復旧に委ねる場合がある。 

（７）仮設配水管の設置 

 迅速な水の供給を図るため、道路管理者・警察署等の了解を得て、状況により露出配管を

含めた一時的な応急配水管の設置を検討する。又、必要に応じて応急給水口（給水口付空気

弁・消火栓）を設けるとともに臨時給水栓を設置する。 
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２ 下水道施設応急対策 

 下水道管理者は、災害が発生した場合において、下水道施設を速やかに復旧するため、あら

かじめ定められた災害対策計画に基づき直ちに緊急調査、施設の点検等を実施するとともに、

排水機能に支障又は二次災害のおそれのある施設については、緊急措置を講じる。 

 また、緊急措置と併行して応急調査を行い、下水道施設全体の被災状況を把握し、応急復旧

計画を策定のうえ応急復旧工事を行う。 

（１）要員の確保 

 下水道管理者は、あらかじめ定められた計画により要員の確保を図る。また市限りで処理

できない場合は、他機関に応援を要請する。 

（２）応急復旧用資機材の確保 

 応急復旧活動を円滑に行い、下水道施設の機能を維持するため、必要な資機材を備蓄する

とともに、被災状況に応じた応急復旧用資機材の確保に努める。 

（３）応急復旧 

 応急復旧活動は、関係機関の協力を得て行い、その応急復旧に対する判断基準は、次のと

おりとする。 

ア 下水処理場 

 施設に被害が生じた場合は、排水、処理能力を維持するために、総力をあげて復旧する。 

イ 管きょ施設 

 管きょの復旧作業は、管の破損、陥没等による閉塞に伴う排水不良箇所の復旧を優先し、

継手の目地ずれ、管のクラック等については、排水が可能な限り、他の排水不良箇所の復

旧を優先する。 

ウ マンホール施設 

 排水に支障が生じている箇所及び崩壊の危険性のある箇所を優先的に修理補強する。 

エ 取付管等 

 取付管については、埋設深度が浅く被害が多く発生することが予想されるが、埋設した

道路の交通に重大な影響を与えている場合を除き、本管施設の復旧を優先する。復旧方法

については、布設替え又は仮設排水で対応する。 

（４）広報 

 施設の被害状況及び復旧見込等に関して積極的に市民に情報を提供して、利用者の生活排

水に関する不安解消に努めるとともに、必要に応じて下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第

14 条に基づく使用制限を行う。 

 

３ 電気設備応急対策 

 災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を勘案して、

二次災害の防止に配慮しつつ、迅速・適切に実施する。 

（東京電力パワーグリッド株式会社相模原支社） 

（１）非常態勢の区分と対策支部の設置 

 非常災害の発生が予想されるとき又は発生した場合の情勢に応じ、非常災害対策支部を設

置して必要な態勢を整えるものとする。 

（２）対策要員の確保 
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 応急対策に必要な人員をあらかじめ定める。また、協力会社の応援体制を整えておく。 

（３）情報の収集、連絡 

 災害が発生した場合は、以下の情報を迅速かつ的確に把握する。 

ア 一般情報 

（ア）気象、地震情報 

（イ）一般被害情報 

一般公衆の家屋被害情報及び人身災害発生情報並びに電力施設等を除く水道、ガス、

交通、通信、放送施設、道路、橋梁等公共の用に供する施設をはじめとする当該受持区

域内全般の被害情報 

（ウ）対外応対状況 

地方公共団体の災害対策本部、官公署、報道機関、需要家等への応対状況 

（エ）その他災害に関する情報（交通状況等） 

イ 当社被害情報及び東京電力グループ被害状況 

（ア）電力施設等の被害状況及び復旧状況 

（イ）停電による主な影響状況 

（ウ）復旧資材、応援隊、食料等に関する事項 

（エ）従業員の被災状況 

（オ）その他災害に関する情報 

（４）災害時における危険予防措置 

 電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機関

等から要請があった場合等には、送電停止等適切な危険予防措置を講じる。 

（５）災害時における復旧資材の確保 

ア 予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は現地調達、他支社との相

互の流用、他電力会社等からの融通により確保する。 

イ 復旧資材の輸送は、あらかじめ契約している取引先の車両等により行う。 

ウ 災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となり、この確保が困難と

思われる場合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼して、迅速な確保を図る。 

（６）復旧順位 

 災害復旧の実施にあたっては、原則として人命にかかわる箇所、官公署、報道機関、避難

場所等を優先するが、各設備の被害状況や復旧の難易を勘案して、供給上復旧効果の最も大

きいものから行うものとする。 

（７）災害時における広報宣伝 

 感電事故並びに漏電による出火の防止及び電力設備の被害状況、復旧予定等について必要

に応じて、テレビ、ラジオ、新聞、SNS、インターネット等を通じて行うほか、広報車等に

より直接当該地域へ周知する。 

 

４ 都市ガス施設応急対策 

  非常事態が発生した場合には東京ガスネットワーク㈱は次のとおり実施する。 

（東京ガスネットワーク㈱） 

（１）情報の収集 
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   災害が発生した場合、気象庁の発表する情報、ガス施設等被害状況及び復旧状況を迅速・

的確に把握する。 

（２）災害時における応急工事 

   非常事態発生後、可能な限り迅速・適切に施設及び設備の緊急点検を実施するとともに、

被害状況等を把握し二次災害の発生を防止する。 

（３）危険予防措置 

ガス漏えいにより被害の拡大のおそれがある場合には、避難区域の設定、火気の使用禁止、

ガス供給停止等の適切な危険予防措置を講ずる。 

（４）復旧作業の実施 

ア 製造設備の復旧作業 

被害を受けた製造設備は、復旧計画に基づき速やかに復旧する。 

イ 供給設備の復旧作業 

供給設備の復旧作業は、二次災害の発生防止に万全を期しつつ、次の手順により行う。 

（ア）高・中圧導管の復旧作業 

ａ 区間遮断  

ｂ 漏えい調査  

ｃ 漏えい箇所の修理 

ｄ ガス開通 

（イ）低圧導管の復旧作業 

ａ 閉栓作業  

ｂ 復旧ブロック内巡回調査  

ｃ 被災地域の復旧ブロック化  

ｄ 復旧ブロック内の漏えい検査  

ｅ 本支管・供給管・灯外内管の漏えい箇所の修理  

ｆ 本支管混入空気除去  

ｇ 灯内内管の漏えい検査及び修理  

ｈ 点火・燃焼試験（給排気設備の点検） 

ｉ 開栓 

（５）広報活動 

災害発生時には、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中、その他必要な場合において、

その状況に応じた広報活動を行う。 

広報については、テレビ・ラジオ・インターネット・新聞等の報道機関を通じて行うほ

か、必要に応じ直接当該地域へ周知する。また地方自治体等の関係機関とも必要に応じて連

携を図る。 

 

５ 電話（通信）施設等応急対策 

 地震災害時における通信の途絶は、災害応急活動の阻害原因となるとともに、被災地及び被

災住民に対する情報の提供を欠き、社会的混乱のおそれを生ずるなどその影響は大きいので、

通信の確保に全力をあげ取り組む。 

（ＮＴＴ東日本） 
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《電話（通信）の確保》 

（１）災害対策本部の設置 

 ＮＴＴ東日本は大規模な災害が発生した場合には、災害対策本部を設置し、情報の収集伝

達及び応急対策が実施できる体制をとる。必要に応じて社外関係機関と応急復旧に向けた措

置方法等に関する連絡をとる。 

（２）情報連絡体制 

 社会活動等に重大な支障を及ぼす事故又は故障が発生した場合及び災害等により、被害が

発生又は予想される場合に速やかに情報連絡体制を確立し、情報の収集及び伝達に当たる。 

（３）災害用伝言ダイヤル「171」等の運用 

 災害発生直後は、電話が混み合い被災地との安否確認等が困難になる場合が考えられるた

め、ＮＴＴ東日本は災害用伝言ダイヤル「171」、災害用伝言板「web171」の運用を開始す

る。なお、運用開始については報道機関（テレビ、ラジオ等）を通じて知らせる。 

《電話（通信）の応急措置》 

（１）設備、資機材の点検及び発動準備 

 災害の発生とともに、次のとおり設備、資機材の点検及び発動準備を行う。 

ア 電源の確保 

イ 移動無線車・衛星車載車の発動準備 

ウ 予備電源設備、移動電源車等の発動準備 

エ 交換所等の防災設備の点検 

オ 工事用車両、工具等の点検 

力 保有資材、物資の点検 

キ 建物内外の巡回、点検による被害状況の把握 

（２）応急措置 

ア 災害等により電気通信サービスが停止又は通話が著しく輻輳した場合は、重要通信を確

保するため、通話の利用制限等の措置を行う。 

イ  災害救助法が適用される規模の災害等の発生に伴い、広域停電が発生している場合、公衆電

話の無料化措置を行う。 

ウ  罹災者が利用する避難生活施設に災害時用公衆電話（特設公衆電話）の設置に努める。 

（３）電気通信サービスの復旧順位 

 重要通信の確保に留意し、災害等の状況、電気通信設備の被災状況に応じ、以下に示す復

旧順位を参考とし、適切な措置をもって復旧に努める。 

 

【電気通信設備及び回線の復旧を優先する機関等】 

第 1 順位 

気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛機関、輸送の 

確保に直接関係がある機関、通信の確保に直接関係のある機関、電力の供給の

確保に直接関係のある機関 

第 2 順位 
ガス・水道の確保に直接関係のある機関、選挙管理機関、預貯金業務を行う金

融機関、新聞社・通信社・放送事業者及び第 1順位以外の国又は地方公共団体 

第 3 順位 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの 
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６ 鉄道施設等応急対策 

 地震災害により鉄道施設に被害があった場合は、二次災害の発生を防止し、速やかに応急復

旧を行い、利用者の安全確保と災害時の輸送機関としての機能を維持する。 

 

（東急電鉄㈱） 

（１）災害時の体制 

 災害発生時は、異常時対策規程に基づき、人命救助を第一とし、かつ被害を最小限にとど

め、鉄道事業を早期に復旧するよう努める。 

（２）地震時の初動措置 

ア 運輸司令所長の取扱い 

（ア）強い揺れを感知したとき、または早期地震警報システムを受報したときは、東急線全

線の列車等の乗務員に対し速やかに停止を指示する。 

（イ）震度 4 以上を観測した地震計の規制区間内の駅長・区長に対し、ホーム、線路、架線

等（以下、「運転に関わる施設等」という）の点検を指示する。 

（ウ）電気司令長に、震度 4 以上を観測した地震計の箇所を連絡する。 

（エ）その線区の複数の地震計において、異なる震度が観測された場合、運転再開時の速度

規制等の指示は、運輸司令所長の判断により、規制区間によらず当該線区全線に適用す

ることができる。 

イ 運転士の取扱い 

（ア）強い揺れを感知したとき、または早期地震警報システムを受報したとき、および運輸

司令所長から地震が発生し列車を停止させるよう指示を受けたときは、橋梁、盛土部、

隧道等をなるべく避け速やかに停止する。列車停止後、運輸司令所長から運転に関する

指示がない場合は、周辺状況をよく確認し、最も安全と認められる取り扱いをする。 

（イ）地下区間においては、速度 25 ㎞/h 以下で最寄駅まで運転し、長時間にわたる駅間停

車の防止に努める。ただし、進路等の状態に異常を認めたときは、直ちに停止する。 

ウ 車掌の取扱い 

（ア）地震により列車が停止したときは、適切な車内放送を行い、旅客の混乱防止に努める。 

（イ）運転士と緊密に連絡をとり、車内状況の把握に努め、異常がある場合は速やかに運輸

司令所長に通報する。 

エ 駅長・区長の取扱い 

（ア）強い揺れを感知し列車等の運転が危険と認めたとき、または運輸司令所長から指示が

あったときは、直ちに列車等の出発を見合わせる。この場合、通過列車であっても停止

させるものとする。 

（イ）自職場の管轄区域が、震度 4 以上を観測した地震計の規制区間内の場合、直ちに運転

に関わる施設等の点検を行い、異常の有無を運輸司令所長に報告する。 

（ウ）列車等の運転士から、構造物を含めた進路の状態について異常がある旨の報告を受け

たときは、運輸司令所長に報告する。 

（エ）駅長・区長は、必要に応じ、旅客の避難誘導を行うとともに、安全確保に努める。 

 



大和市地域防災計画 

第 2 編 地震災害対策計画編 

 

１５０   

 

 

（小田急電鉄㈱） 

（１）震災時の体制 

大規模地震により災害が発生、または地震により甚大な損失を受けると判断した場合は、

社内制定の「危機管理規則」に基づき、本社に総合対策本部、また、状況により災害発生現

場等に現地対策チームを設置し、被害状況を把握するとともに、人命救助、被害の拡大防止、

復旧活動及び広報活動を行う。 

（２）初動措置 

  ア 発災直後における運転取扱 

  （ア）乗務員の取扱い 

 ａ 乗務員は運転中に強い揺れを感知し、列車の運転が危険であると判断したときは、

直ちに列車を停止させる。 

 ｂ 前項により列車を停止させる場合、列車の停止位置が築堤、切取り、トンネル、橋

梁上あるいは陸橋下のような場合は、安全と思われる場所に列車を移動する。 

  ｃ 運輸司令所長に通告しその後の指示を受ける。 

 （イ）地震計の計測値が 40 ガル以上の場合 

   ａ 全線の列車に対し一時停止を指令する。 

    ｂ 関係駅区所長に点検を指示し施設等の異常の有無を確認する。 

ｃ 構内点検及び線路点検にあたっては、「鉄道防災計画【地震災害編】」に基づき、地

震計の計測値によって定められた点検を運輸司令所の指示により実施する。 

イ 非常召集 

地震が発生し、総合対策本部及び鉄道現地対策チームを設置する場合は、既定の「連絡

および非常招集系統」により関係従業員の非常召集を行う。 

  ウ 応急措置 

被災地の当該現業長は、現地対策チーム長が到着するまでの間、災害現場の状況を的確

に把握し、人命を最優先とする応急措置を行う。 

 エ 初期消火及び火災制御活動 

社内規則の「防火管理規則」に基づき、初期消火及び火災防御活動を行う。 

オ 旅客の避難及び避難誘導 

  （ア）駅長の取扱い 

構内放送等により状況を説明し、混乱防止を図るとともに、必要に応じて広域避難場

所又は安全な場所と思われる避難場所（駅前広場、運動場等）への避難を案内する。 

  （イ）乗務員の取扱い 

地震の規模に応じて安全な場所に列車を停車させる。 

     また、更に車内が危険であると判断した場合は、車内放送等により旅客に対して、降

車及び避難場所への避難を案内する。 

 

（相模鉄道㈱） 

（１）災害対策組織 

 各種体制の発令基準は「事故・災害等対策規則」に定める。特別非常体制及び非常体制が
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発令された場合は、本社内に災害対策本部を設ける。 

（２）地震災害時の取扱い 

※列車の停止を要する地震とは、震度４以上の場合をいう。ただし、乗務員については

地震を感知した場合をいう。なお、震度 3 以下の場合は平常運転とする。 

ア 運輸司令長の取扱い 

(ア) 震度 4 の場合 

a 速やかに列車を停止させる指令をする。 

b 駅長及び乗務員に対して観測区間は注意運転開始の指令をする。 

c 観測区域内の駅長に対して停車場構内の点検を指令する。 

d 駅長より停車場構内及び観測区域内を最初に運転する列車の運転士に対して停車場

間ごとに異常が無いことを確認したのち注意運転解除の指令をする。 

(イ) 震度 5 弱の場合 

a 速やかに列車を停止させる指令をする。 

b 運輸車両部・施設部現業長に観測区域内の点検を指令する。 

c 停車場間に停止している列車があるときは、当該列車の運転士に対して最寄り停車

場まで移動の指令をする。 

d 前号によれず、停車場間に停止している列車があるときは、駅長及び乗務員に対し

て当該列車の乗客の避難誘導を指令する。 

e 駅長より停車場構内及び保線区長又は営繕区長、通信区長、電力区長のいずれかの

区長から観測区域内に異常のないことの報告を受けたときは、注意運転開始の指令

をする。 

f 保線区長又は営繕区長、通信区長、電力区長及び変電所長から観測区域内に異常の

ないことの報告を受けたときは、注意運転解除の指令を行う。ただし、余震が続く

など特に注意を要する地震であると認められるときは、別途速度を指令する。 

(ウ) 震度 5 強以上の場合 

a 速やかに列車を停止させる指令をする。 

b 運輸車両部・施設部現業長に対して観測区域内の点検を指令する。この場合停車場

間に停止している列車があるときは、当該区間の点検方について協議する。 

c 駅長及び乗務員に対して、停車場間に停止している列車の乗客の避難誘導を指令す

る。 

d 観測区域内の駅長に対して停車場構内の点検を指令する。 

e 駅長より停車場構内及び保線区長又は営繕区長、通信区長、電力区長のいずれかの

区長から観測区域内に異常のないことの報告を受けたときは、注意運転開始の指令

をする。 

f 保線区長又は営繕区長、通信区長、電力区長及び変電所長から観測区域内に異常の

ないことの報告を受けたときは、注意運転解除の指令を行う。ただし、余震が続く

など特に注意を要する地震であると認められるときは、別途速度を指令する。 
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第２１節 文教対策 

 

 災害により学校施設等が被害を受け、若しくは園児、児童、生徒等（以下「児童等」という）が

被災し、正常な教育を行うことができない場合の応急教育等の実施の措置について定める。 

 応急教育の円滑な実施を図るため、教職員並びに教育施設、教材等を早期に確保する。また児

童等の状況把握と連絡体制を整えておく。学校が地域の避難生活施設となる場合の留意事項につ

いても定める。 

 

１ 児童等の保護対策 

（１）学校長（以下「校長」という）の対応 

ア 校長は、市教育委員会と連絡を取るとともに教職員を動員し、あらかじめ定められた学

校地震防災計画に基づき、対策本部を設置し、情報等の把握（登校時以外の児童等の状況

確認を含む。）に努め的確な指揮に当たる。 

イ 校長は、大和市において、震度 5 弱以上の地震が観測された場合は、児童等の生命・身

体の安全確保を図り、安全が確保されるまでは学校で保護する。なお、公共交通機関の運

行中止により保護者が帰宅できないことも想定されることから、児童等の帰宅に際しては、

保護者及び代理人へ引き渡すことを原則とし、学校で児童等の安全確保に努める。また必

要に応じて所在の不明な児童等の捜索を依頼する。 

ウ 校長は、市教育委員会に避難誘導等の状況を速やかに報告する。 

エ 休校措置を決定した場合、児童等への迅速・確実な連絡に努める。 

（２）教職員の対処・指導基準 

ア 学級担任等は、学校地震防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童等の安全確保

を図った後、状況に応じて避難誘導を行う。 

イ 安全な場所への避難、誘導に当っては、氏名、人員、異常の有無等を把握し、的確な指示

を行う。 

ウ 障がいのある児童等については、介助体制などの組織により対応する等、十分配慮する。 

エ 学級担任等は、児童等を安全な場所に避難、誘導した後に出席簿等に基づき再度、氏名、

人員を確認する。 

オ 児童等の保護者への引渡しについては、あらかじめ決められた引渡しの方法で確実に行う。 

カ 保護者等への引渡しができない児童等については、氏名、人員等を確実に把握し引続き

保護する。 

キ 学級担任等は、保護した児童等及び所在の不明な児童等の名簿を作成して校長に提出す

るとともに、所在不明な児童等の確認に努める。 

ク 児童等の安全を確保したのち、本部の指示により防災活動に当たる。 

ケ 幼稚園、保育所等については小・中学校に準じる。 

（３）在校時以外に発災した場合 

ア 休日、休業中等に災害が発生した場合は、校長は直ちに勤務に服し、災害の状況把握に

努める。なお、交通機関等が不通の場合には、学校近くの教職員に連絡を取り、極力状況

の把握に努める。 

イ 地震が発生した場合の適切な措置については、事前に定めた応急計画に基づき行う。 
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ウ 被害状況により休業措置を決定した場合には、学級連絡網によって児童等へ連絡する。

なお、通信途絶等の場合には防災行政無線や広報車で周知する。 

 

２ 応急教育対策 

（１）被害状況の把握及び報告 

 校長は、教職員を動員して、児童等、教職員及び施設の被害状況を把握し市教育委員会等

に報告する。また教育委員会は災害対策本部に報告を行う。 

（２）教育施設の確保等 

 市教育委員会は、教育施設の被災により授業が長期間にわたって中断することを避けるた

め、被災した教育施設の被害箇所及び危険箇所の応急修理を実施し教育施設の確保に努める

とともに、次により施設の効率的な利用を図る。 

ア 軽微な被害箇所及び危険箇所は、早急に修理を行う。 

イ 被災を免れた公立学校を相互に利用する。 

ウ 修理が不可能な場合には、仮設（プレハブ等）校舎等の設置を行う。 

エ 上記によっても不足を生じる場合は、公共施設を利用する。 

（３）教職員の確保 

 市教育委員会は、教職員の被災等により応急教育を実施するための教職員に不足を生じた

場合は、県教育委員会の了承を得て、補充教員の臨時的任用又は一時的な教職員の編成替え

等により必要な教職員の確保に努めるとともに、確保が困難な場合は、県教育委員会に対し

て応援要請を行う。 

（４）学用品の給与 

ア 災害救助法が適用された場合には、同法の基準に基づき学用品の給与を行う。 

 同法が適用されない場合には、災害の規模範囲及び被害の程度等により、災害救助法の

基準に準じた給与を行う。この場合、市教育委員会は、調達及び給与にあたっては校長と

協議する。 

【災害救助法による基準給与の額】 

 

        区分 

     

     対象 

 種別 

全壊（焼）、流出半壊（焼）又は床上浸水による

喪失又はき損 

小 学 校 中 学 校 

教科書及び教材代 実費（現物給付） 実費（現物給付） 

文房具・通学用品代 災害救助法の規定による。 

イ 給与の期間 

 被災した児童等に対する学用品の給与は、教科書及び教材については災害発生の日から

1 ケ月以内、文房具及び学用品については 15 日以内に完了する。 

（５）給食 

ア 給食の実施方法 

 学校施設を避難生活施設として使用した場合、給食調理場等給食施設は、応急炊き出し

給食用施設として利用され、通常給食施設としての使用ができなくなる。したがって、児

童等の給食は、災害時の応急炊き出し用食料と同様な配給を受け、給食を実施する。 
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（６）応急教育の実施 

 災害時において、学校教育の実施に万全を期するため、市教育委員会は施設の被害の程度

及び復旧の状況、学校施設を避難生活施設に供している状況、教職員の確保状況、児童等及

び児童等の家族の被災の程度、交通機関や道路の復旧状況等を勘案して、校長と協議し教育

長の判断にしたがって次の方法により行う。 

ア 施設が被災し又は避難生活施設となっている場合 

（ア）施設の一部が被災し又は避難生活施設として使用され、若しくは応急危険度判定の結

果により授業に使用することができない場合は、残存する安全な校舎等を使用して学級

合併授業等の方法により授業を実施する。 

（イ）施設の使用が全面的にできなくなったが、数日で復旧又は使用できる見込みのある場合は臨

時休校の措置を取り、その期間中は学習内容、生活指導など臨機の方法により行う。 

（ウ）施設の被害が甚大であり、復旧に長期間を要するか使用が可能となるまでに長期間を

要する場合は、2（2）の「教育施設の確保等」により行う。 

イ 道路、交通機関が被災した場合 

 道路、交通機関が被災したことにより、登下校に時間を要する場合は、児童等の登校状況に応

じて、始業及び終業時間の変更、臨時休校、短縮授業の実施等、臨機の措置により実施する。 

ウ 児童等が被災した場合 

 児童等が避難のため居住地を離れた場合は、避難先学区の学校に入学させ授業を受けさ

せる。また集団避難した場合は避難先地区の学校を指定し、合併授業等の措置をとり授業

を受けさせる。このため、市教育委員会は、児童等の調査を行う。 

 

３ 市立小中学校が避難生活施設となる場合の留意事項 

（１）避難生活施設の管理運営は、避難生活施設運営委員会が担い、その構成員が主として行う。

この場合、校長及び教職員はその運営管理に協力する。 

（２）校長は、避難所従事者に避難生活施設として使用する部分の明確化と使用禁止部分への立

入禁止の措置の徹底を指示し、その措置の実施に協力する。 

（３）避難生活が長期化する場合においては、応急教育活動と避難活動との調整について市と必

要な協議を行う。 

（４）校長は、応急教育の実施に伴い他校との調整を必要とする事項については、市教育委員会

と協議する。 

 

４ 私立学校 

 私立学校の設置者は、この文教対策を参考にして、それぞれの責任の範囲において応急教育

を実施する。 

 

５ 応急保育の実施等 

 担当部長は、市立保育園長からの報告を基に応急保育の実施を検討する。 

 実施にあたっては、保育する施設について適切な場所を選定するとともに、保護者の意向を

確認して行う。 

 

資料 9－4 災害救助法による災害救助基準
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第２２節 災害ボランティアの活動支援 

 

 災害応急対策を迅速かつ適切に実施するとともに、被災者の多種多様なニーズに的確に対応す

るためには、市及び防災関係機関等の対策と民間団体等の自主的な支援活動との十分な連携が望

まれる。市は、災害ボランティアの活動が円滑に図られるよう支援に努める。 

 

１ 業務内容 

 災害ボランティアとして活動する業務の内容は、次のようなものが考えられる。 

（１）生活支援に関する業務（一般ボランティアが行う業務） 

 経験や資格を問わない業務で、炊き出し、救援物資等の仕分け・搬送、清掃、その他災害時

に必要となる業務。 

（２）専門的な知識・技術を要する業務（専門ボランティアが行う業務） 

 一定の経験や資格を必要とする業務で、看護業務、アマチュア無線の通信業務、建築物応

急危険度判定業務、被災宅地危険度判定業務、重機操作、メンタルヘルスケア、その他災害

時に専門的な知識・技術が必要となる業務。 

 

２ ネットワークの整備 

 市は、平常時から社会福祉協議会、ボランティア団体等と連携を図るとともに、県及び他の

市町村のボランティア関係機関と情報の交換等を通じて連携体制を整備し、災害時に効果的に

ボランティア活動が行われるよう環境条件の整備に努める。 

 

３ 支援体制の整備 

 地震等の災害が発生し、災害対策本部が設置された場合において、避難所等におけるボラン

ティア活動に関する情報を統括、管理し、ボランティアの配置調整などを支援するため、災害

ボランティアセンターを設置する。 

 この災害ボランティアセンターは、市と社会福祉協議会、ボランティア団体等で組織し運営

する。 

 また、平常時においても災害時に対応できるネットワークづくりに努めるとともに、災害時

のボランティア活動の普及、啓発に努める。 

 

４ 災害ボランティアセンターの役割 

 災害ボランティアセンターの役割は、おおむね次のとおりとする。 

（１）県のボランティア関係機関及びボランティア活動拠点施設との連絡調整 

（２）被害状況等の情報の収集、提供 

（３）ボランティア活動拠点施設等を通じたボランティアニーズとボランティアの活動状況の把握 

（４）ボランティア活動拠点施設間のボランティアの配置調整 

（５）ボランティア活動の申出者に対する相談、情報提供等 

（６）ボランティア活動保険未加入者の加入手続 

（７）ボランティア活動拠点施設で必要とする資機材、物資等の調達、供給
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５ 海外からの支援受け入れ 

  市は国の非常（緊急）災害対策本部等が海外からの支援の受け入れを決定した場合には、災

害対策本部で協議し、県と連携して、その受け入れと円滑な活動の支援に努める。 

 

 

第２３節 要配慮者・避難行動要支援者対策 

 

 高齢者、障がい者、病弱者、妊産婦、乳幼児及び外国人等は、災害発生時には迅速、的確な行動

がとりにくくなると想定され、そのような意味から災害対応力の弱い「要配慮者」ということが

できる。 

 高齢化、国際化の進展等に伴い、要配慮者の増加する状況に適切に対処するため、市は､県及び

関係機関と協力し、被災時の男女のニーズの違い等、男女共同参画の視点にも十分に配慮して必

要な対策を講じる。 

１ 要配慮者・避難行動要支援者への避難支援 

（１）情報伝達 

ア 情報の選択、内容 

市は避難支援等関係者が避難行動要支援者名簿等を活用して、着実な情報伝達及び早い段階

での避難行動を促進できるように避難に関する情報の伝達に当たっては、以下の点などに配慮

する。 

（ア）高齢者や障がい者等にもわかりやすい言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに的確

に伝わるようにする。 

（イ）情報伝達の方法等は避難行動要支援者ごとで異なることに留意する。 

（ウ）高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選択して伝達する。 

（２）避難支援 

 ア 事前に名簿情報の提供を受けている避難支援等関係者は、個別避難計画などに基づき避難

行動要支援者の避難支援を行う。 

（ア）避難支援等関係者等の安全確保 

避難支援等関係者本人又はその家族等は、自身の身の安全を確保したうえで、避難支援を

実施する。また、市は避難支援等関係者が安全確保に十分に配慮するように努める。 

 （イ）災害時の避難支援における守秘義務 

名簿情報の提供を受けた者が、災害発生時に避難行動要支援者の避難支援等に必要な応

援を得るため緊急に名簿情報を近隣住民等に知らせることは守秘義務違反には該当しない。 

 イ 避難行動要支援者名簿の平常時からの提供に不同意であった者への避難支援 

 （ア）不同意者を含む避難行動要支援者名簿の提供 

   市は、現に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支

援者の生命及び身体を保護するために特に必要があるときは、その同意の有無に関わらず、

避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に名簿情報を提供できる。 

 （イ）不同意者を含む避難行動要支援者名簿の提供先 

   前項の場合において、自衛隊の部隊や県警からの応援部隊など、他地域から避難支援等が
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 １５７ 

 

受けられる場合は、それらの者にも必要に応じて名簿情報を提供する。 

 （ウ）不同意者を含む避難行動要支援者名簿の情報漏えいの防止 

   平常時から名簿情報を保有していない者に対して名簿情報を提供する場合には、市は、名

簿情報の提供を受ける者に対して、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用

されないよう指導する。また、名簿の提供先が団体である場合には、その団体内部で避難行

動要支援者名簿を取り扱う者を限定するなど、情報漏えいの防止のために必要な措置を講じ

ることを求める。さらに避難支援等関係者その他の者の避難支援が終了した際には、名簿情

報の廃棄・返却等の必要な措置をとる。 

２ 要配慮者への生活支援 

  市は､要配慮者等の生活を支援するため、以下の対策を講じる。 

（１）避難生活施設等の運営 

ア 要配慮者に配慮したうえで避難生活施設等の運営に当たるものとし、緊急物資を優先的に

提供するよう努める。 

イ 女性に配慮した避難生活施設等運営を行うため、避難生活施設運営委員会には複数の女性

を参加させるように努める。 

ウ 女性や乳幼児に配慮した、授乳室、男女別更衣室、物干し場などの設置に努める。生理用

品、女性用下着の女性による配布など、女性の生活環境を良好に保つとともに、安全性を確

保し、女性や子育て家庭のニーズに配慮して避難生活施設等を運営する。 

エ 性犯罪や配偶者暴力等を防ぐため、女性相談窓口を設け、女性相談員などの配置や巡回を

実施する。 

オ 外国人に対して、多言語及びやさしい日本語による情報の表示・表記と提供を行う。 

カ 通訳者又は通訳ボランティアを派遣し、災害情報の提供に配慮するとともに、外国人のニ

ーズ把握のために、通訳者等による巡回を実施し、外国人の不安を軽減する。 

（２）要配慮者用施設の開設 

   自宅や避難所で被災生活をしている要配慮者のうち、特別な援護を必要とする要配慮者を

対象に、あらかじめ指定した社会福祉施設等を要配慮者用施設として開設する。 

（３）要配慮者施設等への支援 

   要配慮者用施設の運営を支援するとともに、広域の社会福祉施設への入所等の措置が円滑

に行われるよう、関係機関と調整を図る。 

（４）要配慮者の搬送 

   特別な援護を必要とする要配慮者については、救急隊及びその他関係機関の協力を得て､要

配慮者用施設や広域の社会福祉施設等に搬送する。 

３ 応急住宅 

（１）応急仮設住宅 

   応急仮設住宅の建設については、本章第 19 節「生活確保対策」に定めるとおりであるが、

県との協議により、次の事項に配慮するとともに入居については、要配慮者を優先した入居

認定基準とする。 

  ア 応急仮設住宅の建設に当たっては、要配慮者を含む世帯が偏らないように配慮する。 

  イ 高齢者世帯や障がい者等の要配慮者が居住する応急仮設住宅は、手すり等の付帯設備の

設置や段差の解消などに努める。 
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（２）住宅のあっ旋 

   応急仮設住宅に入居した要配慮者の健康状態、必要な介護状況を考慮し、県や周辺の地方公

共団体の協力を得るとともに、公営住宅をはじめとした住宅のあっ旋を積極的に行う。 

４ 情報提供 

（１）市災害対策本部は､被災者への情報の提供のため、ファクシミリ、手話通訳、外国語通訳な

ど要配慮者のための情報手段の確保に努める。 

（２）人工透析や分娩を必要とする者、難病患者などへ医療情報を提供する。 

 

 

  



第３章 災害復旧・復興対策計画  

第１節 復興体制の整備      

第２節 災害復旧計画       

 １５９ 

 

第１節 復興体制の整備 

 

 大震災後、迅速かつ的確に震災復興対策を実施するため、震災復興体制を整備する。 

 

１ 復興計画策定に係る庁内組織の設置 

市は、県と連携し、復興に関わる総合的措置を講じ、速やかな復興を図るために、復興に関

する事務等を行う震災復興本部を庁内に設置するとともに、当該本部内における復興計画の策

定を進める担当部局において、既存計画（施策）との整合性の確保、庁内各部局の調整を行

う。 

 

２ 人的資源の確保 

本格的な復旧作業及び震災復興事業の実施のためには、通常業務に加えて膨大な事務執行が

長期間にわたり必要になるが、被災職員による減員等により、特定の分野や職種において人員

不足が予想される。そのため、特に人材を必要とする部門については、関係部局と協議・調整

し、弾力的かつ集中的に人員配置を行うとともに、臨時職員等の雇用を行う。なお、新型コロ

ナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣にあたっては、派遣職員の健康管

理やマスク着用等を徹底し、会議室のレイアウトの工夫など、応援職員等の執務スペースの適

切な空間の確保に配慮する。 

（１）派遣職員の受け入れ 

不足する職員を補うため、地方自治法、災害対策基本法、九都県市災害時相互応援に関す

る協定等に基づき、職員の派遣、又はあっ旋の要請を行い、職員を受け入れる。 

また、「災害時における家屋被害認定調査等への協力に関する協定」に基づき、生活再建に

係る各種支援の前提となる住宅等の被害の程度を認定する調査等への協力を、神奈川県土地

家屋調査士会に要請する。 

（２）専門家の支援の受け入れ 

災害後は､土地の測量、登記、建築、不動産評価などの土地に関する法律的な問題など、

さまざまな問題が発生し、専門的なサービスの提供が求められることが予想される。そこ

で、こうした問題について、測量士、弁護士、司法書士、建築士、不動産鑑定士、税理士な

どの専門家に支援を要請し、支援を受け入れる。 

（３）情報提供と市民相談の実施 

行政の行う施策のほか、復旧・復興期における輻輳する多種多様な情報を整理し、ホームページや

広報紙等を利用して提供する。また、臨時相談窓口や電話相談窓口等を設置し、生活再建や事業復興

の不安に対する相談に応じる。 

 

 

第２節 災害復旧計画 

 

被災後の市民生活、都市機能等の復興対策を迅速、かつ適切に実施するために、市域に関わる

あらゆる被害状況を詳細に把握する。また、復興計画に基づき、国・県等との連携のもと早期の

健全な回復を期する。 
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 なお、復興計画については、県が作成する復興対策マニュアルに基づき作成することとし、ま

た、同マニュアルに基づき、復興に係る事前の対策についても検討する。 

 

１ 災害復旧計画 

災害復旧は、災害応急対策計画による応急復旧の終了後、再度災害による被害発生を防止す

るため、必要な施設の新設、又は改良を行う等の事業計画を速やかに確立する。また、民心の

安定及び経済的、社会的活動の早期の回復を図るため、災害復旧は迅速に実施する。 

災害復旧事業計画は、次のとおりである。 

（１）公共土木施設災害復旧事業計画 

ア 河川公共土木施設災害復旧事業計画 

イ 道路公共土木施設災害復旧事業計画 

（２）農林水産業施設災害復旧事業計画 

（３）都市災害復旧事業計画 

（４）上下水道災害復旧事業計画 

（５）住宅災害復旧事業計画 

（６）社会福祉施設災害復旧事業計画 

（７）公共医療施設、病院等災害復旧事業計画 

（８）学校教育施設災害復旧事業計画 

（９）社会教育施設災害復旧事業計画 

（10）その他の災害復旧事業計画 

 

２ 公共施設の復旧 

市は、復興の円滑化のため、あらかじめ地籍、建物、権利関係、施設、地下埋設物等の情報や

測量図面、情報図面等の各種データの整備保存並びにバックアップ体制の整備を行う。 

また、公共土木施設管理者は、円滑な災害復旧を図るため、あらかじめ所管施設の資料の整

理及び保存に努める。 

 

３ 環境に対する配慮 

市は環境に配慮し、かつ迅速な災害廃棄物の処理体制の整備を進めるため、仮保管場所・最

終処分適地、中間処理能力と人材等の確保を検討し、収集・運搬から再利用・最終処分までの

機能的なシステムの確立に向け取り組んでいく。 

 

４ 市民参加による復旧 

市は、市域の被災状況、地域の特性、関係公共施設の管理者の考え方等、市民の意見を踏ま

え、迅速な現状復帰が、災害に強い都市づくりを目指す計画的復旧かを検討し、復旧・復興の

基本方向を早期に決定できるよう、、人的、技術的支援を行うとともに、財政的な援助を国と協

調して進める。 

 

 

 



 第３章 災害復旧・復興対策計画  

 第３節 復旧・復興に関する調査  

 

 １６１ 

 

第３節 復旧・復興に関する調査 

 

市は､詳細に被災状況を把握し、市街地及び都市基盤施設の復旧・復興の基本方向の決定、応急

住宅対策、生活再建支援など、復興対策及び復興対策に関わる応急対策を迅速・的確に行うため、

復興に関する調査を行う。 

 

１ 建築物の被災状況に関する調査 

市は、応急復旧対策、復興対策を効果的に行うために、全壊、半壊といった被災地全体の建

築物の被災状況調査を行い、その結果を整理して県に報告する。 

 

２ 都市基盤復興に係る調査 

（１）公園・緑地等の被災状況調査 

市は、県と連携し、広域避難地や応急仮設住宅用地となる公園・緑地等の被災状況を調査す

る。 

なお、借地公園等を応急仮設住宅用地とする場合には、その可否について地権者の確認を行

う。 

（２）その他都市基盤復興に係る調査 

市は、県と連携し、下水道施設等の被害調査や、災害廃棄物の状況について調査する。 

 

３ 応急住宅対策に関する調査 

応急仮設住宅等の住宅対策について、迅速な意志決定や適切かつ計画的な住宅供給を行うた

めの調査を行う。 

（１）応急仮設住宅必要戸数の把握 

市は、家屋の被害状況調査、建設戸数調査を行い、応急仮設住宅必要戸数を把握するとと

もに、県に報告する。 

 

４ 生活再建支援に係る調査 

（１）罹災証明用住宅被災状況調査 

市は、災害見舞金を支給するために必要な罹災証明を発行するため、「全壊、焼失、半壊建

築物数及びデータ」等を基に、罹災証明の根拠となる住宅の被災状況を把握するとともに、

情報が不足している地域等については補足調査を行う。 

（２）震災離職者に係る調査 

雇用対策のため、地域経済の被災状況を把握するとともに、雇用保険求職者給付の対象と

なる被災離職者の調査を行い、離職者の特性等について把握する。 

（３）住宅再建に関する意向調査 

市は、恒久的な住宅の必要量を把握するため、被災者に対して住宅を再建する意向等につ

いて調査を行い、その結果を県に報告する。 

（４）その他生活再建に係る調査 

市は、県と連携し、要配慮者の被災状況や地域における医療需要、医療機関の再開状況の

把握、社会福祉施設の被災・復旧状況、社会教育施設等の被災状況等、その他の生活再建に
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必要となる被災状況について調査する。 

 

５ 地域経済復興支援に係る調査 

市は、県と連携し、被災地全体の概要の把握、特に中小企業の工場や商店街の商店等の被災

状況等は、生活再建支援策と密接に関連するため、可能な限り綿密に調査を行う。 

（１）事業所等の被害調査 

市は、震災直後の緊急対応及び復興に向けての施策を検討するために、業種別、規模別被

害額や工場、商店、農地・農業等の被害について調査を行う。 

（２）地域経済状況調査 

市は、産業基盤施設の被災状況や事業者の物的被害状況、事業停止期間の把握、取引状況

の調査等を行い、地域経済への影響を把握する。 

 

６ 復興の進捗状況モニタリング  

復興対策は長期にわたるため、住宅、都市基盤、地域経済などの復興状況や被災者の生活再

建の度合い、失業率、将来への意向等を復興状況等に応じて的確に調査し、必要に応じて復興

対策や復興事業を修正する。 

 

 

第４節 復興計画の策定 

 

 市は、県と連携し、大規模地震災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生じた

場合には、被災地の再建は高度かつ複雑な大規模事業になることから、これを速やかに実施し、

多くの関係機関の諸事業を調整しつつ計画的に復興を推進していくため、復興計画を策定する。 

 復興計画を策定する際には、①復興の基本方針の策定、②分野別復興計画の策定、③復興計画

の策定という 3 つのステップを経て行う。 

 

１ 復興の基本方針の策定 

（１）復興理念と基本目標の設定 

   市、市民、事業者が一体となって、より効果的に復興事業を進めていくためには、復興に

関わるすべての人が地域都市のあるべき姿を共有することが必要となる。そこで、復興の目

標となる復興理念（スローガン）及び基本目標を設定する。 

（２）地域全体の合意形成 

復興は、地域が一体となって行っていくものであり、地域全体の合意形成を図ることが必要

である。よって、復興計画を策定していく過程において地域全体の合意形成を図る必要がある。 

 

２ 分野別復興計画の策定 

 社会経済活動に甚大な障害が生じた場合、被災地の再建に当たっては、市街地整備のみなら

ず、産業振興、福祉、教育等広範囲な分野にわたる事業を展開していく必要があるので、都市

復興、住宅復興、産業復興、生活再建など、個別具体的な計画が必要な分野については、分野

別復興計画を策定する。また、計画の策定に当たっては、各計画の整合性を図る。 
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３ 復興計画の策定

復興では、被災者の生活再建を支援し、施設のより一層の安全性の向上を図るとともに、地

域復興のための基礎的な条件づくりを行うことが必要とされる。復興計画とは、これらの基本

的な課題を達成するための計画であり、これらの課題に応えるための施策体系が必要である。

また、復興施策や復興事業は広範な分野にわたり、内容も複雑多岐に及ぶので、多くの復興施

策や復興事業のうち、何を優先して実行していくのかを明確に示す必要がある。復興計画は、

復興の基本方針、分野別復興計画の検討結果を踏まえつつ、市民、関係機関、団体等の意見を

聞き策定する。 

 具体的には、復興計画において規定する事項は次のとおりである。 

（１）復興に関する基本理念 

（２）復興の基本目標 

（３）復興の方向性 

（４）復興の目標年 

（５）復興計画の対象地域 

（６）個々の復興施策の体系（被災市街地、都市基盤等の復興計画、被災者の生活再建支援計画、

地域経済復興支援計画等） 

（７）復興施策や復興事業の事業推進方策 

（８）復興施策や復興事業の優先順位 

 

４ 復興計画策定のプロセス 

（１）復興計画策定に係る庁内組織の設置 

市は、復興に係る総合的措置を講じ、速やかな復興を図るために、復興に関する事務等を

行う組織（震災復興本部）を庁内に設置するとともに、当該本部内における復興計画の策定

を進める担当部において、復興計画作成方針の検討、復興計画に係る庁内原案の作成、既存

計画（施策）との整合性の確保、庁内各部の調整を行う。 

（２）復興計画案の策定 

復興計画に市民の意見を反映するとともに、市議会、県や関係機関に対しても意見を求め、

その後、意見を集約し、復興計画案を策定する。 

（３）復興計画の公表 

市は、復興計画及び分野別復興計画を決定したときは、新聞、ラジオ、ホームページ、市広

報誌等により公表する。 

 

５ 事前復興対策の推進 

復興計画については、県が作成する復興対策マニュアルに基づき作成することになるが、

特に、市街地復興は迅速な取組が不可欠であるため、市は、復興の理念・方針、目標像（復興

ビジョン）、市の復興計画の策定手順や、復興まちづくりへの被災者（地域居住者や事業者）

の参画方法などを事前に検討し、事前復興対策を充実することに努める。 
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第５節 復興財源の確保 

 

１ 財政方針の策定 

 市は、被害状況の把握と対応策の検討と同時に、応急・復旧事業、復興事業に係る財政需要

見込を算定する。 

 また、財政需要見込に基づき、対策の優先度や重要度に応じて適切な対応が図れるよう、機

動的かつ柔軟な予算執行や編成を行う。 

 

２ 財源確保対策 

 市は、復旧・復興対策に係る財政需要に対応するため、財政調整基金（大規模災害対応分）

の活用や他の事業の抑制などにより財源の確保を図るほか、激甚災害の指定、災害復旧に係る

補助や起債措置、交付税措置など、十分な支援を県、国へ要望する。 

 

 

第６節 市街地復興 

 

 被災した市街地を迅速に復興するには、被災者が住んでいた地域にとどまって、自ら立ち上が

っていくことが必要となる。市街地復興の決定にあたっては、まず、被災地区の被災状況、地域

の従前の基盤施設の整備状況、既存の長期計画、広域計画における位置づけ、関係者の意向等を

もとに迅速な復旧を目指し、かつ、災害に強いまちづくりの推進といった中・長期的な計画的市

街地復興を図る必要性と可能性を検討する。 

 さらに、市街地復興を行う基本方向が決定された地区については、市街地復興の方針、目的、

手法等を決定し、災害に強いまちの形成や、より快適な都市環境の形成を図る。特に市街地の防

災性の向上や都市機能の更新が必要とされる地区等では、単なる原状復旧ではなく、合理的かつ

健全な市街地の形成や都市機能の更新を図る改造型まちづくりに取り組む。 

 

１ 都市復興及び基本方針及び策定 

市は、県と連携し、各地の被災状況、地域の従前の都市基盤施設の整備状況、規定の長期計

画・広域計画における位置づけ等を踏まえ、現状復旧を行う地区とするか、計画的復興地区と

するのかを検討して基本方針を策定し公表する。 

 

２ 復興対象地区の設定 

条例を制定した場合、市は、県と連携し、被災状況調査や既存の都市計画における位置づ

け、都市基盤整備状況等に基づき、復興対象地区の地区区分を設定する。 

 

３ 建築制限の実施 

市は、県と連携し、都市計画区域内の被災の程度や従前の状況によって、都市計画、区画整

理等による本格的な復旧・復興事業に着手するまでの間、復旧・復興の妨げになるような無秩

序な建築行為を防ぐことを目的として、建築基準法等に基づき区域を指定し、建築制限を実施

する。この場合、住宅等の復興に関して情報提供を行うため、建築相談所等を開設する。 
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４ 都市復興基本計画の策定、事業実施 

  市は、県との調整、市民の意見の集約を図りながら、復興の目標、土地利用方針、都市施設

の整備方針、市街地復興の基本方針など具体的な復興施策を示す都市復興基本計画を策定する。 

  また、復興対象地区ごとに、地区復興都市計画を策定する。 

 

５ 仮設市街地対策 

  市は、県と連携し、地域の本格復興が完了するまでの間、住宅の応急修理や仮設店舗等の建

設、応急仮設住宅の建設等により、住民の他の地域への疎開を減らし、被災前のコミュニティ

をできる限り守るため、仮設市街地計画を策定する。 

 

６ 住宅対策 

生活の基盤である住宅の再建は、地域経済の復興にも大きく関わってくる。市は、県と連携

し、被災住宅の応急修理、戸建て持ち家・マンション等の再建支援、災害公営住宅の供給を行

う。また、公営住宅に入居しない住民に対して、民間賃貸住宅の活用及び入居の支援を行う。 

 

 

第７節 都市基盤施設等の復興対策 

 

 都市基盤施設の復興は、災害応急対策として行われる機能の回復を目的とした応急復旧と施設 

自体を被災前の状況に戻す復旧、あるいは、防災性を高めて計画的に整備するといった本格的な

復興の 3 つの段階に分けられ、それぞれの基本方向に沿って施策を実施する。 

 

１ 被災施設の復旧等 

（１）市は、あらかじめ定めた応援協定等を活用し、公共施設の復旧や支援を進める。 

（２）ライフライン、交通関係施設の応急復旧については、関係事業者との連携のもと、施設の

早期復旧に努める。 

 

２ 応急復旧後の本格復旧・復興 

市は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川など

の骨格的都市基盤整備、防災安全街区の耐震、ライフライン施設の地中化などの耐震性の強

化、さらには建築物や公共施設の耐震、不燃化などを基本目標とする。 

（１）道路・交通基盤 

市及び県は、被災状況、地域特性、関係公共施設管理者の意向等を勘案し、迅速な原状復

旧を目指すか、耐震性の強化、中・長期的な問題点の改良等も行う復興を行うのかを検討し、

復旧・復興方針を作成する。 

なお、都市計画で決定されている道路については、被災状況や市街地の動向等を勘案し、

幅員やルート、線形の変更も含めて再検討する。 

（２）公園・緑地 

市及び県は、管理する公園緑地について、被害状況調査を行い、既存公園の拡充、都市計

画で決定されている公園緑地の整備を進め、既存公園に防災施設の整備・拡充を行うととも
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に、広域的な防災拠点となる公園を整備する。 

（３）ライフライン施設 

市は、県と連携し、被害状況や緊急性を考慮して、各ライフライン事業者と調整を図り、

施設の早期復旧・復興を目指すとともに、耐震性の強化など防災性の向上に努める。 

（４）河川・急傾斜地崩壊防止施設・森林等 

市は、管理する各施設について、被害状況や緊急性を考慮して、県と連携し、施設の早期

復旧・復興を目指すとともに、耐震性の強化など防災性の向上に努める。 

（５）災害廃棄物等 

  ア 市は、安全環境に配慮して、迅速かつ効果的な災害廃棄物の処理を実施するため、「神奈

川県災害廃棄物処理計画」を踏まえて、発災後早期に災害廃棄物等処理実施方針を作成す

る。

  イ 実施方針には、がれきの再利用、アスベスト等の適正処理、復興対策への優先度を考慮

する。 

  ウ 市は、建設業協会等の関係機関と協力して、実施方針を基に災害廃棄物等処理実施計画

を作成する。 

  エ 家屋等の解体は原則として所有者が行うが、国の補助が認められた場合には、市は県及

び関係機関と調整のうえ解体処理実施計画を作成し、受付窓口等を設置して、分別、運搬

等について周知し、広報を行う。 

 

第８節 義援金品の受付、配布 

 

本市に届いた義援金、義援品を必要とする人に、必要なときに配分するために必要な事項を定

める。 

 

１ 義援金品の受付 

義援金、義援品は災害対策本部の決定した生活必需物資集積センター等において受付を行

う。市は、県、関係機関等の協力を得て、受け入れを希望する義援品について、その内容及び

数量を把握し、公表する。小口の義援物資については原則として受け入れないこととし、義援

品の梱包方法の他、不必要な物資も公表するように努める。 

 

２ 義援金品の保管 

義援金の保管は、出納機関や指定金融機関と協力して安全かつ確実に保管する。管理に際し

ては、受払簿を作成する。 

義援品の保管は原則として生活必需品集積センターで行い、その際受払簿を作成する。 

 

３ 義援金品の配分 

応急対策上現に不足している物資で、義援品のうち直ちに利用できる物資は、災害対策本部

長に協議のうえ担当部班において有効に活用する。避難所への配分を行う際には、避難所に避

難していない住民についても考慮すること。 

義援金については、被災状況が確定後、災害対策本部が被災地区や被災者の状況等を考慮し
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て配分方法を決定し、公平かつ円滑に配分する。 

 

義援金品受領書 

No.       
 
金 額  ￥                  

 
 

品     名 数 量  
 

     

     

     

 以上のとおり受領致しました。 
ご厚意に厚く御礼申し上げます。 

年  月  日 
          あて 
 

大和市災害対策本部長 
大和市長          印 

 

 

 

 

第９節 弔慰金の支給、災害融資 

 

市は、条例の定めるところにより災害により死亡した市民の遺族に対して災害弔慰金を、精神

又は身体に著しい傷害を受けた市民に災害障害見舞金を支給する。また、被害を受けた世帯の世

帯主に対して災害援護資金の貸付を行う。 

 

１ 災害弔慰金の支給 

地震等の災害により死亡した市民の遺族に対して、災害弔慰金を支給する。 

 

２ 災害障害見舞金の支給 

災害により負傷し、又は疾病にかかり、精神又は身体に傷害を受けた市民に対し、災害障害

見舞金を支給する。 

 

３ 災害援護資金の貸付 

災害により、世帯主の負傷及び住居・家財に損害を受けた世帯で、一定の所得要件を満たす

世帯に対して災害援護資金を貸し付ける。 

 

資料 
9－5 災害弔慰金、災害障害見舞金、災害救護資金貸付
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第１０節 生活再建支援金の支給 

 

 被災者の自立的生活再建が速やかに図られるよう、市は被災者生活再建支援金の支給申請等に

係る窓口業務を行う。 

 

１ 被災者生活再建支援制度の適用要件 

（１）災害救助法施行令第 1 条第 1 項第 1 号又は第 2 号に該当する被害が発生した市町村 

（２）自然災害により全壊 10 世帯以上の被害が発生した市町村 

（３）自然災害により全壊 100 世帯以上の被害が発生した都道府県 

（４）（１）又は（２）の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊 5 世帯以上の被害が発

生したもの（人口 10 万未満のものに限る） 

（５）（３）又は（４）の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、（１）、（２）、（３）のいずれ

かに隣接し、全壊 5 世帯以上の被害が発生したもの（人口 10 万未満のものに限る） 

（６）（１）若しくは（２）の市町村を含む都道府県又は（３）の都道府県が 2 以上ある場合に、 

・全壊 5 世帯以上の被害が発生した市町村（人口 5 万以上 10 万未満のものに限る） 

・全壊 2 世帯以上の被害が発生した市町村（人口 5 万未満のものに限る） 

 

２ 制度の対象となる被災世帯 

（１）住宅が全壊した世帯 

（２）住宅が半壊、又はその住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

（３）災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

（４）住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住困難な世帯（大規模半壊世帯） 

（５）住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住困難な世帯（中規模半壊世帯） 

 

３ 支援金の支給 

  支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）と、住宅の再建方法に応

じて支給する支援金（加算支援金）の2つの支援金の合計額となる。 

   

４ 支援金の支給に係る事務手続 

（１）市は、被害認定、支援金の支給申請にかかる窓口業務等を行い、県はこれを、被災者生活

再建支援法人へ送付する。 

（２）県は、発生した災害が、災害救助法施行令第 1 条各号に定める自然災害となることが明白

であるか、又はその可能性があると認められる場合には、必要な事項について速やかに国及

び同法人あてに報告を行う。 

（３）県は、市からの報告を精査した結果、発生した災害が同施行令第 1 条各号に定めるいずれ

かの自然災害に該当するものと認めた場合には、必要な事項について、速やかに国及び同法

人あてに報告するとともに公示を行う。 

資料 

9－6 被災者生活再建支援金 
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第１１節 市税の減免等 

 

 罹災した納税義務者に対して、大和市市税条例等の規定により減免等の措置を講じる。 

 

１ 減免等の種類 

 納税等の緩和措置は、次のとおりである。 

（１）期限の延長、徴収の猶予 

災害により納税義務者が市税の納付又は申告が困難な場合には、納税義務者等の申請によ

り市税の納期限又は申告期限を延長する。 

なお、災害が広範囲にわたる場合等で、統一して実施する必要があるときには、市長は、対

象地域、期日、その他を定め統一的な指定を行う。 

（２）減免 

災害の状況に応じ、市民税、固定資産税、国民健康保険税その他について、納税義務者等

の申請により納期の末日の未到来の課税額を対象に減免する。 

（３）滞納処分の停止 

納税者の財産に著しい被害を受けた場合には、滞納処分の執行停止、換価の猶予、延滞金

の減免等の措置を講じる。 

 

２ 減免等の決定 

市税の減免等の決定は、災害の状況を判断のうえ市税条例等に基づき市長等が決定する。 

 

 

第１２節 罹災証明書の発行 

 

 罹災証明は、災害対策基本法第九十条の二に基づき、災害により被災した住家等について、そ

の被害の程度を証明したものである。災害救助法等による各種施策や市税の減免等、各種保険の

請求等を行うに当たって必要となるため、被災者の応急的な救済を目的に、早期かつ適切に発行

する。 

 

１ 発行手続 

（１）被害調査の実施 

市は、罹災証明書の発行に先立ち住民基本台帳を利用するなどして、必要な被害情報の調

査を行う。この場合、専門的な確認等を必要とするときなどにおいては、関係各部又は関係

団体等の協力を得て行う。罹災証明が、被災者支援を実施するうえで重要な役割を果たすこ

とから、協定先自治体等から必要な人員を確保して遅滞なく調査を実施する。 

（２）被災者台帳の作成 

市は、本市で災害が発生し、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要がある

と認めるときは、上記の被害調査の結果をもとに個々の被災者の被害の状況や各種支援措置

の実施状況、配慮を要する事項等を集約した被災者台帳を作成する。 

（３）罹災証明書の発行事務 

市は、被災者の「罹災証明書」発行申請を受けた場合に、上記被災者台帳で被害状況を確
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認し、発行できるよう、必要な人員を確保する。また、市内の被災状況によっては、郵送に

よる受付・発行も行う。 

 

２ 罹災証明発行の実施に関する広報 

  市本部は、罹災証明の実施方針の確認ができ次第、速やかにその内容を広報する。罹災証明

を必要とする各種施策の広報が必要な場合は、担当部との連携を図る。また、応急危険度判定

との違いについて説明する。 

 

 

第１３節 市民生活安定のための措置 

 

１ 精神的支援 

（１）被災者の精神的な後遺症に関する相談室の設置及び訪問相談等の実施 

   市は、県と連携し、被災したことで精神的に不安定になっている被災者が、医師、保健師、

ソーシャルワーカー等によるこころの相談を受けられる専用窓口を設けるとともに、必要に

応じて訪問相談を行う。 

（２）被災者の精神保健活動支援のための地域拠点の設置 

   市は、県と連携し、被災者の PTSD（心的外傷後ストレス障害）等に長期的に対応するこ

とや、被災精神障がい者の地域での生活支援を目的に、被災者の精神保健活動支援のための

地域拠点を設置して、地域に根ざした精神保健活動を行う。 

（３）PTSD 啓発冊子の作成・配布 

   メンタルヘルスケアは、被災者だけでなく、行政関係者、ボランティア等についても必要と

なるため、被災による、こころの変化について、既存の冊子や新たに作成した冊子を配布する。 

（４）被災児童・生徒のこころのケア事業 

市は、県と連携し、災害時に特に影響を受けやすい児童・生徒に対して、相談窓口の設置

や電話相談の開設、スクールカウンセラー等による巡回相談等を実施する。 

 

２ 医療機関 

市は、地域の医療需要に対応するため、民間医療機関の再建にかかる補助や融資、利子補給

等の検討依頼及び仮設診療所への支援を県に求める。 

 

３ 雇用対策 

被災者が災害のため転職又は一時的に就職を希望する場合は、ハローワーク大和と連絡・協

力して、職業のあっ旋に努める。 

 

４ 社会福祉施設 

（１）地域の福祉需要の把握 

   市及び県は、要配慮者、介助者、住宅、施設等の被災による新たな福祉需要の発生や、既

存の福祉サービスの供給能力の低下など、増大する福祉需要に対応するため、地域の福祉需

要の把握に努める。 
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（２）社会福祉施設等の再建 

   市及び県は、社会福祉施設等を早期に再建し、入所・通所者への適切なサービスを確保す

るため、社会福祉法人等への再建支援を実施する。 

（３）福祉サービス体制の整備 

   市及び県は、被災後の生活環境の変化等による社会福祉施設等への入所・通所者の増加に

対応するため、県と連携し、新たな人員、設備の確保や施設の新設、既存施設の増設等を検

討する。 

 

５ 要配慮者対策 

（１）高齢者、障がい者、児童への支援の実施 

   市及び県は、高齢者、障がい者、児童等の要配慮者の被災状況を把握し、ホームヘルプサ

ービスやショートステイ等の在宅サービスの実施、入所施設等への受け入れ、福祉ボランテ

ィアの確保等を実施する。 

   また、障がい等の種類、程度によっては、情報の入手に支障が生じ、必要な手続ができな

いことも考えられるため、そうした人たちへの支援も実施する。 

（２）外国人被災者への支援の実施 

   市及び県は、言葉の壁がある外国人被災者が情報を入手できるよう、仮設住宅、義援金な

ど各種交付金の手続といった被災後の生活情報を、多言語又はふりがなをつけた日本語や「や

さしい日本語」で発信するとともに、外国人の相談窓口を設置し、通訳ボランティア等の協

力を得て、可能な限り多言語で、帰国手続、罹災証明、義援金等の金銭給付、就労、労働、住

宅等に関する相談に応じる。また、各種公的サービスを提供する行政機関などにおいて、通

訳ボランティア等による支援を行う。 

  

６ 応急金融対策の実施 

（１）日本銀行横浜支店の措置 

  ア 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

  （ア） 通貨の円滑な供給の確保 

       日本銀行横浜支店は、被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必

要に応じ被災地所在の金融機関に臨時に発行元銀行券を寄託し、あるいは既存の寄

託発行元銀行券の活用を図るほか、金融機関の所要現金の確保について必要な措置

を講ずるなど、通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講ずる。 

       なお、被災地における損傷日本銀行券及び損傷貨幣の引換えについては、状況に

応じ職員を現地に派遣する等必要な措置を講ずる。 

  （イ） 輸送、通信手段の確保 

       日本銀行横浜支店は、被災地における現金供給のため緊急に現金を輸送し、又は

通信を行う必要があるときは、関係行政機関等と密接に連絡のうえ、各種輸送、通

信手段の活用を図る。 

  （ウ） 通貨及び金融の調節 

       日本銀行横浜支店は、災害発生時等において、必要に応じ適切な通貨及び金融の

調節を行う。 
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  イ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

  （ア） 決済システムの安定的な運行に係る措置 

       日本銀行横浜支店は、災害発生時において、金融機関の間で行われる資金決済の円滑の

確保を図るため、必要に応じ、日本銀行金融ネットワークシステムその他の決済システム

の安定的な運行に係る措置を実施する。また、必要に応じ、関連する決済システムの運営

者等に対し、参加者の業務に支障が出ないように考慮し適切な措置を講ずることを要請す

る。 

  （イ）資金の貸付け 

       日本銀行横浜支店は、災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決済の円滑

な確保を図るため、必要に応じ、資金の貸付けを行う。 

  ウ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

     日本銀行横浜支店は、関係行政機関と協議のうえ、被災金融機関が早急に営業開始を行い得 

    るよう必要な措置を講ずるほか、必要に応じて金融機関に対し、営業時間の延長又は休日臨時 

営業の実施に配慮するよう要請する。 

 日本銀行横浜支店は、災害の状況に応じて、必要な範囲で適宜営業時間の延長及び休日臨時 

営業を行う。 

  エ 金融機関による金融措置の実施に係る要請 

     関東財務局横浜財務事務所と日本銀行横浜支店は、被災地の便宜を図るため、金融機関に対

し、以下に掲げる措置をとるよう要請する。 

  （ア）災害関係の融資に関する措置 

      災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続の簡便化、貸出の

迅速化、貸出金の返済猶予など災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。 

  （イ）預金の払戻及び中途解約に関する措置 

      預金通帳、届出印鑑等を滅（紛）失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確

認方法をもって預金者であることを確認して払戻に応ずること。 

      また、事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前の払戻しや、当該預金等を担保と

する貸出に応ずること。 

  （ウ）手形交換、休日営業等に関する措置 

      災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合い

のうえ取立ができることとすること。 

      災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止に対

する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分又は利用契約の解除等についても

同様に配慮すること。 

      休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営業がで

きない場合でも、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金

の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。 

（エ）損傷した紙幣や貨幣に関する措置 

    損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。 

（オ）営業停止等における対応に関する措置 

    営業停止等の措置を講じた営業店舗名等及び継続して現金自動預払機を稼働させる店舗
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名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や

インターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。 

  オ 各種措置に関する広報 

     関東財務局横浜財務事務所と日本銀行横浜支店は、上記災害応急対策について、金融機関お

及び放送事業者と協力して速やかにその周知徹底を図り、人心の安定及び災害の復旧に役立て

る。 

（２）日本郵政グループの措置 

   災害時において郵便局長は、被災地の郵便局における被災者の緊急な資金需要その他の被

災事情を考慮し、次のとおり非常取扱いをする。 

  ア 為替貯金業務関係 

    郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び年金恩給等の為替貯金業務についての一定の金額の

範囲内における非常払戻し及び非常貸付け並びに国債等の非常買取りを行う。 

  イ 簡易保険業務関係 

    簡易保険の保険金及び貸付金の非常即時払、保険料払込猶予期間の延伸等を行う。 

 

７ 物価の安定、物資の安定供給 

市は、生活必需品等の物価が高騰しないよう、また、買い占め・売り惜しみが生じないよう、

監視するとともに、必要に応じて指導等を行う。 

 

 

第１４節 地域経済復興支援 

 

 地域経済の状況は、そこに住む市民にとって、雇用、収入、生活環境の確保の面において密接

に関わってくるもので、被災市民の生活再建にも大きな影響を与える。また、財政面から見ると、

地域経済が復興し、税収を維持できれば、自治体の復興財源の確保にもつながる。地域経済を復

興するには、もといた地域に人びとがとどまり、人びとが戻ってくる中で経済活動が行われるこ

とが重要であり、市民の生活、住宅、市街地の復興などとの関係に留意した地域経済の復興を進

めることが求められる。 

 特に市が行うべき地域経済の復興支援の柱としては、中小企業の自立支援、地域経済全体の活

性化のための支援等があげられる。 

 

１ 地域全体に波及効果を及ぼす施策の実施 

（１）産業復興方針の策定 

   市は、県内産業が進むべき方向を中・長期的な視点から示した新たな県の産業復興方針策

定に協力する。 

（２）相談・指導体制の整備 

   市は、雇用の確保、事業継続、事業の再建に不安を抱えている事業者が、安心して復興を

図ることができるよう、県と連携し、情報提供やさまざまな問題の解決を助ける相談・指導

体制を整備する。相談にあたっては、商工会議所など各種関係団体と協力するとともに、経

営の専門家を活用するなど、総合的な支援を行う。 

（３）商談会、イベント等の活用 
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   市は、県と連携し、各種団体との協力体制を確立し、情報発信に取り組むとともに、観光

フェア、イベントの活用等により、観光や地場産業の PR を行い、観光客やコンベンション

の誘致を目指す。 

 

２ 金融・税制面での支援 

（１）資金融資の簡易迅速化、条件等の緩和 

既存の貸付制度により融資を受けている事業者は、被災により返済資金の調達が困難にな

り、償還が困難になることが予想されるため、市及び県は、国等の関係機関に対して償還条

件の緩和など特別措置を要請する。 

また、被災地を管轄する金融機関に対して、被害の状況に応じて貸付手続の簡易迅速化、

償還期限の延長など特別な取り扱いを行うよう要請する。 

（２）既存融資制度の活用の促進 

市及び県は、事業者が速やかに事業を再建できるよう、既存融資制度等について周知し、

活用促進を図る。 

（３）金融機関の資金の円滑化を図るための支援の実施 

市及び県は、震災復興時の旺盛な資金需要により、金融機関の資金が不足することが想定

されるので、金融機関（一般金融機関及び政府系金融機関）と協調して融資を行い、資金の

円滑化を図る。 

また、資金需要の増加に伴う保証需要の増加に対し、県が信用保証協会の基本財産の造成支援の

ために出損を行う場合には、県の要請に応じて、市は財政措置を講じる。 

（４）新たな融資制度の検討 

市及び県は、本格的な復興資金需要に対応するために、被害状況調査、資金需要の把握、

事業者や業界団体等の意見を踏まえ、低利での融資など新たな融資制度の創設について検討

する。 

（５）金融制度、金融特別措置の周知 

市及び県は、速やかに事業所の再建を図るため、国や県等の既存融資制度等を含む各種の

融資制度についての情報提供を行う。 

（６）税の減免等 

市及び県は、災害の状況に応じて、個人事業税などの地方税について、申告等の期間延長、

徴収猶予及び減免などの納税緩和措置について検討する。 

 

３ 事業の場の確保 

（１）仮設賃貸店舗の建設 

市及び県は、被害状況調査や事業者、業界団体等の意見をもとに、県と連携し、店舗の被災

（倒壊、焼失など）により事業再開が困難となっている事業者に対し、事業者が自らの事業の

場を確保するまでの間、暫定的な仮設賃貸店舗を建設し、低廉な賃料等での提供を検討する。 

（２）共同仮設工場・店舗の建設支援 

市及び県は、倒壊又は焼失等の被害を受けた事業組合等が、自ら共同仮設工場・店舗を建

設する場合には、工業集団化事業の一環として、（公財）神奈川産業振興センターと連携を図

りながら、相談・指導を行う。 

（３）工場・店舗の再建支援 
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 １７５ 

 

市及び県は、自ら工場・店舗等を再建しようとする事業主・組合等に対して、（公財）神奈川産

業振興センターと連携を図りながら相談・指導を行うとともに、資金面に関する支援を検討する。 

（４）民間賃貸工場・店舗の情報提供 

市は、県と連携し、業界団体等に対して賃貸が可能な工場・店舗の物件情報の提供を依頼

して情報収集を行い、リストを相談窓口や業界団体等に配布するとともに、市ホームページ

等を活用して情報提供を行う。 

（５）発注の開拓 

市及び県は、取引企業の被災や交通事情の悪化等により、被災していない事業所（特に中

小企業）の経営状況が悪化することが予想されるため、被害状況や団体の意見を踏まえ、受

注拡大に向けた発注の開拓を図る。 

（６）物流ルートに関する情報提供 

市及び県は、長期にわたる道路等の利用制約により、原材料等の仕入れ、商品等の出荷が

滞ることを防ぎ、経営の安定化を図るため、県と連携し、道路等の被害・復旧状況、緊急物資

輸送ルートなどの物流ルートに関する情報提供に努める。 

 

４ 農業者に対する支援 

（１）災害復旧事業等の実施 

市及び県は、被災した農業の再建に加え、生鮮食料品の安定供給を図るため、国等が行う

各種の農業施設の再建費用への助成制度を活用し、災害復旧事業等を行う。 

（２）既存制度活用の促進 

市及び県は、被災した農業者が速やかに生産を再開できるよう、農林水産団体等を通じて

各種の融資制度の趣旨や内容を周知し、活用を促進する。 

（３）物流ルートに関する情報提供 

市及び県は、長期にわたる道路利用等の制約により、生産物等の出荷が滞ることを防ぎ、

経営の安定化を図るため、道路等の被害・復旧状況、緊急物資輸送ルートなどの物流ルート

に関する情報提供に努める。 
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第４章 南海トラフ地震対策計画  

  

 

 １７７ 

 

第１節 計画の目的 

 

 従前から切迫性が懸念されてきた東海地震は、大規模地震対策特別措置法に基づく地震予知を

前提として対策が講じられてきたが、平成29年9月、国(中央防災会議)において、予知を前提と

した防災情報の発信のあり方等を見直すこととされ、南海トラフ地震を対象とした対策に転換し

た。 

 その後、平成31年3月には、内閣府において「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガ

イドライン」が公表され、南海トラフ防災対策推進基本計画に基づき、気象庁は令和元年5月より「南海ト

ラフ地震臨時情報」等の関連情報を発表している。 

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年法律第92号。以下

「南海トラフ法」という。）においては、「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されてい

る地域の地方公共団体等が「南海トラフ地震防災対策推進計画」を作成することとなっている。 

 本市は、当該地域には指定されていないが、想定最大震度5強が予測されており、大規模地震に備え

る観点から本市独自の計画を作成し、南海トラフ地震に対する防災体制の推進を図ることを目的とす

る。 

 

１ 南海トラフ地震防災対策推進地域 

南海トラフ法第 3 条第 1 項の規定に基づき指定された南海トラフ地震防災対策推進地域は、

神奈川県内では次の 15 市 12 町である。 

横浜市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、 

厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、

同郡二宮町、足柄上郡中井町、同郡大井町、同郡松田町、同郡山北町、同郡開成町、足柄下郡箱

根町、同郡真鶴町、同郡湯河原町 

 

２ 南海トラフ地震に関連する情報等 

（１）南海トラフ地震に関連する情報の種類及び発表条件 

南海トラフ地震に関連する情報は､次の２種類の情報名で気象庁から発表される。  

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 ・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海

トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始

した場合、または調査を継続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 ・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推

移等を発表する場合 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合

における調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震

臨時情報を発表する場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始し

た旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場

合がある。 

 

（２）南海トラフ地震臨時情報に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 
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   南海トラフ地震臨時情報は、情報名の後にキーワードを付記して「南海トラフ地震臨時 

情報（調査中）」等の形で情報発表される。 

発表時間 キーワード 各キーワードを付記する条件 

地震発生等から５～

３０分程度 

調査中 次のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に

関する評価検討会」を開催する場合 

・監視領域内※1 でマグニチュード6.8 以上※2 の地震※

3 が発生 

・１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の

複数の観測点でもそれに関係すると思われる変化が

観測され、想定震源域内のプレート境界で通常と異

なるゆっくりすべりが発生している可能性がある場

合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検

討が必要と認められる変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の

変化を示す可能性のある現象が観測される等、南海

トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現

象を観測 

地震発生等から最短

で２時間程度 

巨大地震警戒 想定震源域内のプレート境界において、モーメントマ

グニチュード※4 8.0 以上の地震が発生したと評価し

た場合 

巨大地震注意 ・監視領域内において、モーメントマグニチュード

7.0 以上の地震※3 が発生したと評価した場合（巨大

地震警戒に該当する場合は除く） 

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異

なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合 

調査終了 ・（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも

当てはまらない現象と評価した場合 

※1：南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲 

  ※2：モーメントマグニチュード7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込

み、地震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードでM6.8以上の地震から調査を開始する。 

  ※3：太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。 

※4：断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニチ

ュード。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対しても、その規

模を正しく表せる特徴を持っている。ただし、このマグニチュードを求めるには若干時間を要すた

め、気象庁が地震発生直後に発表する津波警報等や地震速報には、地震波の最大振幅から求められる

気象庁マグニチュードを用いている。 

 

３ 南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象 

  南海トラフ沿いで観測され得る大規模地震については、確度の高い地震の予測は困難である

ものの、南海トラフ沿いで観測され得る異常な現象のうち、観測される可能性が高く、かつ大

規模地震につながる可能性があるとして、防災対応の検討が必要となる３つのケースが想定さ

れている。 

（１）半割れ（大規模地震）／被害甚大ケース（以下「半割れケース」という。）の概要 

   南海トラフ地震の想定震源域内の領域で大規模地震が発生し、残りの領域で大規模地震発

生の可能性が相対的に高まったと評価された場合。 

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてモーメントマグニチュード
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 １７９ 

 

（以下「Ｍ」という。）８以上の地震が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に

高まったと評価される。 

（２）一部割れ（前震可能性地震）/被害限定ケース（以下「一部割れケース」という。）の概要 

   南海トラフ沿いで大規模地震に比べて一回り小さい、Ｍ７クラスの地震が発生した場合。 

また、南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてＭ７以上、Ｍ８未満の地震

が発生した場合、大規模地震発生の可能性が相対的に高まったと評価される。なお、想定震

源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側50km 程度までの範囲で発生したＭ７

以上の地震についても、「一部割れケース」として取り扱われる。 

（３）ゆっくりすべり／被害なしケース（以下「ゆっくりすべりケース」という。）の概要 

   短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっく

りすべりが観測された場合。 

 

４ 気象庁が発表する南海トラフ地震臨時情報 

  気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域及びその周辺で速報的な評価で算出されたマグニチ

ュード６．８程度以上の地震が発生、又はプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等

を観測した際は、南海トラフ地震との関連性について調査を開始する旨を「南海トラフ地震臨

時情報（調査中）」として発表する。その後、有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関す

る評価検討会」を開催し、発生した現象について評価を行う。当該評価結果が、前項の３つの

ケースのいずれかに該当する現象と判断された場合には、気象庁が情報を発表する。 

 

＜南海トラフ地震臨時情報発表までのフロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第1版】」 
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第２節 予防対策 

 

１ 南海トラフ地震に関連する情報に係る知識の普及 

  市は、県と連携し、南海トラフ地震の切迫性や南海トラフ地震に係る防災意識の普及、啓発

に努めるとともに、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合等に市民等が的確な判断に基づ

いて行動ができるよう、本編第 1 章、第 14 節「防災知識の普及」に規定するもののほか、以下

の知識の普及に努める。 

（１）南海トラフ地震臨時情報の意味や南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応等 

（２）後発地震に備えて不要不急の火気器具や電熱器具の使用を控えることによる出火防止等、 

防災上とるべき行動に関する知識 

（３）土砂災害の危険や住宅の耐震性に不安がある市民に対しては、個々の状況に応じて知人・親類宅 

等への避難をあらかじめ検討する必要性 

 

２ 事業所等の防災計画の作成 

  南海トラフ地震防災対策推進地域でない本市域内の事業所等にあっても、防災計画等（消防

計画、予防規程及びその他の規程を含む）において、南海トラフ地震臨時情報が発表された場

合の対応措置についてあらかじめ定める。 
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第３節 大和市の対応 

 

 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の市の体制、対応等について定める。 

 

１ 対応組織 

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表されたときは、災害警戒本部を設置でき

る体制をとる。 

（２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたときは、災害対策本部を設置でき     

  る体制をとる。 

（３）災害対策本部及び災害警戒本部の組織及び運営は、大和市災害対策本部条例、大和市災害

対策本部要領、大和市警戒本部要領及び本編第2章に定めるところによる。 

 

２ 配備体制 

配備基準及び配備体制は、次のとおりとする。 

配 備 基 準 配  備  体  制 

南海トラフ地震臨時情報（調査

中）が発表されたとき 

【通常体制】 

危機管理課職員が参集し、情報収集を行う。 

南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震注意）が発表されたとき 

【災害警戒本部体制】 

平常時の活動を維持しつつ、警戒体制をとる。 

南海トラフ地震臨時情報（巨大

地震警戒）が発表されたとき 

【災害対策本部体制】 

事態の推移に伴い人員を増員し、必要な対策が行える

体制をとる。（本編第2章、第1節に定める「第1号配

備」と同様の体制とする。） 

南海トラフ地震臨時情報（調査

終 了 ） が 発 表 さ れ た と き 
【体制解除】 

 

３ 消防対策 

（１）消防部警防本部を設置する。 

（２）消防職員及び消防団員を動員する。 

（３）情報の収集、伝達体制を確立する。 

（４）出火防止の広報活動体制を確立する。 

（５）施設、事業所に対して応急対策の実施を指示する。 

（６）危険物施設、タンクローリー等の対応措置を指示する。 

（７）警戒巡視を実施する。 

 

４ 施設設備の安全確保 

（１）来訪者、入所者（児童、生徒を含む。）に対し情報を伝達する。 

（２）来訪者、入所者等の安全を確保する。 

（３）転倒・落下防止、出火防止等の安全措置を講ずる。 
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（４）消防用設備の点検、受水槽への緊急貯水等の事前措置を講ずる。 

（５）あらかじめ定めた計画に基づき児童、生徒の引き渡しを行う。 

 

５ 緊急輸送 

（１）警察が実施する交通規制に協力する。また、車両その他物件により、交通に支障が発生し 

た場合において、必要に応じて神奈川県に道路啓開を要請する。市道において、道路啓開の 

指示が国土交通大臣又は神奈川県知事からなされたときには速やかに対応する。 

（２）物資等の輸送については、緊急輸送計画により実施する。 

（３）県で定める緊急輸送道路、本市で定める緊急輸送道路を補完する道路の経路を確認し、必 

要車両を準備する。 

 

６ 医療対策 

 市立病院を始めとする医療機関は、施設の対策と併せて医療機能の維持に努める。 

 

７ 生活関連対策 

（１）市民に対して、緊急貯水を呼び掛ける。 

（２）応急給水に必要な資機材、飲料水兼用貯水槽（100ｍ３）、プール、ろ水機の点検を行う。 

（３）災害対策用井戸の点検を行う。 

（４）生活必需物資等の供給協定店と連絡をとり、体制の確認と保有量の確認を行う。 

（５）食料等生活必需品等の売り惜しみ又は買い占め、物価の高騰が生じないよう、関係する生

産者及び流通業者に対して、必要な要請・指導等を行う。 

 

８ 交通、警備対策 

（１）警察署の行う警備･交通対策の実施に協力するとともに、必要に応じて警察と調整協議し対

策をたてる。 

（２）南海トラフ地震臨時情報が発表された際の運転者のとるべき行動及び民心の安定と混乱防

止のための広報を行い周知徹底を図る。 

（３）県が定める緊急輸送道路、本市が定める緊急輸送道路を補完する道路の確認を行う。 

 

９ 駅周辺混乱防止対策 

（１）駅周辺に発生する滞留者に対して、家族等との安否確認方法や市周辺の地図の配布などに

よる帰路に関する情報提供、安全な誘導、要配慮者等の保護などのパニック防止対策を関係

機関と協力して行う。 

 

10 児童・生徒等の保護対策 

 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表に伴い、児童・生徒等の安全確保に万全を

期する。 
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 １８３ 

 

資料 
7－4 大和市災害対策本部条例 
7－5 大和市災害対策本部職員の任命に関する規則 
7－6 大和市災害対策本部要領 

 

第４節 南海トラフ地震臨時情報の伝達 

 

 南海トラフ地震臨時情報が発表された際に実施する伝達のうち、国や県から市への伝達経路及

び市内部での伝達方法について定める。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報の伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 市民への広報 

 

 市及び防災関係機関は、市民に対して南海トラフ地震臨時情報等の情報を周知するとともに、

的確かつ迅速な広報を実施する。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報の周知 

市は、南海トラフ地震臨時情報について、防災行政無線、FMやまと、広報車、消防車等あら

ゆる手段を講じて地域住民に伝達する。 

 

２ 広報内容 

 市は、南海トラフ地震臨時情報の発表に伴う混乱の発生を未然に防止し、地震防災応急対策

が迅速かつ的確に行われ被害を最小限におさえるために、関係機関と協力して以下の内容につ

いて広報活動を実施する。なお、外国人等の情報伝達について特に配慮を要する者に対する対

応については、様々な広報手段を活用するよう努める。 

（１）冷静な行動をとること。 

（２）テレビ、ラジオ等の情報に注意すること。 

（３）家具等の転倒・落下防止措置をとること。 

（４）不要不急の火気器具や電熱器具の使用を控えること。 

（５）当座の飲料水、食料品等の持出品の準備をすること。 

気象庁 消防庁 県 市 役 所 

危機管理課 

市消防本部 

指 令 課 

危機 

管理課 

（高速 FAX） （県防災行政通信網） 

横浜地方気象台 市各部 
（専用回線） 
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（６）家族との安否確認手段の確認をすること。 

（７）危険な場所に近づかないようにすること。 

（８）その他生活関連情報等、市民が必要とする情報 

 

３ 広報手段 

広報は、防災行政無線、広報車、FMやまと、J:COMチャンネル、インターネット等（市ホ

ームページ、やまとPSメール、緊急速報メール、ヤマトSOS支援アプリ及びヤフー株式会社と

の協定によるYahoo!サービス）、本市の保有する手段及び協力を得られる各機関等のあらゆる

手段を用いて実施するほか、自主防災組織に対して協力を要請する。 

 

資料 
2－4 市防災行政無線（固定系）設置場所一覧表 
2－5 MCA無線設置場所一覧表 
2－6 280MHz個別受信機（防災ラジオ）設置場所一覧表 
 
 

第６節 事前避難対策等 

 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、後発地震等の発生を想定し、次の防災対応を行う

よう市民等に周知する。 

 

１ 市民等における南海トラフ地震臨時情報の内容に応じた防災対応 

南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、南海トラフの震源域で想定される後発地震の発生を

想定し、次のような防災対応を行うよう市民等に周知する。 

（１）巨大地震警戒対応（半割れケース） 

ア 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、状況に応じて避難等の防災対

応を準備・開始する。 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、最初の地震発生から１週

間を基本に、国からの呼びかけに応じ、次のような対応を行う。 

（ア）日頃からの地震への備えを再確認する。 

（イ）地震発生後の避難では間に合わない可能性のある要配慮者は避難、それ以外の者は

避難の準備を整え、個々の状況等に応じて避難する。 

（ウ）地震発生後の避難で明らかに避難が完了できない地域の住民は避難する。 

ウ 最初の地震発生から１週間経過以降２週間経過までの間、次項の巨大地震注意対応を行

う。 

エ ２週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性がなくなったわけではな

いことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う。 

（２）巨大地震注意対応（一部割れケース、ゆっくりすべりケース） 

ア 発生直後、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合は、状況に応じて防災

対応を準備・開始する。 
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イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が出た場合、最初の地震発生から１週間（ゆ

っくりすべりの場合は、すべりの変化が収まってから変化していた期間と概ね同程度の期

間）を基本に、国からの呼びかけに応じ、日頃からの地震への備えの確認などの対応を行

う。 

ウ １週間経過後は、国からの呼びかけに応じ、地震発生の可能性がなくなったわけではな

いことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う。 

 

２ 後発地震等に備えた事前避難 

（１）市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、ライフラインや流通機能が稼

働していることを踏まえ、地震発生後の避難で明らかに避難が完了できない市民等に対し、以下の事

項の周知に努める。 

  ア 住民の避難は、知人・親類宅等への避難が基本であること。

  イ 食料や生活用品などは、避難者が各自で準備するのが基本であること

（２）市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、後発地震の発生に備

え、避難所の確保に努める。 



大和市地域防災計画 

第 2 編 地震災害対策計画編 

 

１８６   

 

第７節 警備対策 

 

 警察署は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、南海トラフ地震に係

る市民の危惧、不安等から発生するおそれのある混乱及び各種の犯罪に対処するため、早期に警

備体制を確立し、警察署の総力を発揮して迅速、的確な対策を実施することにより、市民の生

命、身体、財産の保護活動に努め、治安維持の万全を期するものとする。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報発表時の対策 

 警察署が実施すべき南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合の対策に

係る措置については、おおむね以下に掲げる事項を基準とする。 

（１）情報の収集・伝達 

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、その内容を正確かつ迅速

に周知するとともに、これに伴う諸般の情勢を迅速、的確に収集、把握し、民心の安定と混

乱の防止を図るため以下の活動を実施する。 

ア 県、市町村が行う南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達への協力 

イ 各種情報の収集 

ウ 関係機関との相互連絡 

（２）広報 

民心の安定と混乱防止のため、以下の事項を重点として広報活動を行う。 

ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の正確な情報 

イ 道路交通の状況と交通規制の実施状況 

ウ 自動車運転の自粛と自動車運転手のとるべき行動の要領 

エ 犯罪の予防等のために住民がとるべき措置 

オ 不法事案を防止するための正確な情報 

カ その他混乱防止のために必要かつ正確な情報 

（３）社会秩序維持 

南海トラフ地震災害に係る危惧及び物資の欠乏、将来の生活に対する不安等に起因する混

乱並びに窃盗犯、粗暴犯、集団不法事案等を防止するため、以下の活動により社会秩序維持

に万全を期する。 

ア 正確な情報の収集及び伝達によるパニックの防止及び流言飛語の防止 

イ 民心の不安を助長する窃盗犯、暴力犯、経済犯等の予防、取締り 

ウ 危険物による犯罪又は被害発生防止のための予防、取締り 

エ 避難に伴う混乱等の防止と人命の保護 

オ 避難場所、重要施設等の警戒 

カ 民間防犯活動等に対する指導 
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第８節 交通・ライフライン対策 

 

  防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報発表時における防災対応を定める。ここでは、それ

ぞれの機関が講ずる対策の項目について掲載する。 

 

１ 関係機関の対策項目 

（１）鉄道機関 

ア 顧客等に対する南海トラフ地震臨時情報等の伝達 

イ 安全性に留意した運行に関する措置 

（２）電力関係機関 

ア 防災体制の確立 

イ 電力の緊急融通の確認 

ウ 電力施設の予防措置の実施 

（３）ガス関係機関 

ア 体制の整備 

イ ガス工作物の巡視・点検及び検査 

ウ 資機材等の確保及び整備 

エ ＬＰガス容器の転倒防止等の確認の協力 

（４）電話、通信機関 

ア 防災機関等の重要通信の確保 

イ 発災時の対応の確認 

ウ 災害復旧資機材の点検 
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第９節 児童・生徒等の保護対策 

 

 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表に伴い、学校等においては、園児、児童、生徒

（以下「児童等」という）の生命身体の安全確保に万全を期するとともに、緊急事態に備えて迅

速、的確に対応できる避難、誘導計画等を定める。 

 

１ 計画の基本方針 

（１）児童等の生命身体の安全確保を最優先とすること。 

（２）学校等の所在する地域の諸条件等を考慮すること。 

（３）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表に迅速に対応できるものであること。 

（４）児童等の行動基準並びに教職員の行動が明確にされていること。 

（５）全職員の共通理解がなされ、個々の分担が明確にされていること。 

（６）児童等の引き渡しについては、保護者に十分理解されているものであること。 

 

２ 学校等の対応 

（１）市教育委員会は、南海トラフ地震臨時情報が発表された場合には、所要の組織をもって直

ちに学校等との連携を図る。 

（２）校長等は対策本部を設置し、情報の把握に努め的確な指揮に当たる。 

（３）児童等の生命・身体の安全確保を図り、安全が確保されるまでは学校で保護する。公共交

通機関の運行中止により保護者が帰宅できないことも想定されることから、児童等の帰宅に

際しては、保護者及び代理人へ引き渡すことを原則とし、学校で児童等の安全確保に努める。 

（４）校長等は、教育委員会へ児童等の避難・誘導等の状況を速やかに報告する。 

（５）校長等は、校舎等の各施設の保安措置をとる。 

（６）児童等の安全確保措置後、初期消火、救護、搬出活動等の防災活動体制をとる。 

 

３ 教職員の対処、指導基準 

（１）学級担任等は、学校防災計画等、あらかじめ決められた方法で、児童等の安全確保を図っ

た後、避難誘導を行う。状況を判断し、児童等を学校内の安全な場所に集める。 

（２）安全な場所への避難、誘導に当っては、氏名、人員、異常の有無等を把握し、的確な指示を

行う。 

（３）学級担任等は児童等を安全な場所に避難、誘導した後に出席簿等に基づき再度、氏名、人

員を確認する。 

（４）学級担任等は、保護した児童等及び所在の不明な児童等の名簿を作成して校長に提出する

とともに、所在不明な児童等の確認に努める。 

（５）障がいのある児童等については、介助体制などの組織により対応する等、十分配慮する。 

（６）児童等の保護者への引渡しについては、あらかじめ決められた方法で確実に行う。 

（７）交通機関利用者、留守家庭等で引き渡し又は帰宅できない児童等については、住所、氏名、

人員等を確実に把握し、学校等で引き続き保護する。 

（８）児童等の安全を確保したのち、対策本部の指示により防災活動に当たる。 

（９）幼稚園、保育所等については小・中学校に準じる。 
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４ 登下校時、又は在宅時に南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発令された場合の対応 

（１）登下校時に南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合は、安全に注意し

ながら登校又は下校の判断を行うよう指導する。 

（２）交通機関の利用者については、関係責任者の指示に従うよう指導する。 

（３）在宅中の場合は、登校せず家族とともに行動するよう指導する。 

 

 

第１０節 保健医療救護対策及び社会福祉施設対策 

 

 各医療機関及び社会福祉施設においては、次の対策に努めるものとする。 

 

１ 保健医療救護対策 

各医療機関は、地震発生に備え、それぞれ地震防災応急対策を実施し、保健医療救護機能の

維持に努めるものとする。 

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の措置 

ア 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の周知 

医療機関の長は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表されたことについ

て、医師等の職員及び外来患者等に対して周知徹底を図る。 

イ 医療機関の防災指導 

医療機関の長は、地震防災対策本部を設置するとともに、消火設備、避難設備及び自家

発電装置等の点検並びに医療器械、備品、薬品等の転倒落下、移動の防止及び出火防止対

策を実施する。 

ウ 入院患者等の安全確保 

医療機関の長は、入院患者等の安全確保措置を講ずる。 

エ 診療 

地域医療の確保のため、施設や設備の安全対策を講じたうえで、診療を継続できるもの

とする。 

（２）医療救護班の編成待機 

救護所スタッフに指定されている医師、看護師等は、救護所への参集に備える。 

（３）医療機関に対する要請 

災害の発生に備え、健康福祉部は、市内の医療機関に対し機能の確保と医療活動の継続強

化を図るように協力を求めるとともに、次の措置をとるように要請する。 

ア 地震災害による救急患者の受入体制の準備 

イ 空床の確保 

ウ 応急救護体制の編成 

２ 社会福祉施設の対策 

（１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の措置 

社会福祉施設は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合、利用者の

生命・身体の安全確保に万全を期すため次の措置をとる。 

ア 施設設備の点検 

イ 落下物等の防止措置 



大和市地域防災計画 

第 2 編 地震災害対策計画編 

 

１９０   

 

ウ 飲料水、食料等の確保 

エ 関係機関、保護者との連絡体制の確保 

オ 土砂災害（特別）警戒区域等に近接する施設での避難準備体制の確保 

（２）後発地震への備え 

入所者等の保護等については、施設の耐震性、周囲の土砂災害（特別）警戒区域等の分布

を考慮し、避難誘導等に配慮する。 

 

 

第１１節 事業所等の措置 

 

 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表時の事業所の対応について定める。 

 

１ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合の事業所の対応 

（１）防火管理者、保安管理者などを中心に、地震災害を防止し又は軽減するための体制を確立

する。 

（２）テレビ・ラジオ等から情報を正確に入手し、顧客、従業員等に迅速、正確に伝達する。 

（３）防災計画等に定められた分担に従って、地震災害を防止し又は軽減するため、次の措置を

講ずる。 

  ア 火気使用設備等地震発生により出火原因になるものについては、原則として使用を中止

する。 

  イ 建物の防火上又は避難において重要な施設及び消防用設備等を点検する。 

  ウ 薬品類、危険物などの流出、漏えい防止を行う。 

  エ 商品、事務機器及び窓ガラス等の転倒、落下防止を行う。 

（４）火気使用店舗は原則として営業を自粛する。 

（５）飲料水、食料品、医薬品等を確保する。 

（６）その他必要と思われる措置を講ずる。 

 

２ 事務所等の従業員の帰宅措置 

一般の事業所においては、応急保安措置を講じた後は、できるだけ通常の勤務体制をとるこ

とを原則とする。やむを得ず従業員を帰宅させる場合は、従業員数、最寄の駅及び道路交通状

況、南海トラフ地震臨時情報が発表された時刻等を考慮して、帰宅経路に係る状況を確認した

うえ、退社をさせる。 

 

 

 

 

 

 

 


